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平成３０年第１回竜王町議会定例会（第４号） 

                           平成３０年３月２２日 

                           午 前 ９ 時 ０ ０ 分 開議 

                           於    議    場 

１ 議 事 日 程（第４日） 

日程第１ 一般質問 
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開議 午前９時００分 

○議長（小森重剛） 皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員数は、１２人であります。よって、定足数に達しておりま

すので、これより平成３０年第１回竜王町議会定例会を再開いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

○議長（小森重剛） 日程第１ 一般質問を行います。 

質問及び答弁は、簡単明瞭に要旨のみお願いします。発言通告書が先に提出さ

れておりますので、これに従い質問を願います。 

それでは、１０番、山田義明議員の発言を許します。 

１０番、山田義明議員。 

○１０番（山田義明） ふるさと納税寄附金の取り組みにつきまして伺います。 

平成２７年度より本格的に取り組んだふるさと納税寄附金は、２８年度も順調

に増加し、１億２，６００万円余の寄附金をいただきました。しかし、本年度は

１月末で約６，５００万円程度と、前年度の２分の１程度となっており、残念で

あります。 

ふるさと納税寄附金は地方創生や地場産業への貢献度も大きく、当町の限りあ

る財源としても大きく貢献し、期待もしているところでもあります。 

さて、ふるさと納税寄附金の導入時に協力願った近江八幡市は、平成２７年度

で入金件数が１万３，８７０件、７億３，６８０万円、また、２８年度は２万３，

１８３件、１４億６，０１５万円と倍増し、本年度の１月末では昨年度以上に増

加し、成果を上げられています。 

このように自治体間で大きな差が生じることは、何かに問題点があることは間

違いありません。１２月時点で昨年度の２分の１程度と予想されていたとは思い

ますが、その課題と対策はどのようにされたのか。また、今後の取り組みについ

てどうされるのかを伺います。 

○議長（小森重剛） 岩田商工観光課長心得。 

○商工観光課長心得（岩田宏之） 山田義明議員の「ふるさと納税寄附金の取り組

みについて」の御質問にお答えいたします。 
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平成２７年１１月から制度拡充いたしました竜王町未来につなぐふるさと交竜

寄附金につきましては、平成２７年度は９，７４８万９，８５０円、平成２８年

度は１億２，６５３万７，１０１円の寄附をいただき、平成２９年度は約７，０

００万円、率にしてマイナス４４．７％と見込んでおります。 

この寄附金の減少の主な要因としまして、外的要因と内的要因があると認識し

ております。 

まず、外的要因として、自治体間での競合の激化があります。本町が採用して

いるポータルサイト「ふるぽ」の取り扱い自治体数は、平成２７年度では約１０

０自治体であったものが、現在約１８０自治体に増加しております。また、寄附

ができるサイトの増加により、委託先の業者間競争も激しくなっていることも要

因の一つであると分析しております。 

一方、内的要因として、広告宣伝の不足や、謝礼品の魅せ方に問題があると認

識しております。各種観光イベントや町内事業所、各滋賀県人会への働きかけを

重点的に行っておりましたが、他市町で実施されているような高額な広告宣伝費

をかけての電車広告やウエブ広告などは行っておりません。加えて、現在、本町

の謝礼品数は１７６品ありますが、新規謝礼品の開発や新しい協力事業者の発掘

など、不十分な点も要因の一つであると分析しております。 

今後、寄附金の増加に向けた取り組みとして、寄附をしていただく窓口を拡大

するため、ポータルサイトの新規追加、ＰＲや謝礼品の新規開拓を行う人員体制

の充実を図るため、寄附拡大に向けた支援業務の委託、協力事業者と連携を密に

することにより、謝礼品の魅力ある写真への変更、モノからコトへという流れの

中、体験を取り入れ、竜王町に訪れていただく工夫をするなどの謝礼品の充実や

新規開拓、ホームページ等の広報充実や、過去に寄附をいただいた方々へメール

マガジンやダイレクトメールなどにより小まめにおすすめ情報を発信することに

よるリピーターの確保を検討しております。 

この制度は、町の魅力を全国へ発信する有効な制度でありますことから、最大

限に活用し、本町を応援してくださる全国の皆様からいただいた寄附金を、本町

の魅力を高め発展させるための事業に充てるとともに、商工業者の販路拡大にも

努めてまいりますので、議員各位の格別の御協力を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

以上、山田議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 山田議員。 
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○１０番（山田義明） お答えをいただいたところでございますが、実は私も再質

問に当たりまして、ポータルサイトというか、そういうところでいろいろと確認

させてもらって、実は特産品、ふるさと納税調査隊、還元率ランキングというと

ころで調べさせていただきました。 

その時点で、竜王町、先ほども言われました、品目数がちょっと違うんですけ

ど、竜王町９６品目で、納税寄附金額が多い順番という、寄附金の多い順番の、

金額の多い順番のランクなんでございますが、１番目は寄附額が１０万円に対し

て２万６，５７１円相当で還元率２６．６％の近江牛ということで、春夏秋冬で

すかね、年４回配布ということと、２番目には寄附額が１０万円に対して４万５

００円相当で、還元率４０．５％の近江牛年３回頒布会、３番目は寄附金が６万

５，０００円に対しまして２万３，９１３円相当還元額、２６．６％の近江牛、

これは焼き肉セット肩ロースのばらで２キロというような内容でございました。 

片や、先ほどもちょっと指導願った近江八幡市の件でございますが、近江八幡

市の場合は１３９品目がございまして、１番目の寄附額は５０万円に対して１５

万６，０８５円相当で、還元率３１．２％ですが、実は、先ほども言っておられ

たんですけど、うちも「ふるぽ」というのを使ってくれてはりますね。これはＪ

ＴＢが主に運営しているという、言うたら同門でございますが、実はこのＪＴＢ、

首都圏の新橋店で使えるふるさと旅行クーポン、これが１８万点分がもらえると。 

２番目は、寄附額が５０万円に対して１５万８５円相当で、還元率がこれも同

じく３１．２％で、近江八幡市のヤフートラベルで使える宿泊クーポン、これが

１８万点分ということでございました。 

それから３番目は、寄附額が３５万５，０００円で、これにつきましても１６

万２，０００円相当で、還元率が４３．２％の東京西川シベリアンマザーシルバ

ーダックスダウン９３％、１．２キログラムということで、羽毛かけ布団という

ことで、こんなところでございます。 

また、４番目はちょっと変わってますね。４番目は牛肉なんですが、これも竜

王と同じ内容のところ、５番目が、同じくまた東京西川のかけ布団、６番目が、

これ寄附額が１７万５，０００円のオーダーシューズ、ペッカリー皮というんか

ね、靴だと思うんですよ。 

以上のことからわかるように、結構まずは高額納税者が多い首都圏、あるいは

いわゆる中京、近畿圏とか大阪圏、福岡圏等、僕自身はＪＴＢのこの活用がやっ

ぱりしてもらいたいなということでございます。 
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それからまた、もう一つは、こういった参考の話でいってますと、町内にも実

は旅行者もあるんで、そういったものを活用して、やはりちょっと僕も最初、導

入のときもちょっとお話はしとったんやけども、その点がひょっとしたらなかっ

たんかなと思って、こういったことをちょっと考えてもらえたらどうかなという

ことで、金額ふやしてもらえることはどうなんでしょうということで再問させて

いただきます。 

○議長（小森重剛） 岩田商工観光課長心得。 

○商工観光課長心得（岩田宏之） 山田議員の再質問にお答えさせていただきます。 

竜王町がこのふるさと納税拡充するに当たりまして、協力、参考にさせていた

だいた近江八幡市、竜王町よりたくさんの品目が出ておるのを承知しております。

また、高額納税者に対してのスポットを当てたそういう商品があるということも

認識しておりまして、近江八幡市でたくさん宿泊するところもございまして、Ｊ

ＴＢをフルに活用しながら、クーポン券も謝礼品の一つに加えておられるという

のも認識しております。また、先ほど質問の中にありました布団であったりとか

靴という、肉、近江牛以外のラインアップもたくさんあるというのも認識してお

ります。 

竜王町ももちろん近江牛がトップランキングにはなっているんですけれども、

調べさせていただいたところ、サクランボであったりとか梨、果物関係ですね、

近江八幡市にはない竜王町ならではの特産品、鮒ずしであったりとか、チーズと

か、特産品もたくさん出ております。 

こういった強みを、近江八幡市にはない強みを竜王町も生かしながら、現在Ｊ

ＴＢを活用した「ふるぽ」一本でございましたけれども、今定例会で平成３０年

度の予算案を御審議いただきました中にもありましたように、新しいポータルサ

イト、寄附をしていただく窓口を広げるという意味で、新しい「さとふる」とい

うポータルサイトにもよんでいきたいなということで、平成３０年度は取り組ん

でいきたいと思います。 

山田議員の再質問へのお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 山田議員からいろんな有益な提言をいただきました。ありが

とうございます。 

ふるさと納税につきましては、２７年の１１月からスタートしたということで、

私はその当時、比較的ラッキーな面もあって、１１月に制度スタートしましたか
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ら、いわゆるポータルサイトで比較的新しい自治体がふるさと納税をスタートし

たということで取り上げてもらったという有効的な面もありまして、順調に伸び

てきたと。 

ところが、昨年度は、確かに近江八幡だとか東近江だとか、比較的まだ、滋賀

県の中では高島市だとか、比較的順調に伸ばしているところもあるんですが、全

体としては、総務省のいわゆるふるさと納税に対する基本的な行政指導もあって、

全体的には少し停滞した状況もございます。 

そういう中で、今のような竜王町の寄附の状況が生まれているというふうに認

識をしておりまして、そういう意味ではもう一段の工夫が必要だろうと。今おっ

しゃったように、どういう魅力のあるそういう謝礼品をつくっていくのかという

ことも大事でしょうし、竜王町らしいということも大事でしょうし、また、近江

八幡のやり方も勉強すべきところはしていかないといけないだろうという、もち

ろん思いもございます。 

もう一方、やはりもう少し金をかけんとあかんなという面もございます。とい

うのは、今、近江八幡が謝礼品以外に使っている経費は約１億５，０００万、年

間使っています。それを使いながら、もちろんポータルサイトを有効に活用し、

ＰＲもしていると。 

一方、竜王町は正職員というか、商工観光課の職員１名と臨時職員１名でフォ

ローしているところがございまして、経費的には６４０万でしかないんですね。

したがって、もう少しこのあたりも、人員的にもやはり強化していかなければい

けないだろうという反省をしておりまして、それを今年度予算に反映をしている

ということでございます。 

ただ、その量的なことを言いますと、まだまだ経費のかけ方としては少ない部

分もありますので、取り組みを進めながら、進捗に応じて、もう一度また必要で

あれば補正で対応していく、そういう要員もふやしていかなければいけないだろ

うと。 

近江八幡について言うと、総合政策部というセクションで、正職５名、また臨

時職員の人は２名採用した、いわゆるふるさと納税推進室というような組織をつ

くってやってますので、そういう意味で我々も少しそこは参考にして、もう少し、

今の商工観光課の一部でやっている業務というのをもう少し組織的にも考えない

と、大きく伸ばすことは難しいだろうというふうに思っています。 

いずれにしても、課長のほうから申しましたとおり、確かに寄附、そのうち約
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半分は自主財源として使えるという、大変ありがたい制度でもありますし、また、

竜王町のよさを発信していくという大変重要な政策でもありますので、そういう

意味も含め、今御提案いただいた謝礼品の拡充、また宿泊の施設だとか、そうい

うものを使えるような仕組みとか、そういうことも考え、また体制強化もしなが

ら進めてまいりたいというふうに思いますので、またお気づきの点がございまし

たら、いろんな機会にお話をいただければ大変ありがたいと思います。 

以上でございます。ちょっと補足ということでお話ししました。 

○議長（小森重剛） 山田議員。 

○１０番（山田義明） それでは、また再々質問ということでお願いします。 

結構肉が多いような気がするんですけども、どことも肉が多いということで、

近江八幡は近江牛、近江なんかついとるんやけども、竜王は竜王近江町ではない

んで、そこら辺が、ちょっとネームがどうなんかなとは思うんですけども、それ

はさておきまして、近江牛は一応やっぱり東京のほうでもいろいろこれ拡販して

いかなあかんところでございますが、今、東京のほうで近江牛、特に、もしひょ

っとしたら縁があって竜王町から近江牛販売しているような、そういうお店があ

るんやったら、またそういうお店も協力願ったらどうかなと私自身は思いますん

で、東京でそういう店があるんやったらコンタクトとりながら、ちょっとまたそ

ういう格好では、そこの店から発信というか、送った肉やとか、そういうことも

ちょっと参考にしてもらえたらなと思います。 

あと、竜王町ではワークマンさん、あるいはトラスコ中山さんってこれあるん

ですけども、この企業さんにも協力願って、家庭用の電動工具とか、あるいは、

ワークマンさんですと最近は女性の声、防寒用の外出着等を扱っておられて、ふ

だん外でも着れるような、そういうやつも扱っておられるようなことをテレビで

放映されたところでございます。ところが、今の店に入るのには、女性が入りに

くいような、入りづらいようなちょっと感じもするようなことも言われておりま

して、それでしたら、もし、そうでしたらそういうワークマンさんのそういった

女性の防寒着等もこの返礼品の中に加えてもらってやるという手もあると思いま

す。 

そこら辺、もうちょっとそこら辺の企業さんうまく使って、ちょっと協力して

いただいて、もうちょっと拡販する、そういった手はいかがと思いますが、どう

でしょうか。 

○議長（小森重剛） 岩田商工観光課長心得。 
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○商工観光課長心得（岩田宏之） 山田議員の再々質問にお答えさせていただきま

す。 

まず１点目の、首都圏における近江牛を使ったレストランたくさんございます。

そちらのほうで竜王町産の近江牛のＰＲをしたらどうやという御意見をいただき

ました。ふるさと納税の謝礼品として一つの検討材料にはなります。ただ、竜王

町産の近江牛が東京のレストランで食べていただけるという効果はあるんですけ

れども、やっぱりダイレクトに利用者に来ていただく、そういうモノからコトへ

という動きの中で、アグリパークのバーベキュー券であったりとか、またゴルフ

コースのプレー券であったりとか、とにかく竜王町にお越しいただけるような謝

礼品のこれから開発もしていきたいなと思っております。 

それから、ネーミングですね。キャッチコピーといいますか、そのふるさと納

税の謝礼品の寄附者が食いつくようなネーミングがすごく大事だということも認

識しておりますので、平成３０年度、これから協力事業者とともに見直していき

たいと思っております。 

また、２点目の、町内企業さんたくさんございます。観光事業者だけではなく

て、製造業の会社もございますし、先ほどの物流の関係等もございますので、今

後協力事業者を拡大していく、新規開拓していくという意味で、積極的に働きか

けを進めていきたいと思っております。 

以上、再々質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 山田議員の再々質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

私の立場として、各町内の企業さんとの連携とか、そういった部分について日

ごろより連携を図っておるところでございます。一つは竜王町におけるふるさと

納税の、まあ言うたら利用者としての拡大という意味では、大手企業さん、工場

の従業員の方に呼びかけていただいたりとか、本社に話を持って帰っていただい

て、竜王で工場、また流通センターがあるんやったら、第２のふるさとというよ

うなことで、竜王町の寄附にも御協力いただきたい、こういうような考えで広く

推進をさせてもらっておるところでございます。 

一方、先ほど担当課長申しましたように、やはりふるさと納税の物品がしっか

りと竜王をＰＲできるとか、物語をつくるという意味から、以前から議員御提案

もいただいておりますように、竜王と御縁のある他市町の産品を導入してはどう
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かと。 

今回の御提案については、竜王に基地を置かれている会社の物品を参考にして

はどうかということで、非常にありがたいお話かと思いまして、検討はさせてい

ただきますが、我々の本質的な考え方としては、やっぱり竜王で生産をされてい

るものについて、それをＰＲしていきたいというのが本旨でございますので、議

員おっしゃることにつきましても参考にはさせてもらいながら、またワークマン

さんの商品、またトラスコ中山さんの商品あたりがどこでどのように製造されて、

どういうような素材を使われておられるとかいうことも含めて、物語がつくれる

ようであれば拡大をしていきたいと思いますが、基本的にはやはり竜王の中で生

産製造、また竜王の資源を生かすということでＰＲをするということについて基

本に持っておりますので、そういったことについてはこちらのほうとしても現時

点としてはそういうような考えでございますので、御理解のほういただきたいと

思います。 

以上でございます。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

１０番、山田義明議員。 

○１０番（山田義明） 次の質問でございます。 

竜王町公民館の有効活用について。 

竜王町公民館は、平成２３年３月のリニューアルオープン以後、タウンセンタ

ーの中核施設として、平和堂フレンドマートの隣接による利便性の向上も相まっ

て、年々新たな講座を立ち上げるなど、活発な公民館活動に取り組んでいただい

ているところです。 

しかし、十分に活用されていないスペースもあるように思われることから、さ

らなる公民館事業活動の向上と利用者の増加を目指すために、新たな取り組みを

図らなければならないと考えるが、公民館を利用するのに規制があるともお聞き

しております。子どもたちのための学力向上の学習塾や、町民の方を対象とした

教養向上のための講座等を開催するに当たりまして、規制の緩和を行い、民間企

業等を利用した教育・生涯学習の貸館への利用許可拡大について、町の考えを伺

います。 

また、今以上に公民館に携わられる講師陣の充実をさせまして、事業活動を展

開していただくための取り組みについてどのように考えているかをお伺いいたし

ます。 
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○議長（小森重剛） 竹内生涯学習課長。 

○生涯学習課長（竹内 修） 山田義明議員の「竜王町公民館の有効活用につい

て」の御質問にお答えいたします。 

竜王町公民館は、平成２２年当時のまちづくり構想にあったまちの中心核整備

の一環の中で、公民館のコンバージョン事業としてリニューアルし、平成２３年

３月１日に再オープンしました。コンバージョン後は、大規模商業施設が隣接す

る好立地も相まって、平成２４年度以降、年間４万人を超える利用者となってお

ります。 

参考までに、県内の他町の公民館利用者数は１万から３万人ほどであり、竜王

町の年間４万人を超える利用者というのは大変多い状況であります。 

このように利用者が多いということは、施設がきれいになったハード面のみな

らず、公民館活動などのソフト面の取り組みも奏功していると考えております。

具体的には、年末年始を除く通年での開館とあわせ、「まなぶ・むすぶ・つど

う」を合い言葉に、生涯にわたって充実した人生を送るためのさまざまな学習や

体験機会を提供していることや、受講者自らが学びで得た知識や技能をボランテ

ィア活動等を通して地域社会に還元するなど、活動の広がりが出てきていること

が考えられます。また、公民館での学習活動を介して仲間の輪が広がり、公民館

を拠点とした趣味や同好会のようなグループ活動へと発展していることも考えら

れます。 

ただ、現状に甘んじることなくさらなる高みを目指すことが大切であり、より

充実した公民館活動が必要だと考えております。そこで、公民館の可能性を広げ

るための民間活用については、公民館が社会教育施設であることから、社会教育

法によってその運営が規定されており、一定の制限がありますが、特定の事業者

のみへの優遇となることを避けること、あわせて、公共性があると認められる場

合に限り、民間の活用は可能です。 

このことを踏まえ、学びの施設である公民館での子どもたちの学習向上のため

の学習の場づくりや町民を対象とした文化・教養講座等については、さきに述べ

ました二つの視点が認められることを前提に、貸館対応を検討してまいりたいと

考えております。 

次に、公民館の講師陣の充実についても、民間事業者のノウハウを活用したほ

うが、より理解しやすく親しみやすい教室が可能な場合もあり、その第一歩とし

て、平成３０年度には、キッズクラブの中のサイエンスクラブでは、複数の企業
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の協力により、自然環境及びものづくり分野での講座開設を予定しております。 

今後も、子どもだけではなく成人を対象とした教室でも、その充実を図ってい

く予定です。あわせて、大学や企業等との連携、地域の有為な人材発掘を進め、

講師団のような組織も検討してまいります。 

以上、山田議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 山田議員。 

○１０番（山田義明） 再問ということでお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

この小さな竜王町でございますが、これからもやっぱり生き残っていくために

は、ハード面だけではなくソフト面、例えばまちの景観づくりや、暮らしやすさ

を極めたシステムづくりも必要ですが、その一つとして、教育でキラリと光る竜

王のまちづくり、それも生涯教育の充実を願うところです。 

今までは小学校から高等教育、いわゆる大学を出て現役世代を過ごしてこられ

たんですが、平均寿命の延伸で、最近は人生は１００年時代と言われまして、生

涯現役年数も長くなりつつありますが、とてつもなく速い速度で科学の発達、あ

るいは第４次産業革命で、人生のどこかでリカレント教育も必要と言われていま

す。しかし、当町ではそれに対応できる学校もなく、また誘致できるほどでもご

ざいません。そういった意味では、リカレント学習程度ならとかいうのは可能で

はないかなと考えます。 

そのために、竜王町でのまちづくりで、現在から未来への人づくりにおいて、

これはＮＨＫでもやってたんですが、アメリカでも今は情報技術の活用にすぐれ

た都市が他の都市との格差を広げていると言われておりまして、職種での賃金水

準にも影響が出ていると言われています。 

よって、私は公民館活用において情報技術教育、例えばですよ、プログラミン

グでアプリの作成、あるいは３Ｄプリンターなどで学習などをしていただければ、

町の産業振興にもなり、活性化が図れますので、力を入れていただきたいんです

が、現在、公民館では教材用パソコンもＸＰしかなく、活用できない状態です。

また、公民館では予算にも限度があって、指導者や講師はボランティアさんによ

る活動が主になっていると思います。 

今回の質問では、社会教育法の公民館の運営方針での、専ら営利を目的とした

事業を行い、特定の営利企業に公民館の名称を利用させ、そのほか営利事業を援

助することを行ってはならないということにつきまして、教育に関することは営
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利事業にしないのと、講師派遣や教材などを持ち込む事業者の応募、または２社

以上の事業者が応募されるのなら入札などして公平性を保ってはと思いますが、

いかがかなということで、これは教育長にお願いしたいと思います。 

○議長（小森重剛） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） ただいまの山田議員の再質問のお答えを申し上

げたいと思います。 

まずもって、私たちも今回この御質問をいただいた中でいろいろと検討を重ね

てまいりました。そうした中で、特に公民館がさらに有効活用されるようにする

にはどうしたらいいのかということを検討してきたところでございます。 

その中で、１点確認をしておかなければいけないのは、社会教育法の２３条の

中の、やっぱり特定の事業者のみへの優遇であるとか、あるいは特定の業者だけ

を頼りにするような形での利用というのは避けなければいけないと。やっぱり公

共性が大事であるし、公民館というのは教育の場でありますので、そういったこ

とを前提にしながら、どのようなことができるのかということを考えてきたとこ

ろでございます。 

そうした中で、来年度につきましては、特にキッズスクール、子どもたちの学

習教室などについては、近隣の近江八幡市の工業高校との連携をとるとか、ある

いは町内の民間企業さんの力をかりて科学教室を開くとか、そういったところも

検討を今し、来年度の計画に入れているところです。 

一方で、先ほどもお話をいただきましたプログラミング教育といったことも大

変大事だということで、来年度につきましては、これ学校教育の分野でございま

すけれども、議員御指摘いただいたところを検討してまいりまして、プログラミ

ング教育についても来年度は学校で取り組んでいくことにしているところですが、

公民館の事業の中にもそういったことを視点にして、ロボット教室を開くとか、

そういったことも民間の力をおかりしてやっていきたいというふうにも考えてい

るところです。 

そうした中で考えていきますと、今のような社会教育法２３条の規定をしっか

りと踏まえた上であれば、例えばおっしゃっていただいたような子どもたちの学

力向上を図る教室だとか、より質の高い、例えば成人向けのプログラミング教室

ですとか、そういったことについては、公民館、私たち主体側から声をかけてい

く中で、企業さんや、あるいは民間さんに募りながら、そこで十分に規定等も含

めて検討をして、やれるかどうかと募集をかけまして、その募集の中で手を挙げ
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ていただいた企業さん、あるいはまた民間さんからこちらが検討させていただい

て、より適する内容であるというふうに判断すれば、積極的にそういう講座を開

いていただけるように準備もしていきたいと。そういったことで、先ほど竹内課

長が申しましたような、積極的にそういう検討も含めてやっていきたいというふ

うに今考えております。 

そうしたことが、やっぱり今、民間企業が大変進んでいるところもたくさんあ

りますし、大手さんの新しい発想もたくさんありますので、そういったことを十

分に活用させてもらう、その主体が私たちであるということを忘れずにしっかり

とやっていきたいと、こういうふうに考えているところでございます。 

以上、再質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 山田議員。 

○１０番（山田義明） 今日も新聞見てますと、高齢者にいろいろと最近はスマホ

が出てまして、ＩＴの指南ということで、総務省ではＩＣＴ版の民生委員を取り

入れたいなというような話で要請もありまして、非常にこういった情報処理関係、

情報通信技術ですか、そういった応用が多いんで、ひとつまた公民館にもそうい

った講座を取り入れていただきたいなと思っております。 

これで質問を終わりたいと思います。以上でございます。 

○議長（小森重剛） 次に、５番、森山敏夫議員の発言を許します。 

５番、森山敏夫議員。 

○５番（森山敏夫） 平成３０年第１回定例会一般質問。５番、森山敏夫。 

竜王町の魅力発信は。 

昨年１０月末に東京日本橋にオープンした滋賀県初のアンテナショップは、滋

賀の魅力を国内にとどまらず広く海外の観光客へＰＲすることが目的に新設され

たと聞いていますが、本ショップにおいて、我が竜王町の魅力をどのように発信

されているのかを伺います。 

本件については、昨年９月の定例会でも、近江牛発祥の地という発信に対して

の認知度がまだまだ低いため、今後は近江牛のストーリー性を活かした発信と、

当町の特産品も広めていきたいとの回答でした。また、昨年６月の補正予算でも、

竜王近江牛等特産品発信事業として１，９００万円が計上されております。 

回答はより具体的にお願いいたします。 

○議長（小森重剛） 岩田商工観光課長心得。 

○商工観光課長心得（岩田宏之） 森山敏夫議員の「竜王町の魅力発信は」の御質
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問にお答えいたします。 

滋賀県が首都圏情報発信拠点として開設された「ここ滋賀」では、昨年１１月

１６日木曜日に、料理雑誌ｂｕｏｎｏと竜王町・究極の食体験コラボイベントと

して、滋賀県内の自治体で初めて開催しました。２階レストラン滋乃味を貸し切

り、雑誌の読者から抽せんで選ばれた方々を招待し、東京の有名シェフにより、

近江牛や地酒、鮒ずしなど竜王町の産品をふんだんに使用した料理の数々を提供

し、食を通じて竜王町の魅力を発信することができました。 

続いて、１１月１８日土曜日及び１９日日曜日には、竜王まるごと「スキヤ

キ」プロジェクトマーケットとして、地酒と特産品を組み合わせたちょい飲みセ

ット２３４セットの販売や、近江牛の歴史ＤＶＤ放映、すき焼きの試食２００食

の提供を通じた対面による竜王町ＰＲに努めました。 

平成２９年度の竜王近江牛等特産品発信事業では、当初予算で２００万円、補

正予算で１，９００万円をお認めいただき、合計２，１００万円で、「近江牛発

祥の地「スキヤキ」の聖地竜王へ！」をキャッチフレーズに、竜王町まるごと

「スキヤキ」プロジェクトを推進しております。町内の生産者、企業、関係組織、

行政から構成する竜王町まるごと「スキヤキ」プロジェクト推進協議会により、

ブランドプロモーションと農業支援の二つの事業体系ごとに事業の実施に取り組

んでおります。 

内訳としましては、推進組織に係る経費として４００万円、ブランドプロモー

ションに８５０万円、イベントの開催に３００万円、アウトレットとの連携とし

て２００万円、農業支援に２００万円、事務費に１５０万円です。 

ブランドプロモーションとして、さきに述べさせていただきました首都圏での

情報発信を初め、年間６００万人を超える方々が訪れる町内の大型商業施設にお

けるグランまるしぇを延べ９日間開催し、竜王産の食材を使ったすき焼きの試食

配布や、餅つき体験、チーズづくり体験など、竜王町の魅力発信に努めてきまし

た。 

その中で、竜王町統一ブランド「竜ノコバコ」を開発し、果実ペースト７種類、

竜王みそ２種類、あわび茸のしょうゆ漬けを統一パッケージでリニューアルし、

両道の駅や大型商業施設、東京日本橋の「ここ滋賀」で竜王町の魅力を発信する

ため販売をしております。 

次に、住民参加の取り組みとして、まるごと竜王産レシピ募集を行い、応募総

数８１点の中から、竜王町の魅力ぎゅっと部門と、わが家自慢のすき焼き部門と
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して、審査の上優秀賞８点を選定し、昨年１０月にドラゴンハットで開催しまし

た「まるごと竜王産スキヤキプロジェクトｗｉｔｈ近江牛の大鍋事業」で表彰す

るとともに、竜王ぷちキッシュ、近江牛ＳＵＫＩＹＡＫＩ ＢＵＲＧＥＲ、わが

家のすき焼きについては、道の駅での商品化にもつながりました。 

また、竜王中学校３年生の修学旅行に合わせ、全生徒を中学生観光大使に委嘱

し、訪問先の沖縄県で出会った方々に中学生ならではの視点で竜王町を売り込ん

でいただきました。 

さらに、企業様の御協力のもと、トラックにラッピング施工を行い、現在５台

のトラックが全国を走り、竜王町のＰＲに貢献していただいております。 

最後に、アウトレットモールとの連携を図るため、竜王町内をバスでめぐる魅

力発見ぷちツアー「竜の宝さがし」として、３月１７日土曜日、１８日日曜日、

２４日土曜日、２５日日曜日の４日間、大型商業施設、道の駅アグリパーク竜王、

妹背の里、道の駅竜王かがみの里を周遊するバスを運行し、町内への誘客に努め

ております。 

このように、竜王町の魅力発信は、首都圏での発信に加え、いかに竜王町に訪

れていただくか、訪れていただいた方々をお迎えする受け入れ態勢や住民意識の

醸成も大変重要と認識しておりますので、今後も議員各位の格別の御支援をお願

いいたします。 

以上、森山議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 森山議員。 

○５番（森山敏夫） 次に、３０年度の行政執行方針の中で、竜王ブランドを全国

へ発信とある中で、魅力ある農業の創出事業として５００万円、竜王近江牛等特

産品発信事業として２，４００万円が計上されております。本町が誇る野菜、果

樹、近江牛等の魅力ある農産物を真のブランドとして創成するための支援とうた

っております。真のブランドとは何か、何を指すのか、スキヤキというキーワー

ドで結集させ、町の魅力発信を行うとあるが、全国となると並大抵のことでは認

知度の向上にはつながらないのではないかというように思います。 

テレビの放送を見ていますと、毎週土日では午後６時台には食に関する番組が

数本放映されております。こんなテレビ局で全国発信するためにも、テレビ局に

取り上げてもらうのも一つの方策ではないかなというように思いますが、そんな

中で、突破口、それからどういう攻め方をするのか、特産品発信事業については

特にいろいろとあると思いますけども、近江牛特産品発信、特に力を入れていた
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だきたいと思いますし、また全国に発信をしていただきたいと思いますので、ど

うか回答のほうよろしくお願いいたします。 

○議長（小森重剛） 岩田商工観光課長心得。 

○商工観光課長心得（岩田宏之） 森山議員の再質問にお答えさせていただきます。 

真のブランド化とは何かということで、竜王町、平成２８年から、近江牛発祥

の地を町長に宣言していただきまして、近江牛のブランド化を図り、それに引っ

張られてたくさんの竜王町の特産品を丸ごと詰め込んで、大きなすき焼き鍋に見

立てて全国に発信していこうということで取り組みを進めております。 

先ほどの回答の中にも述べさせていただきましたように、首都圏での外向きの

ＰＲはもちろんですけれども、京阪神を中心として竜王町に訪れていただく、訪

問していただいた方々が満足して、竜王町ってええとこやなっていう満足して帰

っていただける、これがまさに真のブランド化ではないかなというふうに思って

おります。 

もう一点の、テレビ局を初め報道機関への取り上げをしてもらうにはどうすれ

ばよいかというような御質問だったと思います。昨年から町長のほうが定例記者

会見ということで、報道機関を集めまして、四半期ごとに話題提供をしておりま

す。その中で逐次、スキヤキプロジェクトの取り組みを初め、竜王町の魅力発信

に努めておりますので、今後も継続しながら、いろんなアンテナを張りながら情

報発信をして、一つでも多くテレビに取り上げていただけるように努めてまいり

たいと思います。 

以上、再質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 井口農業振興課長。 

○農業振興課長（井口清幸） 森山議員の質問の中で、予算の関係等もございます

ので、その点につきまして担当課から御回答申し上げたいと思います。 

昨年度におきましても、国の交付金を活用しながら、一つ、今出ておりました

魅力ある農業の創生事業の中で取り組みを行ってきております。 

その中で、一つ、農産物のブランド化に対する助成ということでございまして、

昨年度はかねてより取り組みをいただいておりました白ネギ部会のほうへの支援

をさせていただきました。 

真のブランドというところまではまだ行けてないわけでございますが、町とし

て一定の、統一したやはり農産物の生産管理とか、あるいは品質管理、そういう

ものを各品目ごとにまずは徹底した、統一した生産なり品質の管理をきっちりと
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つくり上げていくことがまず大事かなというふうに思います。その後におきまし

て、いろんなＰＲの強化を含めて取り組んでいかなければならないというように

思っております。 

３０年度につきましても、引き続き魅力ある農業の創生事業ということで、今

年度につきましては事業費５００万の中で予定をしておりまして、事業の中身に

つきましては五つの項目によりまして進めてまいりたいと考えてもございます。

その中に、今申し上げたとおり、ブランド化への推進とか、あるいは新規就農の

ほうへの支援、そして耕畜連携の部分とか、そうした五つのメニューの中で取り

組んでまいりたいなと考えております。 

一度にはなかなかブランド化というのはできませんので、今取り組みをいただ

いている、例えばサツマイモとか、あるいはイチゴ園もふえてきてもございます。

新しい品種の開発とか、そういうものも、県の普及センター等との御指導をいた

だきながら、そうした新しい品目等へも取り組んでいただければありがたいなと

考えております。引き続き町としてはできる限りの事業を通じて支援をしてまい

りたいと思います。 

以上、森山議員への回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 森山議員。 

○５番（森山敏夫） ここ竜王町は緑豊かで、史実に残る古い歴史と恵まれた文化

遺産を受け継いできた町、いわゆる緑と文化のまちとして古くから、小さいなが

らも栄えてきた町でもあり、我々町民一人一人はそのことに誇りと自覚を持って、

将来へその思いをつながなければならないと思っております。 

そのために、高齢者や中高年世代のみならず、若い世代にも郷土愛を持っても

らえる仕掛けが必要になると思います。ＳＮＳが進化し、情報伝達ツールが進歩

してきた現在、多くの情報が飛び交い、いろいろな情報を簡単に入手できるよう

になっており、１０年前とは情報の質も量も大きくさま変わりしているように思

いますが、竜王町の場合、ホームページを見ても、データが古かったり、リンク

先がわかりにくかったりなど、工夫が足りないのではないかなと感じております。 

ホームページ管理者を含めて、作成に携わる職員全員が自ら役割として、町の

魅力を発信している一つのツールであるとの意識が十分満たされているのか、今

後どういうような取り組みをされていくのか、町長、どのように感じられており

ますか。お願いいたします。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 



- 106 - 

○町長（西田秀治） では、森山議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

全く大変重要な御指摘をいただきましてありがとうございます。竜王町のよさ

をどれだけ竜王町の方に知ってもらうかということ、これは極めて重要だと思っ

ています。もちろん全世帯にわたって、全年代にわたってということになるかと

思いますが、子どもから大人、またおじいさん、おばあさんまで、この竜王町っ

てこんなにいい町やということをどれだけ知ってもらうか、認識してもらうかが

大変重要やと。 

そのことが、例えばおじいさん、おばあさんが、またお父さん、お母さんが子

どもに、この竜王町ってこんないいところやでと、こんなにいいところがいっぱ

いあるんやということをどれだけ伝えていただけることが、その子どもたちが今

後生きていく中で、この郷土愛とか、この町を大事にしようという気持ちにつな

がっていくかというふうに私は思っております。 

そういう意味で、竜王町のよさをどういうふうに発信していくのかということ

を常々頭に置いて行政の運営をさせていただいていると私は思ってるんですが、

そのために、竜王町のよさをいろんな意味で発信をしていく。例えば記者会見を

定例的にやり、いろんな行事のＰＲをし、竜王町のよさを発信する。それをマス

コミが取り上げてくれれば、新聞記事になり、それを町内の人ももちろん見てい

ただける。そのことによって再認識をしていただけるということ。 

それから逆に、町外、滋賀県の中、また場合によっては関西、また東京に伝わ

ることで、また町外の方が竜王町に関心を持ってもらう、そんなことにつながっ

ていくんだろうという認識をしておりまして、そういう意味では、マスコミの皆

さんといいコミュニケーションの関係をつくりながら、竜王町の魅力を発信して

いただけるお手伝いをしていただけるような仕組みをつくっていくと、そんなこ

とを取り組んでいるところでございます。 

それから、ホームページのお話でございますが、実は私もホームページをもっ

と活用すべきだろうという認識をしておりまして、私の町長の部屋というか、そ

の部分を見ていただきますと、直近のデータとしていろんな行事の画像をのっけ

ておりますので、それをぜひ見ていただきたいなと。 

議会の中を写真撮るわけにいきませんので、この議会については別ですけど、

いろんな、例えばゲートボールの大会に行って参加者の皆さんにお話しましたよ

とか、今日は実はこういう会合があって、皆さんにこういうふうにしていただき

ましたよとかいうようなことは発信をしておりますし、後ほどの、これも同じく
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議員の御提案の中にあるかと思いますけど、もう少し町の動き、今、町として取

り組んでいることをもっと伝えなきゃいけないだろうという観点で、広報紙にも

少しそういうのをきちっとのっけていこうと、シリーズものとして、ということ

も思っておりますし、いろんな意味でできることをしていこうと。 

さらに、少しフェイスブックについてもやったらどうかなという思いを持って

おりまして、というのは、滋賀県の６町、六つの町の中で、実は愛荘町がフェイ

スブックをやってます。だから、私も少しそのあたりは、もちろん情報管理とか

いろんな部分がありますので、工夫をしながらやっていかなきゃいけないなと思

いますし、そういう意味で、もちろん今の広報紙のあり方とか、またホームペー

ジのあり方ということについては、我々の中で議論をしながらレベルアップを図

っていきたいというふうに思っているところでございます。 

重ねて、その前の実は質問で少しお答えを補足しておきたいと思います。真の

ブランド化とは何だという御質問でございます。私は竜王町の、例えばお酒で松

の司というのがありますが、これは竜王町の松の司ではなくて、松の司をつくっ

ているところが竜王町にあるということなんですね。したがって、日本広くお酒

の好きな方は松の司が大変おいしい、いいお酒だという認識をしておられて、そ

れが竜王町にあるということを多分御存じない方が多いと思います。 

したがって、竜王町にあるそういう特産品、もっと、例えばチーズだとかバラ

だとか、いろんな、また果物、これは少し名前だけになるのかもしれませんけど、

竜宝という実はブドウがございますけど、ああいうものも例えば竜王町とどう関

連づけていくのかというようなこと、それが実は私は真のブランド化じゃないか

なという思いがあります。 

例えば竜王町の近隣で東川というところがありますが、そこでナスを栽培して

おられる。これは京都のいわゆる台所に並ぶような高品質のナスであります。川

を挟んで南と北で竜王町でもそういうことができないのかというようなことも含

めて、やはり時間をかけてやっていくことが真のブランド化ではないかと、そん

な思いもしておりまして、いかに特産品を、もしくは六次産業化をした中で、そ

ういう竜王町の何とかというよりも、日本全国で受け入れられるようなものを実

は竜王町でつくってるんだというような、そんな発想が実は重要ではないかと、

そんな思いもしております。 

また、例えば鮒ずしにつきましても、竜王町の皆さん、大変先進的に東京で漬

け込みの会をやっていただいています。これはある意味無料でというか、やって
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おられる。それは東京県人会との連携もありますけれども、そういうのを、東京

に行って、鮒ずしの漬け込み体験をやっていただいている、そんなこともやっぱ

り情報発信だろうと思ってまして、いわゆるできることは何でもやると。そうい

う中で竜王町の魅力をどう発信するんだと。その魅力の発信の結果として、特産

品の竜王町産というよりも、こんないいものがあると。これは竜王町でつくって

るんだ、もしくは竜王町に１回行ってみようというような思いにつながっていく

んだろうと私は思っておりまして、そういう意味では、議員のいろんな意味の御

提案も含めまして、情報発信、魅力発信、情報発信ということについてさらにレ

ベルアップしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

５番、森山敏夫議員。 

○５番（森山敏夫） 平成３０年第１回定例会一般質問。５番、森山敏夫。 

重点施策プロジェクトの進捗管理は。 

昨年４月に町長肝いりで発足した各重点施策プロジェクトに関しては、今まで

個別に幾つかのプロジェクトについて質問させていただきましたが、住宅確保対

策、企業誘致推進、公共交通システム構築など、その進捗について遅々と進んで

いない印象を受けるプロジェクトが多く存在しているように感じております。実

際にはそれぞれのプロジェクトで実施責任者が中心となって計画を進めていると

は思いますが、その進捗がなかなかタイムリーに見えてきません。 

民間では従業員に対してガラス張りの経営を推進している企業もありますが、

行政も住民に対して同じことが言えるのではないでしょうか。毎月の進捗状況を

ホームページに掲載するなり、広報紙を利用するなり、考えれば方法はいくらで

もあると思います。本件に関して町長の見解を伺います。 

○議長（小森重剛） 奥主監心得兼未来創造課長。 

○主監心得兼未来創造課長（奥 浩市） 森山敏夫議員の「重点施策プロジェクト

の進捗管理は」の御質問にお答えいたします。 

御質問で例示いただいております三つのプロジェクトの状況を申し上げますと、

住宅確保対策では、町有地の売却で有効活用を進めるほかに、民間開発による集

合住宅の建設も進めていただいております。 

小口地先の集合住宅に関しましては、平成２９年１２月の議会地域活性化特別

委員会でも状況を御報告いたしましたが、平成３０年７月に、４棟のうち単身向
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け、ファミリー向けそれぞれ１棟の完成を目途とされております。 

企業誘致推進につきましても、滋賀竜王工業団地において、２社目につきまし

ては昨年１２月に売買契約が締結され、３社目につきましても話が進んでおり、

その都度、その状況を議会に報告をしてきたところでございますが、今後も進捗

に合わせて議会に状況を御報告するところでございます。 

公共交通システム構築につきましても、来年度から社会実験として、路線バス

の利用促進のための通学定期の半額補助や夜間特別便の運行に加えまして、学術

機関と連携しての調査検討を行い、本町にふさわしい公共交通のあり方を検討す

るための予算を計上させていただきました。 

公表の順序といたしましては、これまでからもまずは議会が第一と考えており、

次に、進捗段階に応じて広く住民に対して公表するようにいたしております。た

だし、行政の都合だけで公表できないこともあり、許認可を伴うものもあります

ので、検討段階の情報を公表することでかえって混乱が生じる場合もありますこ

とから、公表のタイミングにつきましては細心の注意を払っております。 

御提案いただいています毎月の進捗状況の公表は難しいところでございますが、

町で管理しているホームページや広報紙はもちろんのこと、定例記者会見や、関

係機関や関係団体の広報媒体での公表も進めてまいります。 

住民への説明責任を果たすことはもちろんでありますが、町の現状や課題を共

通認識し、課題解決に向けて行政と住民が知恵を出し合うためには、情報共有は

必要不可欠だと認識しておりますので、効果的な情報提供・情報発信に努めてま

いりたいと考えております。 

以上、森山議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 私のほうからも重ねて本件につきましてお答えを申し上げた

いというふうに思います。 

私は町長就任以来、我が町を明るく元気で活力あふれる強いまちに、次世代に

誇れるまちづくりを実現していくため、解決すべき課題を抽出をし、整理をし、

それぞれに優先順位をつけ、重点施策プロジェクトとして推進をしてまいりまし

た。 

具体的な重点施策プロジェクト項目といたしましては、平成２９年２月２５日

に町民フォーラムにおいてスケジュール及び期限管理を含めお示しした活力ある

まちづくりと安心のまちづくりの施策でございまして、主なものといたしまして
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は、活力あるまちづくりのために、工業団地への企業誘致、住宅開発支援、竜王

ブランドの強化、アウトレット来客誘導、コンパクトシティ化の検討、安心のま

ちづくりのためには、竜王らしい公共交通の検討、中学校までの医療費無償化、

幼稚園３歳児預かり保育の開始、地域支え合いしくみづくり、防災情報システム

構築でございます。 

町民フォーラムで町民の方々とお約束をした項目の進捗状況につきましては、

工業団地への企業誘致、住宅開発支援の２項目については、議会委員会や全員協

議会等の場で数回にわたり報告をいたしてまいりましたので、御理解を頂戴して

いるところだと思います。 

竜王ブランドの強化につきましては、教育力の強化、子育て支援、スキヤキプ

ロジェクトや道の駅販売活動、夏祭り等を通じて情報の発信を強化しながら推進

をしておりますし、アウトレット来客誘導につきましても、道の駅との連動や観

光との連携にて推進中でございます。 

コンパクトシティ化の検討は、２９年度の議論をもとに、３０年度に１年を期

限とし基本的なコンセプトを固め、グランドデザインを描いてまいります。 

安心のまちづくりとしての中学校までの医療費無償化、幼稚園３歳児預かり保

育の開始、地域支え合いしくみづくりは事業を開始しておりまして、今後は定着

化を図ってまいります。 

防災情報システム構築、竜王らしい公共交通検討は、基本設計や社会実験に着

手しつつ、まさしく今推進中であり、タイムスケジュールや期限も含め、議会委

員会や全員協議会の場で進捗状況を詳細に報告いたしているところでございます。 

さらに、昨年４月からは、４月７日の議会全員協議会でお示しいたしましたと

おり、新たな課題として、スキヤキプロジェクト・道の駅モデル事業化推進、医

科・歯科診療のあり方検討、教育施設のあり方、竜王インターチェンジ機能強化

対策、河川改修強化対策、若者交流拠点整備推進等の項目を追加し、再整理の上

推進しているところでございます。 

さまざまな課題を重点プロジェクトとして自分自身や庁内の目標に掲げて、一

定の方向を見出した課題、再検討すべき課題や中長期的な重い課題もありますが、

全体的にはそれぞれの課題に対しておおむね順調に進みつつあるものと認識して

おります。 

さて、これらの項目の中には、既に途中経過状況を議会に報告している項目も

多くありますが、議員御指摘のとおり、町民の皆様に十分お伝えできているかと
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の観点では、もう一段強化する必要も感じております。 

お伝えすべき内容と時期については、項目ごとに慎重に考えてまいりたいと考

えておりますが、例えば防災無線整備や公共交通システム構築の項目について、

既に議会委員会や全員協議会の場で開示はいたしておりますが、今のタイミング

を捉えて、スケジュールを含む整備概要を町のホームページや広報紙でお知らせ

することも必要有益と考えます。 

一方、教育施設のあり方検討の議論の状況を検討段階で公表することは、かえ

って混乱を生じる場合も懸念されることから、公表のタイミングには細心の注意

を払ってまいります。町民の方々へお知らせする項目や時期については、適切な

内容や時期を十分検討し、仮称ではありますが、例えば町政ニュース等として、

例えば四半期ごとに町ホームページや広報紙、定例記者会見や、関係機関や関係

団体の広報媒体での公表を検討してまいりたいと思います。 

住民の皆様への説明責任を果たすことはもちろんでありますが、町の現状や課

題を共通認識し、課題解決に向けて行政と住民が知恵を出し合うためには、情報

共有は必要不可欠だと認識しておりますので、効果的な情報提供・情報発信に努

めてまいります。 

以上、森山議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 森山議員。 

○５番（森山敏夫） 重点施策プロジェクトでは九つの項目が表記されております。

先ほど町長も言われたように、まちづくりフォーラムで示された内容の項目にな

っておりますけども、その中で、実現に向けての推進体制として、進捗状況の評

価と事業の見直し、ホームページ等で公表とあります。 

先ほども回答の中で、公表できない部分もある、その都度できるものはしてい

くということですけども、そんな中で、評価と事業の見直し、それから３０年度

の行政執行方針の中でも新風を吹き込むという言葉もあり、重点施策として平成

２９年度に立ち上げたプロジェクトチームにより組織横断的に取り組みを実施し、

着実に進めていきますとありますが、事業の見直し、新規追加するのもあるのか、

お伺いをいたします。 

それぞれのスケジュールが示されている中で、年次経過という、この年はどこ

までやってしまおうというものが見えてこないために、何を物差しにして評価し

て推進管理ができておるのかということ、もうちょっとそこらもあわせて、そう

いうものが、目に見えたものがありませんので、ちょっとお願いをいたします。 



- 112 - 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいまの再質問にお答えを申し上げたいというふうに思い

ます。 

今、重点施策プロジェクト、基本的に町民の皆さんにお約束し、かつタイムス

ケジュールも含めて公表もしております。いつまでに何をということを公表して

おりますが、それについては予定どおりに進めていくということが大原則でござ

いまして、もしくは、その中でも停滞しているものがあれば工夫をして改善をす

るなりという、今取り組みをしておるところでございます。 

それに加えて、昨年の４月にさらに取り組むべき課題として整理をして上げて、

それもあわせて今並行して進めているところでございまして、それぞれの評価に

ついてはもちろん、この３月末において、例えば進んでないもの、また、若者交

流施設の例えば施設をどうするんだということについて、これは停滞をしており

ますので、例えばそれをどうしていくんだということについては検討をし直しま

す。 

ですから、ある問題があるもの、また進んでないものについては、その評価を

した上でやり方も変え、また、場合によっては、もちろんやり方というか、形を

変えて進めていく必要があるものについてはそうしていこうと。そんな評価を、

我々各主監を入れた会議でチェックをしながら進めていきたいというのが今の状

況でございます。 

それから、やはりこの１年間やってくる中で新たな課題ももちろん見えており

ますので、まだこれは私の中でしか考えておりませんけれども、４月からスター

トする中で必要な課題については追加をしていきたいというふうに思いますし、

また、同じ課題の中にも、皆さんと約束をした、例えば医療、国民診療所の医療

の問題をどうするのかとか、こういうことは期限を決めて皆さんとお約束してい

るわけでございまして、それはその期限を守ってしっかりと結論を出していくと。

そういうことで自己評価なりチェックをしているところでございます。 

ということで、重点施策プロジェクト、先ほど申し上げたとおり、細かいタイ

ムスケジュールまでは、公表できるものはやっぱりやったほうがいいでしょうし、

ただ、先ほど申し上げたとおり、混乱を招いてしまうような項目については、ま

たこの段階で町民の皆さんにお知らせを申し上げ、議論をするのがいいのかどう

かというようなことも含めまして、そこは検討しながら進めていきたいというふ

うに思っているところでございます。 
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だから、できるだけやはりタイミングを、スケジュールをしっかりと決めて、

できなかったらなぜなんだという、また反省にならなきゃいけないと思いますし、

ただ、全般的に私はこの重点プロジェクトというのは進んでいるという認識をし

ておりますので、そこは議員の皆さんの御理解と、また御支援もいただきたいと

いうようにお願いを申し上げたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（小森重剛） 森山議員。 

○５番（森山敏夫） 今、町長から重点プロジェクトが順調に進んでおるという言

葉ではありましたけども、重点施策プロジェクトとして現在取り組まれておりま

すけども、その全体像と進捗について見える化がされていないことが大きな問題

だと思っております。今プロジェクトはどの項目も非常に重要かつ難しい課題で

あると認識しておりますけども、そうであるならば、なおさら計画の進捗を公に

することで、前に進める努力が必要になってくるのではないかというように思い

ます。 

各プロジェクトに携わる職員の能力や考え方、あるいはやる気、熱意といった

個人の資質などにもその進捗は大きく影響を受けると思います。プロジェクトチ

ーム全体がうまく機能しているかどうか、チェックする仕組みがあっても、その

結果を身内だけで共有しても、なれ合いで処理されかねないと危惧をしておりま

す。だから、ダブルチェックとしての見える化が必要になると思います。再度町

長に見える化についてお伺いいたします。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 森山議員の再々質問にお答えを申し上げたいと思います。 

必要に応じて見える化を進めてまいります。私は基本的に竜王町の課題をどう

解決していくのかという一つの手法として、重点施策プロジェクト、これをしっ

かりと前に進めたいという思いのもとに責任を持って進めておりますので、皆様

方には必要に応じて、その段階に応じてお示しをし、御意見も賜りたいというよ

うに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（小森重剛） この際、申し上げます。ここで午前１０時４０分まで暫時休

憩いたします。 

休憩 午前１０時２３分 

再開 午前１０時４０分 
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○議長（小森重剛） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、６番、内山英作議員の発言を許します。 

６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 平成３０年第１回定例会一般質問。６番、内山英作。 

平成２９年台風被害のその後について。 

昨年１０月２３日、台風２１号が竜王町に大きな被害をもたらして以来、５カ

月が経過しました。新川の決壊により里中・道路の冠水、地元企業の工場からの

油の流出により農作物に大きな被害が出ました。また、一部の田畑では農作業の

準備ができない状態で、農家の方々は大変困っておられます。 

議会では昨年１２月に弓削地区からの請願に基づき国・県に対して意見書を提

出したが、三つの要望事項のうち、以下の２点について町の考えと今後の予定を

お伺いします。 

１、今回の河川災害を激甚災害に位置づけ、一級河川新川の決壊箇所の早期完

全復旧及び下流地域約８００メートルの抜本改修を早期に実現すること。２、油

流出による農作物及び農地への二次被害について、発生した農業被害の補償・支

援を行うとともに、農地の安全性を担保する対策のため、十分な財政支援措置や

柔軟な制度運用など必要な措置を講ずること。 

よろしくお願いします。 

○議長（小森重剛） 森建設計画課長。 

○建設計画課長（森 徳男） 内山英作議員の「平成２９年台風被害のその後につ

いて」の御質問の１点目についてお答えいたします。 

一級河川新川においては、今回の台風２１号により、一級河川新川の流末であ

ります須恵地先の祖父川合流付近、弓削地先の領善寺付近において河川水の越水

による堤防決壊が発生し、河川管理者にて応急復旧をされたところであります。 

本町といたしましても、決壊箇所の早期復旧と抜本的な治水対策を講じていた

だくため、本町議会とともに滋賀県へ強く要望を行ったところであります。 

本復旧に当たりましては、１月１９日に災害査定を受け、２月２８日に工事入

札が行われ、工事業者が決定したところであります。現在、災害復旧工事に向け

た準備を行っており、３月末から４月にかけて工事が着工される予定と聞いてお

ります。 

また、当河川の治水対策につきましては、これまで幾度の部分的な河川修繕は

実施されておりますが、抜本的な治水対策には至っておらず、昨年１２月の滋賀
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県議会において、河川管理者である県より、災害復旧区間以外についても順次進

めてまいりたいと思いますとの答弁がされているところでありますので、町とい

たしましても、河川管理者に対し早急に治水対策に取り組んでいただくよう働き

かけてまいります。 

本町といたしましては、町民の安全で安心した生活の維持確保のため、早期に

実施していただくよう引き続き要望してまいりますので、議会におかれましても、

より一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げ、内山議員への回答といたし

ます。 

○議長（小森重剛） 井口農業振興課長。 

○農業振興課長（井口清幸） 内山英作議員の「平成２９年台風被害のその後につ

いて」の御質問の２点目につきまして御回答申し上げます。 

台風２１号被害に対する町の対応として、国の災害対策事業採択に向けての強

い働きかけや、昨年１２月６日に県への緊急支援要望を行い、農業関連において

も農地・農業用施設災害復旧事業、被災農業者への支援について要望を行ってま

いりました。 

災害復旧事業につきましては、国の採択を受け、現在、農地復旧工事並びに農

業用施設（農道）の復旧工事実施に向けた準備を行っているところでございます。 

油流出による農作物及び農地への二次被害に対する今後の対策につきましては、

これまで早期の営農再開に向けた対策に重点を置き、対応を行ってまいりました。

また、油流出により影響を受けた農地につきましては、継続した油分濃度の測定

や油分分解を促すための中和剤の散布などの対策を行い、油分分析調査結果を踏

まえ、本年１月２１日以降、段階的に耕作制限の解除（安全宣言）を行ってまい

りました。 

現在、油の流出により影響を受けた農地４１．６ヘクタールのうち、災害復旧

工事を実施する約０．１ヘクタール以外の農地につきましては、今春の水稲作付

が可能な状態となっております。 

次に、農作物被害に対する地権者や耕作者への対応につきましては、これまで

の農地への耕作制限や出荷停止等により、物理的、また心情的にも被害を受けら

れたことに鑑み、次年度以降も同地域における農業を引き続き維持継続され、町

の農業振興にこれまでと同様に寄与いただくことを目的に、油流出被害に係る町

見舞金の支給を同自治会に対し行います。 

今後も現場の状況を注視する中で、引き続き地域の関係者の皆さんと連携をし、
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諸課題の解決に向け取り組んでまいります。 

以上、内山議員への回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） もうすぐ梅雨シーズン、また台風も近年は早い時期から来て

いるということで、今の答弁にあったように、復旧工事が３月末から４月にかけ

て着工されるということでございますけども、できるだけ早く完了していただき

たいというふうに思っていますけども、大体完了の予定は、もし聞いておられた

ら教えていただきたいのが１点ですね。 

それから、決壊箇所の復旧の工事は、これはもちろんしていただかなければい

けないんですけど、ＪＡの竜王支店から下流域、約８００メートルから下流につ

きましては、もちろん堤防自体が結構侵食等されていて、弱っています。 

それからまた、今回台風で決壊したときに、領善寺のところにつきましては、

やはりあそこは堤防、前から低いということは言われてまして、あそこがあふれ

て最終的に決壊したというふうに思っておりますけども、前回の一般質問のとき

に質問させていただいたんですけど、決壊の原因についてもし確定したことがあ

れば教えていただきたいのと、また私自身この８００メートルのところについて

は、もちろん堤防の補強は大事ですけども、それプラス、左岸より右岸のほうが

全体に堤防が低く感じているんですけども、その辺ですね、堤防を、素人ですの

でわかりませんけど、単純に高くするだけでもあふれることが少なくなるように

思うんですけども、その辺はどう考えておられますか。お伺いします。 

○議長（小森重剛） 森建設計画課長。 

○建設計画課長（森 徳男） 内山議員の再質問に対してお答えさせていただきま

す。 

まず、１点目の、今回新川の災害復旧工事の工期でございますが、今現在こち

らのほうで聞かせていただいておりますのは、５月末日が工期というところで聞

かせていただいております。 

続きまして、決壊の原因でございますけど、先ほど回答でもさせていただきま

したが、今回の新川の決壊につきましては主に越水による決壊が原因であるとい

うことでございます。 

それとあわせまして、ＪＡの北側の下流域８００メートル、これからどうして

いくんかということでございますけども、今現在は県のほうに強く要望もさせて

いただいておるところでございまして、ちょっと一つの話としましては、昨日、
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３月１５日にこの復旧工事に対しまして弓削自治会のほうに工事説明がされたと

ころでございました。 

その中では、この工事説明の中での御質問等の中で、河川管理者である東近江

土木事務所のほうからのお答えとしましては、前向きには検討しているというよ

うなお答えもされたところでございますし、何分今滋賀県議会のほうも今日が閉

会でございますけど、まだ予算づけがないんで、まだ具体的なところ、また予算

がどのようになっているか、ここまではちょっと、当時１５日でございますので、

お答えはできないということでございます。 

今申させていただきましたように、県議会も閉会になるということもございま

すので、またそれも含めまして町のほうでも要望、確認もさせていただきたいと

思っております。 

以上、再質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 井口農業振興課長。 

○農業振興課長（井口清幸） 農林のほうの災害の工事の関係につきまして御回答

申し上げたいと思います。 

現在、先ほど回答の中で準備を行っているということでございましたけども、

具体的には、農地のほうの災害復旧につきましては明日入札の予定でございまし

て、契約が調い次第、工期としては４月末までには完了ということで現在予定を

してございます。 

あと、農道につきましては、一応もう既に見積もりのほうを徴収しております

ので、その結果に基づいて工事を進めてまいりたいと考えてございます。 

農林のほうにつきましても、農地等の地権者、耕作者の方々への工事の範囲と

か、そういうものについては先日説明をしておりますので、業者が決定次第、再

度地元のほうに周知をしてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） 意見書のもう一点の件に関して、油被害に関することなんで

すけども、今回の台風２１号によりまして農作物に大きな被害が出たわけなんで

すけど、おおよその被害額はどの程度か教えていただければありがたいと思いま

す。 

それから、前回の補正予算で承認されたわけですけども、油被害に対する地元

の自治会、弓削に対して見舞金が支給されるということでございますけども、こ
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の見舞金の算定における考え方ということで、この前資料で、当見舞金の算定に

おいて油が流出した区域内の農地における農作物の販売額の一部に相当する額等

を参考としておりますということで、２５０万ですか、予算計上されたわけでご

ざいますけども、その被害額と見舞金との相関関係はどのようになっているか、

教えていただきたいと思います。 

○議長（小森重剛） 井口農業振興課長。 

○農業振興課長（井口清幸） 内山英作議員の再々質問にお答えをさせていただき

ます。 

まず、農業の油の関係での農地被害の被害額等でございますが、４２ヘクター

ルの中で、豆関係が、一応面積で申し上げますと、シロマメが５．９、クロマメ

が１．９、そばが３．３ヘクタール、その他家庭菜園が１ヘクタールということ

で、約１２．１ヘクタールの農業作物の被害というふうに把握をしております。 

被害額につきましては、そうしたこの間の肥料代とか、あるいは販売代金、そ

ういうものを含めて、農作物全体で約８００万という形で被害額を算定させてい

ただいておるところでございます。この額につきましては、県議会の委員会の中

でもこのような今の形で報告がされているという状況でございます。 

それと、２点目の見舞金の算出関係でございますけども、町からの見舞金の金

額につきましては、今、内山議員おっしゃられましたように、２５０万というこ

とでございます。 

これにつきましては、前回の委員会でも説明をいたしましたように、個人への

戸別補償的な目的ではないということでまず申し上げたいと思いますが、その上

で、算出につきましては、地域の収量、あるいは販売額、そういうものを、一応

金額の算定としてはそれを基準にしたり、あるいは、野菜関係につきましても一

部出荷等もされておられますし、それと、先ほど回答申し上げましたように、こ

の間油分の分解を促進するために中和剤等の散布も行っておりましたが、中和剤

については苦土石灰、町のほうから支給をし、地元の改良組合さんを通じて作業

いただいたというとこら辺で、そこらにつきましても一応含めたということで、

金額２５０万を算定させていただいておるところでございます。 

以上、内山議員への再々質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 平成３０年第１回定例会一般質問。６番、内山英作。 
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具体的な人口減少対策は。 

竜王町の人口は、最近では平成２０年４月の１万３，５９８人をピークに、平

成２９年１２月末の１万２，１１６人で、９年９カ月で１，４８２人、率にして

１０．９％減少しました。 

人口減少、少子高齢化が進む中、昨年９月に竜王町議会人口減少対策特別委員

会で、町の人口流出防止と流入促進に関して積極的な施策と事業を展開するよう、

町長に政策提言書を提出いたしました。 

この提言書は四つの提言から成りますが、それぞれの提言を平成３０年度以降

の竜王町の施策にどのように反映されていくのか、お伺いします。 

○議長（小森重剛） 奥主監心得兼未来創造課長。 

○主監心得兼未来創造課長（奥 浩市） 内山英作議員の「具体的な人口減少対策

は」の御質問にお答えいたします。 

一つ目の提言であります、若者が交流できる場の提供と、竜王町青年団または

竜王町若者交竜ＲＳＮＳの活動支援等により、若者が住み続けたい地域環境を創

出することにつきましては、若者が交流できる場の提供としては、場所、施設の

提供と機会の提供の二つの意味があると思っております。 

まずは場所、施設の提供でございますが、施設とはあくまで行政サービス提供

の手段でありますので、その施設で誰にどのようなサービスをどの程度行うかが

検討なされた後に整備されるものと認識しております。 

このことから、実際の利用が想定される青年団やＲＳＮＳと協議を重ねつつ、

活動実態やニーズを把握しながら検討しております。青年団につきましては、現

在の公民館別館、いわゆる青年団室の老朽化に伴い、別館を使用しないことを前

提に、彼らの活動実態やニーズに適した代替施設等を含めて鋭意検討しておりま

す。ＲＳＮＳにつきましては、公民館の交竜フロア等を使用して活動いただいて

おりますので、現在のところ専用の施設は必要ありません。 

次に、機会の提供でございますが、青年団またはＲＳＮＳの活動そのものが交

流の機会でありますし、それぞれが行う事業・イベントも交流の機会であると考

えますので、自主的な活動の支援を行い、さらなる交流の機会の創出に努めてま

いります。それぞれの団体の意思を尊重し、彼ら本人たちが自主的に楽しんで活

動できる支援を行うことで、若者全体に活気が生まれ、よりよい地域環境となる

と考えております。 

次に、二つ目の提言の、タウンミーティングの結果等を生かし、住みたくなる
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地域コミュニティ計画を策定実施することにつきましては、これを竜王町版にし

たものが地域支え合いしくみづくりモデル事業だと考えております。平成３０年

度はモデル自治会を一つふやして三つにし、継続自治体にも補助を行う予定をし

ております。取り組みを横展開させ、住みたくなる地域コミュニティがふえるよ

う仕掛けてまいりたいと考えております。 

次に、三つ目の提言の、竜王町で結婚、妊娠、出産、子育て、教育までのサー

ビスが地域・住民・企業・行政が連携する行き届いた支援環境づくり、竜王版ネ

ウボラの充実実行を図ることのうち、まず、ドリームプロジェクトの復活と充実

でございますが、ドリームプロジェクトにつきましては、社会情勢の変化や価値

観の多様化等により相当の成果が出なかったことから、平成２２年度をもって事

業を廃止いたしました。 

しかしながら、将来を担う人材の確保と本町の存続を考えると、結婚を望んで

いても踏み出せない人を応援することは必要だと考えておりますし、行政としま

しても背中を押してあげることも必要だと考えております。 

このことから、価値観の多様化に対応するため、平成２８年度から、近江八幡

市、東近江市、日野町と当町の２市２町で婚活支援のための講習会やイベントの

開催を行っています。また、３０年度からはドリームプロジェクトにかわる、時

代に合った新たな婚活サポーター制度を、関係者の御協力を得ながら検討してま

いります。 

次に、産院の誘致につきましては、これまでから眼科など他の専門科医に対し

て働きかけを行ってきたところでありますが、現在のところ産科誘致への働きか

けは行っておりません。 

次に、学童保育の充実と拡充につきましては、まつぼっくり児童クラブの児童

数が増加することから、竜王小学校の利用可能教室を活用するための関連経費を

平成２９年度１２月補正予算で計上し、準備を進めております。 

また、西っ子児童クラブについては、平成２８年度から２９年度にかけて、玄

関、通路、トイレについて機能向上のための修繕を行っております。加えて、平

成３０年度では、老朽化する備品の更新のために予算を増額しております。 

次に、四つ目の提言の、町内企業と行政が今以上に連携し、安定した就労支援

環境を整え定住につなげる方策を構築することでございますが、企業誘致が進み

ます滋賀竜王工業団地等により、比較的当町は安定した雇用の場の確保はできて

いると考えております。新規就労者の定住に向けた対策につきましては、行政に
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よる生活インフラの整備、路線バスの拡充や民間企業による集合住宅の整備は進

んでおります。 

いずれにいたしましても、全国的な少子高齢化による人口減少は当町にも及ん

でおりますので、いただいております提言も参考とさせていただき、地方創生交

付金を活用し、今後も若い世代に定住してもらえるまちづくりに向けて取り組ん

でまいりますので、引き続き御支援、御協力をいただきますようお願い申し上げ、

内山議員への回答とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） 四つの提言なんですけど、そのうちの一部について質問させ

ていただきます。 

まず、二つ目の地域コミュニティ計画の策定についてということで、第五次竜

王町総合計画、当初では、平成３２年度ですか、最終には１００％の目標がござ

いまして、前回、後期計画が策定されまして、平成２７年現在で３２年の目標が

１００％から５３％になったというふうに理解しておりますけども、そうした中

で、本年度からこの地域コミュニティ計画の策定ということに関して、竜王町版

の地域支え合いモデル事業を出発されたということで、これはすばらしいことだ

と思っております。 

それと並行して、やっぱり地域で独自にそういった地域の課題を出して、そこ

から５年後、１０年後の地域の活性化に向けたそういった地域コミュニティ計画

を自主的にされるところについても、町としても応援をしていただきたいという

ふうに思いますけども、このことについて考えをお伺いします。 

○議長（小森重剛） 奥主監心得兼未来創造課長。 

○主監心得兼未来創造課長（奥 浩市） ただいまは内山議員から再質問というこ

とで、貴重な御提言をいただいたと認識しております。 

私どものほうで地域支え合いしくみづくりモデル事業ということで、平成２９

年度からスタートさせていただいて、拡充をしていこうということで、先ほど答

弁させていただいたところでございます。 

一方では、議会のほうでも御審議いただいていますまちづくり一括交付金につ

いて、いろんな取り組みを包含して、地域での課題を地域が検討いただける一つ

の大きな交付金かと思っています。そうした交付金を活用いただくという部分で

は、財政支援という部分が働きかけをさせていただけると思いますので、今後と

も地域のほうでその事業に取り組んでいただければ、行政と、また地域の連携し
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た中で取り組みが進んでいくと、かように考えていますので、どうぞよろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） そうしたら、まちづくり交付金等を活用しながら、地域支え

合いしくみづくりと同じような事業をまたしていけるよう、町からまた自治会の

ほうにそういったＰＲをもっとしていただきたいというふうに思っております。 

もう一つ、婚活支援についてですけども、以前にも一般質問でさせていただい

たんですけど、以前は高砂銀行からドリームプロジェクトになって、回答にもい

ただいておりますけど、なかなか結果が出ないということで、平成２２年度をも

って事業を廃止したということで、それから８年ほどたちまして、最近では近江

八幡市、東近江市、日野町、２市２町の中で広域的にこういった取り組みをやっ

ておられるということでございますけども、できればそれと並行して竜王町独自

の、これも書いていただいております、次年度から検討してまいりますというこ

とですので、婚活サポーター、あるいは婚活アドバイザーを中心にして、そうい

った組織をつくっていただいて、ぜひとも竜王町独自の取り組みを並行してやっ

ていただければありがたいというふうに思っております。これは要望でございま

すので、終わります。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 平成３０年第１回定例会一般質問。６番、内山英作。 

地域共生社会の実現に向けて。 

先日、滋賀県社会福祉学会のシンポジウムに参加してきました。家族や地域社

会の機能低下や分野別・縦割りの相談支援から、住民の主体的な課題解決力の強

化、全世代・全対象型の包括的支援体制の構築が求められる「我が事・丸ごと」

地域共生社会の実現が近年の大きな課題であります。 

このような課題が出てくる背景には、家族や地域、職域といったこれまで個人

と社会を結びつけていた中間集団が機能低下し、個人がこれらの中間集団とつな

がれない社会的孤立が深刻になっています。例えば若年性認知症で、既存の介護

サービスは合わなく、地域に居場所もない、介護が必要な高齢者と同居している

５０代の息子は孤立無業である、あるいは、家族介護者の娘は子育て中で、介護

と子育てのことで手いっぱいになっているなど、同一世帯に複数の問題があった

り、制度のはざまとなっている問題があります。 
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そこで、このような事例にもあるニーズ志向に対して、町は「我が事・丸ご

と」地域共生社会の実現に向けてどのように対応していかれるのか、お伺いしま

す。 

○議長（小森重剛） 間宮福祉課長心得。 

○福祉課長心得（間宮泰樹） 内山英作議員の「地域共生社会の実現に向けて」の

御質問にお答えいたします。 

本町では、平均寿命の延伸、単身世帯の増加等に伴い、さまざまな生活課題へ

の対応が必要となり、介護保険法の施行を初め、公的支援制度の整備と拡充を図

ることで、住民の暮らしを支え、安心につなげてきました。 

しかしながら、今後の高齢化の進展等に伴い、我が町が抱える地域住民の生活

課題はさらにふえてくることが予想され、地域における人と人とのつながりが弱

まる中、これを再構築することで、生活における困難に直面した場合でも誰もが

役割を持って支え合う地域共生社会の実現に向けた取り組みが必要となってまい

ります。 

今年度本町では、地域福祉計画を策定する過程の中で、「我が事・丸ごと」の

理念を具現化するための協議を積み重ねてきました。具体的には、「我が事」の

意識の醸成として、小中学校での福祉学習の実施、地域カルテ、支え合いマップ

づくり等を通して、地域の生活課題の見える化を進めていきたいと考えておりま

す。 

また、「丸ごと」の包括的支援体制の構築については、まず、その人や家族を

支援するため、地域のボランティア団体、社会福祉協議会、地域包括支援センタ

ー等が連携する体制づくりや、民生委員児童委員、福祉委員等と関係機関がさら

に連携し、顔の見える関係を築くことができる働きかけを進めてまいります。特

に本町は小規模な自治体でありますので、関係機関や地域のボランティア団体等

と顔の見える関係を築きやすく、「丸ごと」の支援体制を構築することが可能で

あると考えております。 

内山議員が事例に挙げていただいている複合的な課題については、介護サービ

スや障害サービス、生活困窮者対策等を切れ目なく提供できるよう、横断的な組

織の連携と支援体制を整えることで解決できることも多くあります。このような

事例に対応していくためには、包括的な相談支援体制が求められることから、専

門職の確保や人材育成を行い、必要な機関につなぐコーディネート機能、マネジ

メント機能の向上に努めてまいります。 
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今後も地域共生社会の実現に向けて、ひとのことも「我が事」と捉えられる意

識の醸成並びに風土づくりを推進することや、社会福祉協議会、関係機関、地域

住民等のさまざまな主体とビジョンの共有を図り、縦割りではなく横断的な「丸

ごと」の連携を図っていきたいと考えております。 

以上、内山議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） 「我が事・丸ごと」ということで、答弁にもありましたけど

も、我が事の意識の醸成の一つとして、地域でのそうした地域カルテ、あるいは

支え合いのマップづくり等を通して、地域の生活課題の見える化を進めていくと

いうことでございますけども、具体的に次年度、一度に全集落からするのか、幾

つかの集落を絞ってされるのか、まず１点お伺いします。 

それから、「我が事・丸ごと」というビジョンでございますけども、答弁にも

ありましたけども、我が事ということについては、家族や地域社会が機能低下し

ている中で、単身世帯の増加や頼れる家族がいない人が今後増加するわけでござ

います。課題を我が事として捉え、地域の中でのつながりや支え合いを再構築し

ていくということが我が事というふうになっております。 

それからまた、丸ごとというのは、丸投げではなく、専門職も頑張るというこ

とで、分野別、あるいは縦割りの相談支援だったものを、課題を丸ごと受けとめ

る体制をつくって、多様な専門職が地域とともに協力、連携しながら問題解決を

図っていくこと、全世代、全対象型の包括的支援体制の構築ということで、この

「我が事・丸ごと」を通して地域の主体的な活動と専門職の包括的な支援の協働

によって地域社会をつくるという、これがビジョンということで理解しておりま

すけども、やっぱり地域においては、特に福祉関係では民生委員さんの役割とい

うのは非常に大事だというふうに思っております。一番地域の中で相談を受ける

のが民生委員さん、それを地域の区長さん、あるいは町の関係機関、専門職の方

に伝えていただいて、連携を、今日までもしていただいていますけども、より一

層こういった地域の社会的機能が低下している中におきましては、今後ますます

重要になってくるというふうに思っております。 

先ほど申し上げましたいろんな課題が出てくるわけでございますけども、そう

いった中で地域の民生委員さんの役割というのが非常に大事だと思っております

けども、そのためには、やっぱり民生委員さんの質の向上とか、また、毎月の定

例会の中では地域のそういったケース検討などをやられていると思うんですけど
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も、そういったケース検討は年何回ぐらいやられているのかというのを、もしわ

かれば教えていただきたいというのが２点目でございます。 

それから、今申し上げましたように、これからはなお一層地域と町全体の連携

をしていくということで、地域では民生委員さん、区長さん、町では、今年度予

算も増額されたわけでございますけども、生活支援コーディネーター、あるいは

社協のほうへ委託しておられる地域福祉コーディネーター、あるいは保健師さん、

ケアマネジャーさんなど、専門職との町全体の、そういった地域と町が連携した、

そういった組織も立ち上げてやっていかれるほうがいいなと思いますけども、そ

の辺についてどう考えておられるのか、教えてください。 

○議長（小森重剛） 間宮福祉課長心得。 

○福祉課長心得（間宮泰樹） 再質問の１点目でございます。具体的に一度か全集

落からかということでございますけれども、まず、年度当初に区長さん、また地

域福祉委員さんとの懇談会等がございますので、その場で集落に呼びかけをさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

また、先ほどございました地域支え合いしくみづくりのモデル事業におきまし

ても、地域共生という枠がございます。また、まちづくり一括交付金でもそうい

った枠がございますので、そういうところから自治会のほうに投げかけをさせて

いただく中で、手を挙げていただくところを補てんをさせていきたいなというふ

うに思っております。年度当初、今年度は５地区程度というものを考えておると

いうところでございます。 

２点目の民生委員児童委員さん、ケース検討の件でございます。民生委員児童

委員の定例民協のほうでは、月１回ということで、年１２回開催をいただいてお

るというところでございますけれども、この民生委員児童委員の定例の協議会に

おきましては、地域の方、そしてまた地域包括支援センター、社会福祉協議会等

も連携をとらなければならないということで、近年においては地域での事例検討

ということで、この４者が寄りまして、こういったケースのときにはこういった

相談につなげようということで、そういったケース検討会も開催をさせていただ

いているというところでございます。 

それと、３点目の地域福祉のコーディネーター、また生活支援体制等でござい

ます。こちらにつきましても、実際に地域で困っておられる方をどう見える化し

ていくかということが、１点目が重要というふうに考えております。 

その中では、先ほど支え合いマップ、近所事業と、そういうこともございます。
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そういう仕掛けの中から支援が必要な人を見つけていただく、地域のほうでしっ

かりと支援をしていただくと。それをまた専門機関である我々につないでいただ

くということが大変重要になってくるかなというふうに思いますが、その中で、

福祉委員、また民生委員児童委員さんと我々がやっぱりつながっていかなければ

ならないというふうに考えておりますので、先ほど言った定例の民生委員児童委

員の協議会で事例検討会を行ってみたりとか、そしてまた、別の会議でもそうい

ったことで検討会を重ねている場は少しずつ近年でき上がっているかなというふ

うに思います。 

そうした中で、議員仰せのとおり、我が事から丸ごとへつなげることについて

は、一番大切なのは、丸ごとという意味では、地域包括ケアのシステムをしんか

というふうになるというふうに考えています。地域で暮らしていただく支援の包

括化、地域連携ネットワークづくりが大変重要ということになってまいりますの

で、先ほども申し上げました専門職の育成、人材の確保、そしてまた研修等も重

ねる中で、縦割りではなく横断的な連携をもって進めてまいりたいというふうに

考えております。 

以上、再質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） やはりこれからは地域と町の連携というのは今まで以上に大

切になってくると思いますので、今まで以上に連携を密にした取り組みをお願い

したいというふうに思っております。 

それから、「我が事・丸ごと」ということで、役場の庁内の中、やはり福祉医

療とか介護だけの問題ではないわけですね。やっぱり地域の生活に当たっては仕

事とか住まい等のいろんな、教育も含めて、いろんなところと関係してくると思

われますけども、庁内でのそういった横断的な組織というか、検討する場所とい

うのは年どれぐらい設けておられるか、お聞きしたいんですが。 

○議長（小森重剛） 間宮福祉課長心得。 

○福祉課長心得（間宮泰樹） 再々質問のほうにお答えをさせていただきます。 

まず、庁内での連携というところでございますけれども、庁内の連携につきま

しては、例えば在宅福祉の医療ネットワーク会議等では、各関係機関が寄る中で、

また地域包括の職員等も入っており、その中では家族支援でありますとか在宅利

用、みとり等についても協議を重ねているというところでございます。 

また、昨年、今年度ですけれども、商助ということで、商いからの商、助ける
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ということでございますけれども、竜王町商工会の会員の方であるとか、銀行、

郵便局、あとグリーン近江農協の職員さん、また社会福祉協議会、ケアマネジャ

ーさん、こういった方も含めて、地域の見守り活動もどうやっていくかというこ

とも進めさせていただいているということです。 

そしてまた、庁内の連携でございますけれども、今年は滋賀県がアドバイザー

の派遣事業がございまして、その派遣事業を御利用させていただいて、年３回、

福祉部門のみならず、未来創造課、また災害の部門等も含めて、横の連携でアド

バイザーを派遣していただいて、例えばどういう方が窓口に来られたら、一つの

課題ではありませんので、その裏に、背景にある課題も聞き出していただきなが

ら、どういった窓口にまたつなげていったらよいのかということも事例を出して

いただきながら、研修会を３回開催をさせていただいたというところでございま

す。 

再々質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

６番、内山英作議員。 

○６番（内山英作） 平成３０年第１回定例会一般質問。６番、内山英作。 

平均寿命・日本一で滋賀県と竜王町のＰＲを。 

厚生労働省は平成２９年１２月、２０１５年、平成２７年の都道府県別の平均

寿命を発表しました。これは国勢調査結果をもとに５年ごとに算出され、男性は

１９９０年からトップを守ってきた長野県を抜いて、８１．７８歳でありました。

女性は長野県が第１位で、滋賀県は８７．５７歳で第４位でありました。 

次回は２０２０年の国勢調査をもとに２０２２年に発表されますが、この間、

約５年間は滋賀県や竜王町を全国にＰＲするよい機会であると考えます。長野県

は男性が５回連続、女性は今回まで２回連続のトップであったため、最近では、

竜王町議会の教育民生常任委員会でも佐久市、松川村、須坂市に研修に行ってお

ります。 

そこで、以下についてお伺いします。 

１、滋賀県の男性が第１位、女性も第４位と上位になった原因は何か。２、滋

賀県内の男女別の竜王町の順位はどうか。３、この結果は滋賀県全体の数値であ

りますが、町としてこの結果を次年度の健康施策に反映させていく具体的な予定

はあるか。４、滋賀県と連携して、男性の平均寿命日本一を全国にＰＲしていく

考えはあるかどうか、伺う。５、平均寿命と関連して、健康寿命の延伸は町の目
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標でもありますが、平成３０年度における具体的な取り組みは何か、お伺いしま

す。 

○議長（小森重剛） 中原健康推進課長。 

○健康推進課長（中原江理） 内山英作議員の「平均寿命・日本一で滋賀県と竜王

町のＰＲを」の御質問にお答えいたします。 

１点目の、滋賀県の男性の平均寿命が第１位、女性も第４位と上位となった要

因については、食塩摂取率や喫煙率の低さなど、生活習慣病予防によい習慣や行

動が滋賀県民に広がっているためと考えられ、男性における脳血管疾患死亡率の

低さが１位、がん死亡率の低さが２位、また、全体として喫煙率の低さが１位、

ボランティア行動者率が１位などがそれを裏づけているところであります。 

滋賀県では他県と比べて、市町健康増進計画策定率、市町食育推進計画策定率

が１００％であり、口の健康についても全ての市町の健康増進計画に位置づけら

れています。住民活動においても、健康推進員団体連絡協議会の組織率が１０

０％であり、健康増進、生活習慣病対策、健康環境整備などの取り組みを県・市

町・団体等とともに地道に取り組んできた成果であると分析しています。 

次に、２点目の、本町の滋賀県内における男女別平均寿命の順位についてお答

えいたします。 

平成２７年度の国勢調査をもとにした市町ごとの順位は平成３０年４月以降に

市町に提示されますことから、平成２２年度の本町の結果を申し上げますと、男

性は８０．４５歳で１３位、女性は８４．４５歳で１２位でございます。 

次に、３点目の、滋賀県の結果を踏まえ次年度の健康施策に反映させる具体的

な取り組みについての御質問ですが、５点目の健康寿命延伸のための平成３０年

度における具体的な取り組みの御質問とあわせてお答えをいたします。 

本町では生活習慣改善への取り組みとして、優先的にりゅうおう健康ベジ７チ

ャレンジ、通称ベジチャレ７を展開していきます。この取り組みは、１日に野菜

３５０グラムをとることと、１日塩分７グラムにチャレンジすること、健康いき

いき竜王２１プランに位置づけた、健診受診の促進、栄養・食生活、運動・身体

活動、歯と口腔の健康、たばこ、アルコール、こころの健康づくりの七つの取り

組みを行うことであります。 

まず、平成３０年度は、地区での取り組みに重点を置き、本町では多くの健康

推進員がそれぞれの地域で御活躍いただいているその強みを活かし、健康推進員

や区長を中心に、塩分味覚チェックの体験などを通して、減塩チャレンジを我が
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事として取り組んでいけるよう進めていきます。また、「めざましＯＮ野菜～ｄ

ｅ減塩～」と題して、塩分が少なくてもおいしく簡単に野菜が食べられるよう、

レシピの考案や周知を行っていきます。 

最後に、４点目の、滋賀県と連携して、男性の平均寿命日本一を全国にＰＲし

ていく考えについてですが、本町では平均寿命が男女とも高くないことから、現

状の改善を図れるよう努めてまいります。 

以上、内山議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） 回答にもありましたけども、平成３０年度、地区の取り組み

に重点を置きということで、健康推進員、あるいは区長さんを中心に、塩分味覚

のチェックなどの体験を通して取り組んでいくということでございますけども、

健康推進員、区長さんだけやなしに、区民を対象としたそういった地域での取り

組みについて、何か出前の栄養教室、あるいは料理教室等に積極的に出かけてい

くというような、そういった取り組みはまずないのかどうか、１点でございます。 

それから、平均寿命と関連して、やはり健康寿命を延ばして、健康寿命と平均

寿命の差を少なくするということが大切だというふうに思っておりますけども、

平均寿命については男性が８１．７８歳、女性が８７．５７歳でございました。

ある調査によりますと、健康寿命については、男性は滋賀県ですけど、男性が７

３歳、差が９歳です。それから、女性については７７．５歳で、差が１０歳、ま

だ１０年近くありますので、この差をいかに縮めていくかというのが今後の課題

というふうに思っております。 

それから、答弁にもありましたけども、やはり食塩ですね。食塩の摂取量が低

いということ、それからまた、喫煙率が低いということも健康増進に大いに役立

っているというふうに私は思っております。ある新聞記事を見ますと、厚生労働

省の国民健康・栄養調査によると、滋賀県の男性の食塩摂取量は、少ない順で、

２０１０年には１１位だったのが、２０１６年には５位になったということで、

よくなっております。 

それから、これも先ほど答弁にあったわけでございますけども、特に喫煙率の

低下率が今現在１位になったということで、やはり滋賀県の長年の取り組みが結

果が出てきたというふうに思っております。これも健康・栄養調査で、滋賀県の

２０００年ですね、ちょうど１８年前には喫煙率が５６．２％が、１６年後の２

０１６年には２０．６％になって一気に下がって、この１６年間で全国１位にな



- 130 - 

ったということで、これは長年のこういった努力が実ってきたというふうに思っ

ております。 

そういったことで、答弁にもありましたけども、今後、やはり平均寿命も滋賀

県内では中より少し下でございますけども、こういった健康寿命もセットにして、

もっと積極的に、言い方悪いんですけど、滋賀県を利用して、あらゆる機会にこ

ういった竜王町をＰＲしてほしいと思いますけども、そういったことは考えてお

られないのかどうか、この２点についてお伺いします。 

○議長（小森重剛） 中原健康推進課長。 

○健康推進課長（中原江理） 内山英作議員の再質問の一つ目にお答えをさせてい

ただきます。 

健康推進員さん、区長さんのみならず、区民さんに対しての栄養教室等の考え

はないかということでしたけれども、健康推進員さん、区長さん初め、区を挙げ

て区民さん全員にそういう減塩の対策等を取り組んでいただこうというふうに考

えております。 

竜王町では現在１０７名の健康推進員さんが活動してくださっているわけです

けれども、２８年度から具体的に、野菜食べ隊、朝食食べ隊、運動、禁煙、ここ

ろの健康を進め隊というふうな形で、具体的な取り組みを地区で実践をしていた

だいております。 

それに加えまして、２９年度も八つの健康課題に取り組んでいただいておるわ

けですけれども、平成３０年度からは健康いきいき竜王２１プランの後期計画と

連動させて、私たち保健師、健康推進課の保健師とともに、各地区の課題に沿っ

た形で、お一人でも多くの健康に関心のある住民さんが仲間になってくださいま

すように御協力をいただいているところです。 

二つ目の健康寿命に関してですけれども、あらゆるＰＲの方法ということです

が、現在まだ平均寿命のほうの具体的なデータが、市町村値が出ておりませんけ

れども、まずは私たちの本町での平均寿命が男女とも現状では余り高くないこと

から、改善を図りながら、そしてまた、その取り組みについては滋賀県とともに

ＰＲの機会を得ながら、実践を皆様にも知っていただくようにしていきたいとい

うふうに考えております。 

以上、内山議員への再質問の答えとさせていただきます。 

失礼しました。区民さんへの出前講座につきましては、現在１０地区ほど重点

的に地区に入って栄養講座をさせていただこうというふうに思っております。失
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礼いたしました。 

以上、再質問へのお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 内山議員。 

○６番（内山英作） 竜王町も滋賀県の中の一部でございますので、先ほども申し

上げましたように、できるだけあらゆる機会を利用して竜王町をＰＲしてほしい

と思いますが、やはり以前、長野県とか先進地に研修行かさせていただいたとき

に、各町のホームページを見ていますと、一番最初に開いたときにぱっと健康長

寿、あるいは平均寿命の日本一とかいうことで、長野県全体が１位のときでもそ

の市町のホームページにはそういったＰＲが一番最初に出てるわけですね。 

できたら竜王町においても、ホームページをぱっと開けたときに１番目に、滋

賀県が男性で平均寿命日本一、あるいは、先ほど申し上げましたある調査では健

康寿命が１位でございますので、男女とも７３歳と７７．５歳で１位でございま

すので、こういった情報を利用して、ホームページのトップのページに載せてい

ただければありがたいというふうに思っております。これは要望です。 

○議長（小森重剛） 次に、１番、菱田三男議員の発言を許します。 

１番、菱田三男議員。 

○１番（菱田三男） 平成３０年第１回定例会一般質問。１番、菱田三男。 

町道３路線について。 

１点目、町道西通り線について。鵜川地先の神部橋付近の斜路の道幅が狭く、

また、冬季では凍結により交通渋滞が発生していると地元住民からの改善要望が

あるが、今日までの対応と経過を伺う。 

２点目、町道東西線について。平成２７年第１回定例会で、町道認定の見直し

についての質問の回答で、滋賀県道路整備マスタープランにおける政策目標を実

現する道路ネットワークの形成に向け、町道を県道に昇格することなどを含めた

道路の機能分類を推進することとされており、その見直しに際して県へ要望して

いくと回答されているが、きょうまでの対応と経過を伺う。 

３点目、町道山面鏡西線について。平成２６年第４回定例会で、同僚議員の

「町道山面鏡西線の進捗状況は」の質問に、今後においては、周辺の交通量調査

を実施し、その結果を含め検討し、道路計画については地元、関係機関等と協議

すると回答されているが、きょうまでの対応と経過を伺う。 

以上です。 

○議長（小森重剛） 森建設計画課長。 
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○建設計画課長（森 徳男） 菱田三男議員の「町道３路線について」の御質問に

お答えします。 

１点目の御質問につきましては、町道西通り線は、山之上地先から鵜川地先ま

でを結ぶ道路で、昭和５０年代後半に圃場整備事業において整備され、その後町

道となり、現在に至っております。 

祖父川にかかる神部橋付近については、祖父川左岸の町道岡屋西川線とＴ字路

の交差点になっており、また、県道春日竜王線と町道は、堤防内の斜路で接続し

ております。この斜路については、町道ではなく河川堤防をいわゆる便利道とし

て利用されておりますが、現状として、通勤時間帯は混み合うことがあり、また、

積雪時にも混雑することがあります。 

こういった現状の改善対策について、交通管理者である警察に協議を行い、現

場立ち会いをいただきましたところ、現状、斜路の拡幅等については、逆に今以

上に交通事故が起こりやすくなる旨の御指導をいただいたところであります。 

本町としましては、当該箇所の機能向上に係る改良は、県道との近接した距離

と、祖父川堤防の高低差から困難であると認識しております。しかしながら、現

状においての交通安全対策は必要でありますので、昨年度に、神部橋北側交差点

部の西側に、交通管理者の指導のもと、停止指導線を設置しました。 

今後におきましても、経過観察において状況把握に努め、また交通管理者とも

連携をとりつつ、必要に応じた交通安全対策に努めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

２点目の御質問につきましては、平成２７年第１回定例会における一般質問に

おいて、趣旨として、町道の中でも町道東西線等比較的交通量の多い幹線的な道

路については県道に移管をし、町としては小規模な道路にも管理が行き届くよう

にしていくべきであるという御意見であったと認識しております。 

その回答の中で述べさせていただいております、県が推進されている道路ネッ

トワーク見直しについては、平成２６年度から平成２７年度にかけて実施されて

おり、県内の主要道路を主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路、地域道路の４

区分に分類を行い、その分類ごとに道路構造を統一し、道路の維持管理レベルに

合わせる中で、将来的に県道と市町道の相互移管、いわゆる交換の可能性につい

て検討をしていくものであります。 

見直し後の機能分類別道路網図について、町道東西線は、幹線道路に次ぐ補助

幹線道路として位置づけられ、個別道路の機能分類に関する内容とともに、相互
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移管に関しても意見・要望を行っていますが、現在、既存の県道と市町道路との

相互移管については実現に至っておりません。継続して滋賀県町村会などを通じ、

町内主要町道の県道昇格を要望しているところであります。今後におきましても、

社会情勢や生活環境の変化を把握しつつ、引き続き関係市町と連携しながら要望

してまいります。 

最後に、３点目の御質問につきましては、町道鏡七里線から道の駅を経由し、

国道８号に接続する道路計画については、道の駅竜王かがみの里の整備とあわせ

て構想が持ち上がりましたが、当初から課題が山積しており、特に国道８号への

接続問題が最大の課題であり、現実的に困難な状況でありました。 

しかし、道の駅利用者において南側からの安全なアクセスが求められていたこ

とから、地元自治会との協議を踏まえ、平成２６年度、交通量調査を実施し、平

成２７年度には、第１段階として、道の駅に入るアクセス道路として概略設計を

実施し、現実的な視点で検討を行いました。 

その後、平成２８年１月には、竜王かがみの里とアグリパーク竜王が地域間の

交流・連携を促進する道の駅として重点道の駅に選定されました。現在、重点道

の駅かがみの里の拡張計画や、隣接する民間企業においてもその利用計画を検討

されることにあわせて、関係者及び関係機関と協議を重ねているところでありま

す。年月が経過する中で、課題はあるものの、周辺状況は変化してきており、慎

重に機を見計らいながら進めていく必要があると考えております。 

今後におきましても、現実的な可能性を探りつつ、関係機関等との連携を図り

ながら取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員におかれましても御理

解と御協力をいただきますようお願い申し上げ、菱田議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 菱田議員。 

○１番（菱田三男） 今答弁をいただきまして、１点目の町道西通り線、これは、

答弁によりますと、警察の方と協議をして、今以上に交通事故が起こりやすいさ

かいにという回答でございます。そういう警察が言われることやったら、それは

もう、どうもと思います。 

ただ、地元住民さんからの要望でございますので、ひとつ住民さんにはこの旨

のことを話し合いというか、言っていただきたいと、かように思うところでござ

います。これで結構でございますので、よろしく。 

あと、２点目の東西線、これは私が前にも質問してやったところなんですけど

も、補助幹線道路という位置づけということでございます。交通量見てもうても
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わかるように、セブンイレブンからずっと、竜王のインターまでが道なんですけ

ど、広い道幅で、これは前も言うたように、かなりの維持管理費が要ると。当然

交通量が多いということは、やっぱりアスファルトとか路面が摩耗するというん

ですか、こういうことでございますので、２点目もひとつ継続して、滋賀県町村

会を通じて県道に昇格を要望しているところやということでございますので、今

日までの、ずっと私の委員会しかり、本会議言うたことは頭に入れていただきま

して、今後とも粘り強くちょっと県に対して要望していっていただきたいと、か

ように思いますので、よろしくお願いします。 

３点目の町道山面鏡線については、さきの定例会での質問がありました。現在

あそこには私有地があるということでございます。その私有地の方が、まあ私有

地でございますので、いつ何時通ってもろたら困ると言われてもしようがないと

いう状況であると。しかしながら、今も重点道の駅でもあるこの竜王かがみの里

でお客さんも大変にぎわっておるということを聞いておりますので、やはり道路

よりは一つ便利性、出荷者の方も裏から入ってこられる道路でございますので、

今後ともやはり頑張って考えていただきたいと、かように思ってございます。 

そのところで、先ほど答弁で、概略設計を実施し、現実的な視点で検討を行い

ましたと。行いました、したことでございますのでね。このどういう、設計とい

うことでございますので、そこの詳細をちょっとお聞かせ願いたいというのと、

これ僕が議員になる前からの話があったんですわ。まだ道の駅云々やないときに、

あそこに道路をどうのこうのというのが、話を聞いております。そのとき、今か

ら言うともう１９年、調べてみますともう１９年ほど前からの懸案でございます。

道路を、まだ道の駅ないときでもあの８号線から抜けるという計画はあったとい

うようなことを聞いておりますので、そこらもひとつどうやという、概略の設計

でございますので、細部、詳細、こうやということは言えないと思いますけども、

どういう考えを持ってしているということを示していただきたいと、かように思

います。 

○議長（小森重剛） 井口産業建設主監。 

○産業建設主監（井口和人） 菱田議員の再質問にお答えさせていただきます。 

竜王町道の駅への通る道という形で、町道鏡線の分でございますが、これまで、

今もありましたように、長年経過しておるわけでございますが、この道につきま

しては、従来から計画という形で町道認定もさせていただき、計画に、整備はま

だ行っていないわけでございますが、これまで概略設計につきましてはいろいろ
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と、ルートでございますが、さきの２６年のときだったと思うんですけども、議

会のほうにも説明もさせていただき、いろいろ困難な状況やという形でいろいろ

言わせていただいたところでございます。 

しかしながら、先ほど議員仰せのとおり、やはり道の駅かがみの里へ出荷され

ている人の部分につきまして、今現在は私有地を通ると。今後８号線から入るの

はなかなか困難であろうということから、いろいろなことを考える中において、

現状での計画という形で、概略といいますか、ルート図を三つほど選ばせていた

だき、それらにつきまして、今現在企業さんの道の中を通るような形で絵も書か

させていただいたところでございます。 

しかしながら、今般重点道の駅という形での拡張計画等があるという中におい

て、さらにこの中で道につきましては再度検討する必要があるという形で、今現

在につきましては、使っていただいていますワコールさんのところを通るという

形での確認をさせていただき、若干、今現在、見ていただいたかもわかりません

が、今現在の道の状況で絵を掲げさせていただいたという状況でございます。 

周辺が、先ほど申しましたように、状況が若干変わってきているという状況も

ございますので、新たに道の駅へのアクセス道路並びに町道の計画につきまして

進めてまいりたいなというように思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 菱田議員の御質問につきまして、少し補足といいますか、で

御説明をしておきたいと思います。 

これも大変、どのタイミングでどういうふうにお伝えするのが一番いいのかと

いう、悩むところではございますが、実は道の駅、今のかがみの道の駅でござい

ますけども、これ重点道の駅になって、もちろん毎年、この年はこういう整備を

するとかいう計画を持っております。 

そういう中で、実は８号線から入ったところの夜間のパーキングの状況が、い

わゆる騒音問題がございまして、住民の方からも少し、夜寝られないとか、そう

いう苦情もございましたので、もう少し奥に実は駐車スペースをつくっていこう

という実はアイデアを、国の国道事務所のほうからも実は頂戴をしています。 

ただ、これは決まったことじゃなくて、今からまた協議をしながらということ

にもなりますし、また、じゃあ今の所有者の方がその土地を提供していただける

かどうかというのは非常に難しい問題もございますので、どういうふうに進んで

いくのかというのがまだ本当に見えないところで、こういう情報だけが先に流れ
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ることが混乱をかえって招くということでありますと、これは困りますので、そ

このところの情報管理をよろしくお願いしたいんですが、実は今そういう動きが

あります。 

それと並行して、道路をどうするかという問題も出てまいりますので、我々と

しては、やはりせっかく竜王町の大きな財産である道の駅、これはかがみもそう

だしアグリもそうですけど、これをやはり道の駅の重点化というプログラムにの

せて拡張整備していく、しかもできるだけ国のいろんな交付金を使いながらやっ

ていく、これはやっていきたいことでございますので、我々としてはそういう取

り組みに着手をしていこうという思いは持っております。 

ただ、今後の方向とか、どうなるかというのは今からの交渉でございますので、

今お話、御質問いただいた道路にも関係してまいりますので、一応御参考までに

お伝えをしておきたいと思います。 

また、詳細動き出したら改めて議会の委員会なり全員協議会の場で御報告をす

るというようにしてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

以上、補足でございます。 

○議長（小森重剛） 菱田議員。 

○１番（菱田三男） 概略の設計は３ルートあるということをお聞きしますので、

まだルート自体僕らもちょっとわかってませんさかいに、所管する委員会で決ま

り次第またちょっと検討され、先やけども、所管の委員会で説明を受けて、委員

会で検討していただきたい、かように思いますので、とにかく私が言いたいのは、

大分長い時期がたってますので、いつまでも何や何やと、いろいろと、騒音とか、

今町長さん言われましたように、問題はあると思います。どんなことでも問題と

いうのは、スムーズになかなか難しいと思うんですわ。どんな懸案でも問題はあ

ると思うんですけども、一生懸命汗をかいていただきまして、頑張っていただき

たいと、かように思います。 

以上で質問を終わります。よろしく。 

○議長（小森重剛） この際、申し上げます。ここで午後１時０５分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後 ０時０３分 

再開 午後 １時０５分 

○議長（小森重剛） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、９番、貴多正幸議員の発言を許します。 
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９番、貴多正幸議員議員。 

○９番（貴多正幸） 平成３０年第１回定例会一般質問として２問の質問をさせて

いただきます。 

まず、町内における道路等の整備についてお伺いいたします。 

国道８号は町内北部地区を東西に横断し、滋賀県の緊急輸送道路にも位置づけ

られていますが、竜王町から愛荘町間は道路幅員も狭く、歩道等についても整備

がされていません。当町は言うまでもなく、２市２町から成る国道８号（東近江

区間）整備促進期成同盟会でも、国や県に対して、慢性的な渋滞改善に向けた整

備や、危険な交差点改良の要望がなされていますが、現状の進捗状況について伺

います。 

次に、岡屋地先の滋賀竜王工業団地、山面地先の株式会社雪国まいたけ用地に

おいて企業誘致が進められていますが、こうした企業誘致への取り組みを今後よ

り一層加速させるためには、インフラ整備が欠かせません。 

このような中、竜王インターチェンジ周辺の道路整備については、一定の整備

が加えられ、渋滞緩和に向けた取り組みがなされていますが、根本である竜王イ

ンターチェンジの機能拡充については、議会も陳情や要望活動を行っていますが、

莫大な予算が必要なことや、高架道路の取りつけが困難なことなどから、なかな

か前に進むものではありません。 

そこで、機能拡充と違う見解から、以前話のあったスマートインターチェンジ

化の考えについて、当局の見解を伺います。 

○議長（小森重剛） 井口産業建設主監。 

○産業建設主監（井口和人） 貴多正幸議員の「町内における道路等の整備につい

て」の御質問にお答えします。 

国の基幹道路である国道８号は、地域経済の発展に大きく貢献しているだけで

なく、名神高速道路とともに災害時の緊急輸送路線として重要な道路であります

が、現道は片側１車線であり、昨今の物流社会による交通量の増加に伴い、交通

渋滞の解消と歩行者の安全確保が求められるところであります。 

このことから、平成２８年度に、国道８号の彦根から愛知川区間の道路計画と、

野洲栗東バイパスの道路整備を踏まえた中で、東近江区間の道路整備を促進する

国道８号（東近江区間）整備促進期成同盟会を関係市町とともに設立し、当区間

のバイパスと拡幅を視野に入れた道路整備と、主要交差点における交通緩和対策

を国・県に対して要望しております。 
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これに加えまして、本町では国に対し、名神高速道路との接続道路であります

国道４７７号との交差点付近の交通渋滞緩和に向けた整備について、早期の計画

づけを行い実施していただくよう、昨年１２月に要望を行ったところであります。 

次に、竜王インターチェンジ周辺の道路整備でありますが、滋賀竜王工業団地

の整備と並行して、湖南市方面の渋滞緩和対策として国道４７７号の道路整備が

実施されたところでありますが、企業立地の進行に伴い、地域経済が発展すると

同時に交通量の増加が見込まれ、周辺企業への活動に対しての影響も懸念される

ところであります。 

このことから、竜王インターチェンジ周辺のさらなる機能強化を図るためにも、

まず周辺の交通の現状と課題を把握するとともに、対策の必要性及びその手法を

探ることが必要だと考えており、その検討に当たっては、一極集中型の交通網整

備だけでなく、議員から御提案いただきました新たなスマートインターチェンジ

による分散型も有効な手法の一つの中で、互いの整備時期、工事期間、必要経費

についても検討し、交通渋滞の解消に向けた中長期計画を立て、地域の発展につ

なげていくことも必要だと考えておりますので、議員各位の御理解と御協力のほ

どよろしくお願い申し上げ、貴多議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 貴多議員。 

○９番（貴多正幸） 今、国道８号並びに竜王インターチェンジ周辺の件について

お答えをいただいたわけですが、国道８号の件に関しては、特に国道４７７号と

８号の交差点、いわゆる西横関の交差点なんですが、ここの交差点の改良につい

ては早期に計画づけを行って実施していただくよう、昨年ですね、国道８号の整

備促進期成同盟会並びに竜王町単独としても要望していただいていることは非常

にありがたいことだと思いますし、もし何らかの後ろ盾というか、応援が要るな

ら、私も協力したいと思ってますので、その辺については今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 

しかしながら、この国道８号の改修に関しましては、野洲栗東バイパス、いわ

ゆる野洲市の小篠原から栗東市の手原、並びに米原バイパス、長浜市の加田町か

ら彦根市の佐和山町の国道８号の工事については、現在も工事中ということでご

ざいますが、その間、竜王町を通るこの東近江区間は全然何もなされていないわ

けで、その間、先ほどのお答えですと、当区間のバイパスと拡幅を視野に入れた

道路整備とというふうにおっしゃられたんですが、バイパスと拡幅しか、どっち

かしかないかなというふうに思うんですが、やっぱり竜王町としてバイパスにす
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るのか、また拡幅をするのかということを、町としてどのようにするかというこ

とを考えないといけないのと違うかなというふうに考えるわけです。 

それにはお金も必要になってくるかと思いますが、やっぱり国道８号の東近江

区間の整備促進期成同盟会の意見を聞きながらすることも大事やと思うんですが、

まず竜王町としてどうしていくのかということを考えてほしいなというふうに思

いますので、現時点でなかなか考えにくいかもわかりませんが、例えば、今、既

存のバイパスを工事されているところにつないで、この東近江区間もどこか違う

ところにバイパスつくったとしたら、現にある国道８号沿いにある道の駅かがみ

の里がひょっとしたらお客さんが減ってしまうというようなことも考えられるか

もわかりませんが、逆に言えば、すいていたらそれだけお客さんが来る可能性も

ありますし、いろんなことを考えた中でこういったことの計画は出してほしいと

思うんですよね。 

だから、国道８号のことだけを考えるんでなく、大きくまちづくりを捉えた中

でお答えを出していただきたいなというふうに考えますが、何年もかかっている

といつまでたっても始まらないので、やっぱりこれも期限を決めて早急にどのよ

うにするかということは考える必要があると思いますので、その辺についてのお

考えを伺います。 

次に、竜王インター周辺の件でございますが、これは平成３０年１月に、平成

３０年度の道路関係予算概要ということで国土交通省の道路局並びに国土交通省

の都市局が出されている書類の中に、特に地方への重点的支援についてというこ

とで、インターチェンジへのアクセス道路整備について、また地域高規格道路の

インターチェンジ、スマートインターチェンジに加え、高規格幹線道路のインタ

ーチェンジへのアクセスの道路も個別補助制度を創設ということで、これは普通

予算の別枠で何か用意されているということをお聞きしました。 

それにつけ加えまして、既存のインターチェンジの本線から、例えば料金徴収

施設までの道路については、高速道路機構が負担し、また国が２分の１を補助す

るともなっています。さらに、その料金徴収施設から既存の一般道路へのアクセ

ス道路については、地方自治体が負担ということになっていますが、国が補助す

るともされています。 

こうしたことから、スマートインターチェンジ化ということも考えてはどうか

というふうに私は申させてもらったんですが、今のお答えの中では、有効な手法

の一つとする中でというふうなこともお答えいただいたんですが、こちらについ



- 140 - 

ても、やっぱり竜王町としてスマートインターチェンジに向けて話を進めていく

んやというふうにどこかの段階で区切ってもらわないと、インターチェンジの周

辺をどのようにしていくかということを考えながら、またスマートインターチェ

ンジのことも考えていると、何かこう二兎を追う者一兎をも得ずみたいな感じに

なってもいけないなというふうに思うので、その辺についてもいつごろまでにど

ういった回答をいただけるか、また、今現時点でどのような考えを持っておられ

るか、この２点についてお伺いいたします。 

○議長（小森重剛） 井口産業建設主監。 

○産業建設主監（井口和人） 貴多議員の再質問にお答えさせていただきます。 

国道８号でございますが、今現在、野洲栗東バイパス、また彦根方面につきま

しては計画段階という段階であるわけですが、東近江区間につきましては、先ほ

ども申しましたように、バイパス、また拡幅を視野に入れてという言い方をさせ

ていただいたわけでございます。実際どこをどうするかというのはまだ全然決ま

っていないわけでございます。各市町によっても考え方はばらばらでございます。 

また、竜王につきましても、まだ現在どうするかということは決まってはいな

いわけでございますが、御存じのように、竜王町につきましては、一部住宅が密

集していると。そこでの拡幅というのはなかなか困難を期すのではなかろうかな

というように思うところでございます。このことから、この区間についてはバイ

パス等も視野に入れる中において考えていかんなんと。 

ただ、そのバイパスがあった場合には、北側に行きますと、先ほどもありまし

たように、近江八幡のほうに行くわけで、道の駅としての機能はありますが、今

までの来場者は見込めないであろうということも考えられるところから、そこら

辺につきましては十分検討した中での竜王町の素案というのをつくり出す必要が

あるのではないかなというように思っておるところでございます。 

今後につきましては、同盟会のほうでもこういう話は出てくるかと思います。

ただ、陳情の話をしている、ただどういうように考えていくのというルート的な

話も出てくるかと思いますので、その点につきましては十分関係市町とも調整を

密にする中において詰めていきたいなというように思っておるところでございま

す。 

また、スマートインターチェンジでございますが、スマートインターチェンジ

につきましては、先ほどもありましたように、本線につきましては高速道路、ネ

クスコさんのほうで国の補助をもらいながらしていただけると。それは料金所ま
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でやと。料金所から道路につきましては、地方自治体といいますか、道路管理者

になるわけです。県道であれば県がしていくであろうし、町道であれば町が、ま

あ言うたらそこに接続する道路という形で、それが国の補助があるということで、

それが２分の１なのか、ちょっとそれは確認はさせていただいてないわけでござ

いますが、原則的に料金所までは道路管理者がしていくということでございます。 

また、いつまでに決めていくんやと。今、名神高速道路竜王インター並びに二

つの、あるわけでございますけども、二兎を追う者一兎をも得ないというような

話もありましたですが、これにつきましても、先ほども申しましたように、やは

り時期、また工事費のお金というのも大きく影響してくるかと思います。 

そこら辺につきましても早急に試算する中において、どちらが有利であるか、

また、スマートインターをしようとするならば、今現道の道路だけでは、またそ

の道路を拡幅という新たな問題が出てくる。ただ、名神高速道路につけるだけで

は無理だと思うわけでございます。現道の道路の拡幅も考えていかなくてはなら

ないんではなかろうかと。といいますのは、今後、スマートインターをした場合

に、またそれが道が多く交通量がふえてきますので、またそれに対応する道路と

いうのも要るかと思いますので、この点についても考えていきたいなというよう

に思いますので、よろしくお願いいたしまして、回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 貴多議員。 

○９番（貴多正幸） いつまでにという回答はなかなかいただけないとは思うんで

すけど、スマートインターチェンジの場合やったら、これも恐らくほぼほぼ竜王

町の考えだけでいいと思うんですよ、ある程度は。確かに近隣市町のお助けも必

要かとは思いますが、竜王町自身がこういうふうにしていこうっていうふうな考

えはできると思うので、その辺についてはできるだけ早く決めていただきたいな

と思いますし、期成同盟会についても東近江区間が何にも計画がされていないか

ら必要やさかいに、ここについてもバイパスか拡幅かしてくださいよって陳情ち

ゅうか、お願いだけに行くのであれば何らなかなか実を結ばないので、そこにつ

いてもこういうことをしたいからよろしくお願いしますというような形に早く持

っていってほしいなと僕は思うわけでありますので、その辺についてはよろしく

お願いしますと要望にかえさせていただきまして、次の質問に移りたいと思いま

す。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

９番、貴多正幸議員。 
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○９番（貴多正幸） ２問目の質問として、「財政の今後について」をお伺いいた

します。 

平成３０年度は４年ぶりに不交付団体へ復帰すると新聞報道がなされ、一見す

るとあたかも当町の財政が豊かであるような錯覚を起こしがちだが、決してそう

ではない。 

平成２９年度当初予算では、普通交付税及び臨時財政対策債を合わせて５億円、

特別交付税が１億２，０００万円の計６億２，０００万円計上されていたものが、

平成３０年度当初予算（案）では、町税が約３億４，０００万円に増額するもの

の、普通交付税、臨時財政対策債がゼロ円、特別交付税が４，０００万円の計３

億８，０００万円の予算計上となっており、差し引きすると２億４，０００万円

の減額となる。 

また、一般会計への財政調整基金からの繰入額を見ても、平成２９年度当初予

算では約２億２，０００万円の繰り入れだったが、平成３０年度当初予算（案）

では約５億１，０００万円と倍以上の繰り入れとなっている。 

こうした現状を見てみると、前述したとおり決して財政が豊かであるとは考え

にくい。そこで、財政当局の見解を伺うとともに、今後の財政見込みについて伺

います。 

○議長（小森重剛） 川嶋総務課長。 

○総務課長（川嶋正明） 貴多正幸議員の「財政の今後について」の御質問にお答

えいたします。 

本町におきましては、過去から普通交付税の不交付、交付を繰り返してきてる

状況でありますが、平成３０年度は、平成２６年度以降４年ぶりに普通交付税が

不交付となる見込みであります。 

さて、普通交付税の交付を見込む年度と不交付と見込む年度で当初予算編成時

における財政調整基金繰入金の予算措置状況を見ますと、普通交付税の交付を見

込む年度の繰入金の予算額は約２億円から２億５，０００万円ですが、不交付と

見込む年度の繰入金の予算額は４億円から５億円強となっております。 

すなわち、普通交付税を不交付と見込む年度におきましては、普通交付税及び

臨時財政対策債の減少相当分を財政調整基金からの繰入金で充当する必要が生じ、

交付と見込む年度より繰入金を２億円から３億円増額することにより予算編成を

している状況であります。 

議員御指摘のとおり、不交付団体でることは相対的に財政が豊かであると認識
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されておりますが、当初予算編成時は先ほど申し上げました状況となっているこ

と、また、人口増を図り、「明るく元気で活力溢れる強いまち」、「次世代に誇

れるまち」を築くためのプロジェクト等へ引き続き財源を集中させる必要がある

ため、これらを考慮すると決して財政状況が豊かであるとは言いがたいと認識し

ております。 

今後の財政見込みでございますが、町税のうち法人町民税につきまして、当分

の間は平成３０年度当初予算で見込んでおります額で推移するのではないかと推

測しております。 

これに伴いまして、普通交付税の不交付期間が続くと見込んでいるところでご

ざいます。不交付ということは、自主財源で全てを賄うことであり、税収が落ち

込んだ場合の財政への影響は、恒常的に交付を受けている団体以上に大きなもの

となります。 

また、税収が増加した場合は、増加分の全てが自由に使える財源となるものの、

翌年度、交付税が不交付となる場合への備えとして増額分を蓄えておく必要があ

り、翌年度はその積み立てた財政調整基金を取り崩していくことになります。 

このことから、当分の間は財政状況は厳しいことに変わりはないと認識してい

るところであり、国・県の補助事業を獲得、交付税等財政措置がされる事業メニ

ューの選択、年度間で均衡した税収が確保できるようにさまざまな企業の誘致を

図りつつ、一方で、行財政改革を推進しながら安定した財政運営ができるよう、

引き続き努力していきたいと考えております。 

以上、貴多議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 貴多議員。 

○９番（貴多正幸） 今、お答えをいただいたわけですけれども、不交付団体とな

るからといって、決して財政が豊かであるというふうには見られていないという

ふうな見解だったと思います。今後どうしていくかということなんですけれども、

今も企業誘致の話もありましたが、竜王町産業振興に係る特別措置に関する条例

もありますように、企業誘致したからといって、すぐ増収につながるわけではな

いですし、この辺も見ながら考えていかないといけないというふうには思うわけ

です。 

特に、私も１０年間議員をさせてもらって、その都度予算・決算見させてもら

ってるんですが、決して竜王町って無駄遣いしてるわけではないんですよね。で

も何か財政が非常に苦しいというか、財政調整基金がなかなかたまらない。こう
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いう団体であるというのが何でやろとほんまに思うんですけども、１つに、これ

は違った物の見方かもわかりませんが、例えば、今回の竜王町議会定例会提出議

案説明資料の中にも、例えば拡充する事業とか、新規事業とか、毎年のように新

規事業が上がってくるわけですよね。そうすると、既存の事業がある中で新しい

事業がどんどんふえていくとなると、そんだけ予算規模も大きくなっていくのか

なっていうふうにも考えるわけです。そうした事業の見直しが１つ必要になって

きたのではないかなというふうにも考えますが、特に予算の審査をした中で、一

番僕もびっくりしたのが、一例をとってみると、紙おむつの購入費助成金ってい

うのは、執行部側からの説明ですと、６月末購入分をもって廃止するというふう

な説明がございました。これについては予算ですので、当初予算は６月末までの

分がついてるわけですが、それ以降については廃止すると。っていうことは、こ

の場合は、要綱とかがあるので議会に付すべきものではないので、そういった要

綱の改正については議会には上げてこられなかったんですが、もし条例改正やっ

たら、これは廃止する条例ということで出てくるわけですね。もともと４月の頭

から紙おむつ購入費の助成金をなくしていたら、これは全く予算にも反映しなか

ったので、なくなってるのか、これからどうなっていくのかというのが予算とし

て見れないので、なくなってることにひょっとしたら気づいていなかったかもわ

からない。けど、やっぱり事業として必要なものはしていかなければいけないし、

これはある程度考えてもいいんじゃなかろうかということについては考えていく

べきときだと僕は思うので、そういった面で見ると、新規事業については予算編

成時でも全協のときでも、こういった新しい事業をしますという詳しい説明を受

けるので、議会の中にも条例改正だけではなく、要綱等の事業についても事業を

見直すという点では、ある一定必要になってきたのかなというふうに考えるので、

その辺についてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（小森重剛） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 貴多議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

最初の回答で担当課長申し上げましたとおり、やっぱり行政財政の運営上、基

本的には出を抑えて入りを工夫すると、これに尽きるかと思います。そういった

中で、先ほど森山議員からもお話があったように、竜王町は今何をして、何をど

う向いてるのかという説明ということもしっかりしていかなければならないのか

な。何が言いたいかというと、以前あった施策を縮小して、新たにこういったと

こを重点的にすんねやと。ここの部分のスクラップ・アンド・ビルドというんで
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すか。こういったことは逆に地域住民の方に直接申し上げますと、今までサービ

スがあったのに、何わしらのサービスは抑えてこっち行く、こういう考え方なの

で、幸いにして先人の努力によりまして、そこそこ今までのサービスを維持しな

がら新たな施策にも費やせるという、税収も含めて、そういった部分もございま

したので、いずれ少子高齢化で、そういった不安定な財源の中では、やはりそう

いうとこもしっかりと住民の皆さんに申し上げながら、抑えるとこは抑えて、軸

足を置くとこをどこへ変換をしていくということについてしっかり伝えていきな

がら、住民の皆さん、当然議員の皆さんにも御理解求めながらやっていかなけれ

ば財政運営はできないかなと思っております。一例申し上げまして、そういった

形で見える化をして、住民の皆さんに周知をする。それと、先ほど地域で支え合

って福祉的なことも、これも従来ですと、やっぱり行政が中心となってサービス

を提供しておりましたが、アイデアを出しながら地域の皆さんで支えてもらって、

それなりの行政負担も抑え込んで回れるようにしていきたいかなと思っておりま

すので、そういったことを工夫もさせていただきまして、あわせまして、そうい

った行政、今の行政の進捗状況、こういったことのＰＲもさせていただく考えで

ございますし、また、もろもろのそういった施策に反映することで議会のほうの

皆さんにも、委員会、また全協、こういったことを通じましても逐次タイムリー

に報告すべきことは報告していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上

げたいと思います。 

貴多議員への再質問への御回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 貴多議員。 

○９番（貴多正幸） 事業のあり方については、今、副町長から答えいただいたの

で、そういった住民の皆さんの理解も得ながら、また進めてもらったらいいかな

というふうには、ある一定思います。 

次に、これは平成２９年第２回の定例会の一般質問で私が質問させていただき

ました、竜王町公共施設等総合管理計画の今後についてという質問をしたところ、

今年度におきましては、この今年度は２９年度です。各施設の所管課において類

型ごとに既存施設の利用状況や老朽化の状況といった現状を把握し、中抜きまし

て、その上で来年度において、これ３０年度です。その素案を全庁的に情報共有

し、内容が総合管理計画の方針に即したものであるか、また、優先的に取り組む

べき対象施設はどれかを見きわめられるよう検討体制を構築するとともに、住民

ニーズについても把握し、施設の類型ごとに個別施設計画として取りまとめてい
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きたいと考えておりますというお答えをいただきました。今年度については、そ

ういった利用状況や老朽化の状況を整理していただいているというふうに思うん

ですけれども、１つやっぱり、この施設についても今後考えていかないといけな

いというふうにはやっぱり思うんです。 

予算の説明のときに聞いたのが、ふれあいプラザの修繕については、たしか３

０万円を超える部分については役場が持ちますということだったんですね。施設

があるということは、徐々に老朽化もしていきますし、例えばふれあいプラザに

あるようなエアコンですと、天井にはめ込んでいるというか、埋め込まれている

やつなので、恐らく高額な金額になってくると思うので、そういった施設の管理

についても、今後の竜王町の財政について考えるときには、どうしてもはずせな

い要因かなというふうに考えますので、具体的に今年度については現状を把握し

ていただいてて、３０年度以降については個別施設計画をしていただきながらい

ろいろと考えていただくとは思うんですが、その施設についての考え方、また財

政との結びつきについてお答えをいただけたらありがたいと思います。 

○議長（小森重剛） 川嶋総務課長。 

○総務課長（川嶋正明） ただいま貴多議員の再々質問についてでございます。 

公共施設等総合管理計画についてでございますが、今年度着手は少しおくれま

したものの、年末から少しずつですが、庁内での調整なり、まずは現課からの思

いというのか、そういったところの照会をかけて、１月にそれらをまとめて、そ

の後、政策調整会議を経て、２回ほどの政策推進会議とはいかないんですけれど、

主監級以上で集まった中で議論しておるところでございます。まだ施設によりま

して方向性というのは決定はいたしておりませんけれど、およそ役場の事務方で

すけれど、そちらのほうでの方向性みたいのは、まだ引き続きですが議論してい

くというような考えで思っております。 

それと、こちらにつきましての今後の考えでございますけれど、目標に掲げて

おりますとおり、将来的にどちらかというと、大きなパイは今までよりは縮小し

ていく傾向にございますので、施設等についても少しずつ精査していって複合化

なりしていくようには考えておりますけれど、そちらのほうについても、新年度

以降についてはまだ調査経費等は上げておるところもございますが、今後、さら

に詳細については予算化させていただきますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

以上、再々質問にお答えいたします。 
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○議長（小森重剛） 次に、４番、森島芳男議員の発言を許します。 

４番、森島芳男議員。 

○４番（森島芳男） 平成３０年第１回定例会一般質問。４番、森島芳男。 

ＩＢＭグラウンド跡地のその後の進捗は。 

今までの答弁で、「平成２２年１月２０日に良好な住宅地を形成することを目

標とした竜王町松陽台地区、地区計画の都市計画決定を行いました。同時に開発

事業者においても住宅開発として平成２２年１２月２１日に都市計画法第２９条

の開発許可がおりた。」と聞いておりますが、いまだに開発事業者による事業が

着手されていません。 

平成２９年第２回定例会で一般質問をしたときも、「新たな開発事業者による

開発事業を進める考えを示された」と答弁されましたが、次の３点について伺い

ます。１番、その後の進捗状況は。２番、土地所有者と有効活用についての話を

されているのか。３番、町として独自に解決策を考えているのか。以上をお伺い

いたします。 

○議長（小森重剛） 井口産業建設主監。 

○産業建設主監（井口和人） 森島芳男議員の「ＩＢＭグラウンド跡地のその後の

進捗は」の御質問にお答えします。 

１点目の御質問につきましては、第２回定例会後の進捗状況でございますが、

二度土地所有者の本社へ出向き状況を確認しましたところ、開発事業者において

宅地として有効な土地利用を図るため、各施設の配置から宅地数の拡大を検討さ

れているとのことでした。 

その後も、三度本町に訪問される中において状況を確認しており、土地利用計

画を見直すことによって宅地数の拡大が見込まれるとのことであります。 

また、開発費用を抑えるため、造成高の高低差をなるべく縮小できるような造

成計画、手法について検討されておりますが、いずれも現計画と大きく変わるこ

とのないよう指導を行っております。 

２点目の御質問につきましては、当該地は地区計画により住宅地として位置づ

けていることを土地所有者も認識しており、町の施策であります町内在住・在勤

者のための住宅確保対策、また、企業誘致推進における住宅確保対策等の情報を

提供することにより、住宅地として有効活用できるようお願いしております。 

最後に、３点目の御質問につきましては、民間主導の開発でありますので、町

としての開発に伴う独自の解決策は考えておりませんが、滋賀竜王工業団地等へ
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の企業誘致を推進する中において企業従業員の住宅は必要と考えており、進出企

業への情報提供をしているところです。 

いずれにいたしましても、住宅地整備は重点施策プロジェクトの１つでありま

すので、早期に住宅整備が進むよう、さらに町として実施できる対策等について、

今後も土地所有者と協議を重ねてまいりたいと考えております。 

以上、森島議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 森島議員。 

○４番（森島芳男） ありがとうございます。２８年９月の第３回の定例会で、住

宅開発に結びつきませんが、今後も売却に向け、さらなる検討を進めるとのこと

でありましたと。その次は、２９年６月の第２回の定例会で、開発事業者におい

て調査、検討段階であるとの報告がございました。また、現時点においても開発

事業者において検討中であるとの報告をいただきました。また今回、検討中であ

るという言葉をいただくわけでありますけれども、よく新聞なんかで見てますと、

政治家が検討中ということは、これはでけんと。おまえ、いつまで同じこと言う

てんねやというふうな話を聞いたりするわけでありますけれども、その辺のこと

をどのようにお考えいただいてんのかということをお尋ねいたします。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） では、森島議員の今の御質問といいますか、お話にお答えを

したいと思います。 

私は就任させてもらってからＩＢＭの問題について、いわゆる竜王町の大きな

課題だという認識をしていまして、過去、東京に行くたびに事務所を訪れて、早

期の解決といいますか、宅地化をしてもらいたいということ、もしくは、できな

いのならば売却してもらいたいという話もしましたけれども、ＩＢＭも土地の今

の有効活用というか、あそこは遊休地ですので、不良資産になってるわけです。

したがって、一日も早くあそこを何らかの形で処分をしたいという思いは一緒で

ございます。したがって、我々としても、あそこにもともとの地区計画を張って

る、いわゆる優良な住宅地の分譲販売っていうことを進めてもらいたいという思

いは一緒でございますので、我々としても期待をし、早くやってもらいたい。た

だ、値段が合わんと。値段が合いませんということで今、一生懸命売り主と買い

主の間で交渉しているところでございます。我々の期待は、一日も早くいい土地

があそこで造成をされ販売されることですけれども、先ほど主監のほうからも説

明しましたけど、例えば高低差を低く抑えるっていうのは、できるだけコストの



- 149 - 

かからない方法で建設をしたいという業者の期待でもありますし、そういうとこ

ろでせめぎ合いといいますか、交渉中ということなんですね。したがって、我々

としてできることは、ＩＢＭなりに我々の思いを伝えること。結果として、一日

も早い造成なり分譲が実現することでありまして、では、それにかわる業者があ

るのかということになりますと、恐らく多分、今のところはないんだろうなとい

う思いを持っております。したがって、我々としては、一日も早く実現できるよ

うな形での動きを見守っている。我々としてできることは協力していくと、そん

な姿勢でございますので、もっと早くクイックリーにタイムリーに進めばいいん

ですけれども、そんな事情がございますので、もう少し我々としても様子を見て

いきたいしというのが今の状況でございます。決して全然話にも箸にも棒にもか

かんない状況を、単に我々として永遠と今のような説明してるわけではございま

せんので、御理解をいただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（小森重剛） 森島議員。 

○４番（森島芳男） ありがとうございます。３回目に町長に、東京を出張されて

んのにどうなってんねやということが我々には何も見えんなということでお伺い

しようと思ってたんですけれども、今お話がありましたので、できるだけ我々に

も、東京へ行ってこうやったというようなことを教えてもらえるとありがたいな

と思いますので、見える化という話をよく聞きますので、ひとつよろしくお願い

いたします。 

それでは、次の質問に入ります。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

４番、森島芳男議員。 

○４番（森島芳男） 平成３０年第１回定例会、一般質問。４番、森島芳男。 

教職員の働きやすい職場づくりとは。 

「業務改善加速事業を通じて、本来担うべき業務に専念できる環境及び子ども

たちと向き合う時間を確保することで、教職員の意欲ややりがいを高め、その使

命と職責を遂行し、健康で意欲的に働き続けることのできる職場環境づくりを目

指す。」とされていますが、以下について伺います。 

１、中学校の部活の指導業務が大きな負担とされているが、その負担を軽減す

ることと指導体制の充実を図るために「部活動指導員」を配置することにより教

職員の負担を解消することで、本来、教職員が担うべき業務環境となるのか伺う。 
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２つ目、子どもたちと向き合う時間を確保するとは、子どもたちにどのような

ことをするために確保される時間なのか、具体的な内容を伺う。 

３つ目、現在、この事業を進められていますが、現状はどうであるのか。また、

課題はどのようなものが見えてきたのか伺います。 

○議長（小森重剛） 森学校教育課長。 

○学校教育課長（森 幸一） 森島芳男議員の「教職員の働きやすい職場づくりと

は」の御質問にお答えいたします。 

まず１点目の、部活動指導員を配置することにより、教職員が本来担うべき業

務環境となるのかという質問についてですが、教職員の多忙化については、子ど

もの指導や支援に直接かかわる業務以外に、会議や打ち合わせ、そのための資料

作成、各種調査・報告書作成等にかかわる業務や保護者の方々への対応、地域、

関係機関、団体等の対応といった業務にも多くの時間が割かれていることが指摘

されています。 

部活動は、教育活動の一環として人間形成や自己実現の達成など、大きな教育

的意義のある活動であり、生徒の自発的な活動を教員が支えています。 

近年、中学校では、生徒数の減少により教員数が減じられる状況があります。

しかし、そのことにより、部活動の数を安易に減らすことについては、生徒や保

護者、地域のニーズから賛成できることではありません。 

部活動の数を安易に減らさないために、中学校では、１人の教員が複数の部活

動を担当したり、これまで全く競技経験のない種目を担当したり、本来部活動を

担当することのない事務職員までが顧問を担当したりしています。 

部活動指導員は、これまでの外部指導者とは異なり、部活動の技術指導を行う

だけでなく、大会への引率や審判、部活動の管理運営等を行うことを職務とする

非常勤職員です。 

日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応について、当該部

活動担当教諭と部活動指導員が情報交換を行うなどの連携を十分に図ることを条

件に、校長が部活動指導員に対して、部活動の顧問を正式に命じることができま

す。 

専門的な知識や技術を持った部活動指導員を配置することにより、生徒はより

専門性の高い指導を受けることができます。また、顧問不足が解消されるととも

に、教員が自分の得意な種目を担当できたり、部活動の数をふやしたりすること

もできます。 
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以上のように、部活動指導員を配置することにより、中学校の部活動全体の質

を高め、活性化することにつながるとともに、教職員が部活動の指導も含め、子

どもの指導や支援に直接かかわる業務に専念できる一助になると考えております。 

２点目の、子どもたちと向き合う時間を確保するとは具体的にどのような内容

かという質問についてですが、例えば、子どもの実態を踏まえたどの子にもわか

る授業をすることや、そのための教材研究や準備は、授業を通じて子どもたちと

向き合う極めて大切な取り組みだと考えております。 

子どものさまざまな相談に乗ったり、気になる子どもへの声かけや支援、さら

に小学校では、子どもたちと一緒に運動したり遊んだりして、触れ合いを深める

ことで一人一人の子どもの様子をつぶさに捉えることも、子どもと向き合う大切

な時間であると考えております。 

このように、教育の質の向上を図っていくためには、何よりもまず、教員が一

人一人の子どもと向き合い、指導を行うための時間を確保することが重要である

と考えております。 

３点目の、この授業の現状と課題は何かという質問についてですが、本町で取

り組んでおります「学校現場における業務改善加速事業」の中の業務改善アシス

タントの配置について申し上げますと、教職員を対象にしたアンケート結果では、

業務改善アシスタントの配置により「効果的に業務ができるようになった」と感

じている教職員は、小学校４３．１％、中学校６０．０％と最も多く、「児童生

徒の指導に充てる時間がふえた」が、小学校４１．２％、中学校４８．０％、

「教材研究や授業準備に時間を使えるようになった」が、小学校３７．３％、中

学校４０．０％です。このことから、業務改善アシスタントの配置による効果は

非常に大きいことがわかりました。 

こうした成果を踏まえ、来年度は国・県が３分の２を負担する補助事業を活用

して、スクール・サポート・スタッフや部活動指導員を配置したいと考えており

ます。 

そのため、これらに係る経費を平成３０年度予算案に計上し、議会の御審議を

お願いしているところです。来年度配置いただければ、教育の質の向上と働き方

改革の両立を目指し、効果的に活用させていただきたいと考えております。 

竜王町教育委員会では、学校が時代の変化に合わせ、多様な教育課題に対応で

きるよう「質の高い教育」を継続・発展させていくことが重要であると考えてお

ります。そこで、竜王の教育の質の向上と、健康で元気に満ちあふれた教職員の
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働きやすい職場づくりを、バランスよく両立していくことが今後の課題であると

考えております。 

以上、森島議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 森島議員。 

○４番（森島芳男） ありがとうございます。教職員の働きやすい職場にしていた

だき、生徒が健やかに育つよう教育していただくことを希望いたしまして、質問

を終わります。 

○議長（小森重剛） 次に、８番、古株克彦議員の発言を許します。 

８番、古株克彦議員。 

○８番（古株克彦） 平成３０年第１回定例会一般質問。８番、古株克彦。 

スポーツ振興と施設の管理について。 

２０２４年の滋賀国体にスポーツクライミングの競技開催が内定されました。

今後、この競技に向けての取り組み及び競技施設の整備・管理について伺います。 

１、平成３０年度新規事業、スポーツクライミング普及啓発事業を取り組みさ

れているが、総合運動公園のスポーツクライミング施設の利用状況及び学校の授

業に取り組むなど、町を挙げてのまちの競技にするのか。 

２、総合運動公園ドラゴンハットのスポーツ施設は国体に向けて整備されると

思うが、現在雨漏りが数カ所見られ、音響設備については最悪の状態で放置され

ているが、今後の修繕計画はどうか。 

３番、竜王西小学校の体育館でスポーツ少年団がバレーボールなどの対外試合

や練習をしているが、床の傷みが激しく、けがをしている児童もいたと聞いてい

る。以前、体育館の補修計画があったものの、地盤沈下の改修工事が先行された

経緯があり、その後の計画はどのようになっているか。以上、３点について伺い

ます。 

○議長（小森重剛） 竹内生涯学習課長。 

○生涯学習課長（竹内 修） 古株克彦議員の「スポーツ振興と施設の管理につい

て」の１点目の御質問にお答えいたします。 

スポーツクライミングは、２０２０年の東京オリンピック正式競技に採用され

たこともあり、近年、若者を中心に注目度と人気が高まっている競技であります。 

２０２４年に滋賀県で開催される国民体育大会では、本町がこの競技の開催予

定地として、昨年７月末に県の内定を受けているところです。 

町内では、公益財団法人竜王町地域振興事業団が、国体の開催地予定地である
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竜王町総合運動公園内に昨年６月にボルダリングウォールを設置され、普及啓発

に取り組まれております。 

この施設の利用状況でございますが、土日を中心に多い月には延べ９００人以

上の利用があり、６月中旬から２月末までの間で延べ４，６００人の方々が利用

されたと聞いております。 

このように、町内外を問わず、子どもから大人まで幅広い方の利用があり、注

目度の高いスポーツであることから、国体の競技誘致を契機に町を挙げてボルダ

リングの普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 

このことから、平成３０年度におきましては、学校園、各種団体、県山岳連盟

（競技連盟）及び滋賀県との連携協力のもと、普及講座の開催や体験事業を通し

て、町民の皆様にボルダリング協議の魅力や楽しさを発信していくとともに、町

ホームページや広報等による普及啓発を推進したいと考えております。 

その取り組みの１つとして、両小学校体育館の肋木に固定する仕様のボルダリ

ングウォールを設置し、子どもたちを中心にさまざまな年齢層の方々が、身近に

ボルダリングを楽しめる環境づくりを進めていきたいと考えております。 

ボルダリング競技は、子どもから大人まで幅広く取り組むことができるスポー

ツであり、本町が推進している町民のスポーツの日常化に向けた効果的なアプロ

ーチができ、町民の健康寿命の延伸や子どもの体力向上を促進することにつなが

るものと大いに期待しております。 

以上、古株議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 森建設計画課長。 

○建設計画課長（森 徳男） 古株克彦議員の「スポーツ振興と施設の管理につい

て」の２点目の御質問にお答えします。 

竜王町総合運動公園内にありますドラゴンハットは、平成８年８月に当時全国

的に珍しい屋根つき多目的グラウンドとして供用開始され、町民運動会を初め、

各種イベント等、さまざまな用途で多くの方に利用していただいております。 

しかしながら、供用開始から約２０年が経過しており、議員御指摘のとおり、

現在屋根からの雨漏りについては、わかる範囲で１０カ所程度確認しております。 

雨漏り対策については、屋根を業者により点検を行い、原因箇所が特定できる

箇所につきましては、部分補修を行っておりますが、ドラゴンハットの特徴とし

て、屋根の形状がドーム状でありますことから、傾斜が急な箇所については点検、

補修自体が困難な箇所もあり、詳細な点検・修繕をするためには多額の経費が必
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要となり、イベント等の開催に際しましては、雨天時に雨漏りをしている部分が

ある旨をお伝えしながら利用していただいている状況であります。 

次に、音響設備につきましては、建物の構造上どうしても音が反響してしまい、

残響が大きく、イベント等においては、聞こえづらい状況でもあります。 

過去に実施いたしました音響設備検証測定及びデモンストレーションにおきま

して、音響環境を良好にするためには、スピーカーの調達、機器整備等、大規模

な修繕が必要との結果でありました。 

また、修繕に当たっては高額な予算確保も必要でありますことから、現時点に

おきましては、修繕は困難であるとの判断をしております。 

現在、少しでも反響を抑えられるように、天井部に配置されているスピーカー

は使用せず、側面部のみを使用することや、スタンドスピーカーを使用しての対

応をしております。 

いずれにいたしましても、当該施設については、町民皆様のスポーツ、レクリ

エーション等の拠点施設でもありますので、早期修繕に向けた対策を講じる必要

があると考えており、まずは今年度から来年度にかけて総合運動公園の長寿命化

計画策定に向けて取り組んでいるところであります。 

今年度におきましては、施設の健全度調査を実施し、来年度におきましては、

修繕方法等も検討した中で、施設の長寿命化に向けた修繕計画を策定します。 

今後の対策といたしましては、この修繕計画をもとに国の補助金等の活用も検

討しながら施設の機能充実に努めてまいりたいと考えております。 

以上、古株議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 田邊教育次長兼教育総務課長。 

○教育次長兼教育総務課長（田邊正俊） 古株克彦議員の「スポーツ振興と施設の

管理について」の３点目の御質問にお答えいたします。 

竜王西小学校の体育館の補修計画についてですが、担当課と学校だけなく、専

門的な業者も交えての点検を継続して行っているところであり、専門業者の意見

としては、部分的な補修や修繕の必要性はあるものの、体育館の床全面にわたる

大規模な修繕はすぐには必要ないとのことであります。 

このことから、一部傷みのある補修の必要な部分については、平成３０年度の

修繕費の中で対応する計画でありまして、修繕の時期につきましては、学校とも

相談し、行事等で体育館の使用の集中する年度当初及びグラウンドが使えないこ

とが多い梅雨時期を避けた上で実施する予定であります。 
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さらには、学校開放で利用される各種団体の方々にも事前に周知させていただ

いておりまして、実施時期が決定しましたら、改めて使用の制限等の御協力をお

願いしたいと考えております。 

また、屋根や床全体を含めた体育館の大規模改修計画については、国において

平成３２年度末までに策定が求められております「竜王西小学校の長寿命化計

画」を策定した上で、校舎も含めた学校施設全体の改修として取り組んでいく方

向で考えております。 

いずれにしましても、子どもたちをはじめとした町民の皆様に安全で安心して

使用していただけるよう、適切な対応をしてまいりたいと考えております。 

以上、古株議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 古株議員。 

○８番（古株克彦） 先日、平昌オリンピックで、日本の選手が随分メダルを獲得

しました。その中で、女子のカーリングについては銅メダルをとって、きのう凱

旋パレードをやったと。地元の北海道の北見市は、一躍全国に名をはせたわけで

すけども、やはりこういったスポーツ振興ちゅうのは、何か１つを契機にして、

町を挙げて、そういう競技に町民全員が取り組むというのも、１つのいろんな意

味での波及効果はあるんではないかなと思うわけですけども、その中で、このス

ポーツクライミングを竜王町としてまちのスポーツ振興の大きな競技の１つとし

て取り上げ、竜王町の名をはせるような、これはまた非常に時間もかかることで

すし、北見市のカーリングについても、現在メダリストになった人たちが小さい

ころから取り組んできて、やっと日の目を見たわけですけど、竜王町として、そ

ういうふうな考えで取り組む考えがあるのかどうか。ここら辺の問題について、

教育長のお考えを聞きたいと思います。 

それと、２つ目の問題につきましては、確かにドラゴンハットの屋根の修理は

大変だっちゅうのはよくお聞きしております。音響については、一般質問があっ

た後に調査をしてというような回答のあった内容のことはお聞きしておりますけ

ども、このドラゴンハットはゲートボールを中心にして、全天候型ということで、

町内だけじゃなくて、滋賀県全体からお年寄りがお見えになってんです。その中

でいつも言われるのが、何言うてるのかさっぱりわからんと。開会式にいろいろ

会長なり、町長杯であれば町長が挨拶するわけですけど、何言うてるかさっぱり

わからんというふうなものが延々と二十数年続いてるわけですね。これもある意

味では竜王町の顔でもあるんです。やっぱり名神高速道路の横を通って、あれは
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ドラゴンハットや、竜王町やと、こう言う。その施設が実際に中入ったら、この

音響効果全くないと。これが延々と続いてるわけですわ。少なくとも長寿命化計

画、こういった部分の中、ましてや国体を控えるに当たって、町としてどういう

ふうにやるんだと。計画を待ってるだけで、手をこまねいているというような今

の答弁だったと思うんです。そうじゃなくて、国体に向けて、これを契機にして、

国の補助金と交付等ももらって、こういう形にするというふうな強いそういう回

答をもらえないのかどうか、これを１つ。 

それから、３つ目の西小学校の体育館については、以前同僚議員が質問して、

修繕計画というのが実際に補正にも上がって計画ができたんですね。その後、例

の地盤沈下の問題があって、その後、続いてやるっていうふうな、そういう雲行

きだったんですけども、その後１年以上ほったらかされて、やっとこの３０年度

に計画するということなんですけども、体育館の床ちゅうのは毎日、特に土日は

スポーツ少年団の子が使ってるんです。現にバレーボールで滑り込んでストッキ

ングが割けたり、すり傷をしたり、こういう少年少女がいるわけですわ。それが

公になってないかどうか、あるいは教育委員会にそういう声が届いてないのかど

うかわかりませんけど、大けがしてからでは取り返しがつかないと思うんです。

これは前の同僚議員が質問したときもそういうことを言ってるわけです。その後、

どうやの、修繕したのかいな、いや、何にもしてないみたいやというふうなこと

ですので、部分的に補修してるとはいうものの、実際にけがをしている子もいる

わけですから、ぜひひとつ早急な取り組み、時期とか何とかこちょこちょ言うと

らずに、春休みとかやるような部分的な補修であれば、そういった取り組みをぜ

ひ、誠意を見せていただけたらというふうに思うんです。この３点について再質

問させていただきます。 

○議長（小森重剛） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） 古株議員の再質問の１点目についてお答えをし

たいと思います。 

今回の古株議員の御質問の一番の趣旨は、私は今回のスポーツクライミング、

とりわけボルダリング競技を町を挙げての取り組みとするのかどうかと、そうい

う意気込みがあるのかどうかということをお聞きになっているのではないかと当

初から思っておりました。結論から申しますと、その意気込みを持っております。

実は私、この御質問をいただくに当たって、まさにきのう、古株議員がおっしゃ

ったようにテレビを見ておりまして、北見市でカーリング女子がパレードをされ
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る。しかもトラックをちょっと化粧して、そのトラックにカーリングの日本代表

選手が乗って、町なかをパレードすると。そこには１万２，０００人からの方が

見に来られてたと、こんなようなニュースがＮＨＫニュースを初め、ほかのニュ

ースでもいろんなところで流れてたんではないかと思います。私はそのニュース

を見てまして、これだというふうにある意味思いました。まちおこしとか地域お

こし、実は北海道の北見市というのも、人口減少ではいろんな問題があるのでは

ないかなと。市全体は１０万人そこそこの市だとは思いますが、なかなか厳しい

状況もあるのではないかと思いますが、まさにカーリングが地域を変えるという

か、地域をおこしているという、すばらしいその姿を見させていただいたところ

でございます。 

今回、再質問等でこういう質問をいただければ、私のほうから北見市を例にカ

ーリング女子による地域おこしにつながる、スポーツを通して地域振興につなが

ったという実例を参考にしながら、私たち竜王町としてもやっていきたい、そん

なふうにお答えをしようと思っていたところでもございます。 

したがいまして、今回、スポーツクライミングを誘致する。国体の競技誘致自

体が竜王町初めてでございます。まずは国体をしっかり盛り上げていくと、元気

な竜王町として国体も誘致して頑張るんやと、まずこれが１つだと思っておりま

す。その上でスポーツクライミングを選んだということは、今、若者にも人気が

ありますし、最近大津市にも大きな施設ができたというようなことも聞いており

ます。ただし、公共的な施設というのは市町ではございませんし、そういった中

で今、地域振興事業団ではミニボルダリング施設というのを設置してもらいまし

たが、相当の人気もあります。そういったことをあわせて、総合運動公園にさら

なるそういう施設も充実すること。国体の施設をどうするかは別途考えていかな

ければなりませんけれども、恒久的に使っていって、ボルダリングのまち竜王、

ボルダリングの聖地竜王とまではいかないかもしれませんが、そんなぐらい言っ

てもらえるぐらい、これから取り組みを始めて、そして国体を契機にさらにその

ことが続いていって、ひいては名神高速道路の竜王インター、そして大型商業施

設、そして総合運動公園のボルダリングというようなところを回っていただいて

いて帰っていただける若者がふえたらうれしいなと。そのぐらいの意気込みを持

って、この事業については取り組んでまいりたいというふうに考えております。

したがいまして、その意気込みとしては今申し上げたとおりでございますが、一

方でそれを始めなくてはいけませんので、３０年度につきましては、まずは子ど
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もたちに身近に触れてもらう、楽しんでもらおう。そこからできれば小学校の高

学年、あるいは中学生の若い子に興味、関心を高めてもらって、選手育成も少し

していければということで、やっぱりせっかくの滋賀国体、そして竜王がスポー

ツクライミングの会場でございますので、やっぱり竜王から選手を輩出したい。

そんな意気込みも持ちまして、３０年度はまずは一歩踏み出していきたい。それ

と当時に町民の皆さんへ普及啓発していくこと、広報を通じて、あるいはホーム

ページを通じて、あるいは講習会を通じて広げていきたいなと、そんなふうに考

えながら、まずはスタートを切っていきたいと、そんなふうに思っているところ

でございますので、大変心強い御支持をいただきましたので、頑張ってまいりた

いと思います。 

以上、１点目についての回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 森建設計画課長。 

○建設計画課長（森 徳男） 古株克彦議員の再質問についてお答えさせていただ

きます。 

まず、音響設備について、今後、国体も考える中でどうかということの御質問

であったと思います。先ほど当初の回答でもさせていただきましたように、まず

は総合運動公園全体をうちとしては管理をさせていただいているところでござい

ます。その中では、平成８年を皮切りにドラゴンハット、また平成１０年以降に

つきましては、体育館等も整備をさせていただいたところでございます。やはり

今回、長寿命化計画をさせていただいておりますのは、安全で安心に使っていた

だくということが第一でございます。当然１０年以上たっている施設もございま

すので、経年劣化等もしてます。そうした中で、まず安全に使っていただく施設

の整備、これも必要なことでございますので、その部分も含めた中で今回長寿命

化計画を策定し、また、その中でも、音響設備につきましても検討の中に入れさ

せていただいて、限られた予算でありますので優先順を決めながら進めをさせて

いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 田邊教育次長兼教育総務課長。 

○教育次長兼教育総務課長（田邊正俊） 古株克彦議員の３点目の再質問について

お答えさせていただきます。 

先ほどお答えさせていただきましたように、平成３０年度におきましては、た

ちまちの修繕ということで、対応する場所としては十数カ所を特定させていただ
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いております。そして、安全安心な施設利用ということは大前提でございますの

で、従来も努力してまいりましたが、今後においては定期的な担当課、担当者の

目視、また場合によっては、手で触ったりした点検であったり、常日ごろは学校

の教育活動で利用されておりますので、先生方から情報をいただくということを

あわせまして、社会体育として夜間であったり休日に利用していただいている

方々についても生涯学習課がたちまちの窓口でございますので、そちらのほうと

連携を密にしながらその状況把握に努めて、必要な対応措置をきっちりと対応さ

せていただいていきたいというのがまず１点でございます。 

それと、大規模改修の考え方でございますけれども、今ほどドラゴンハットの

ことでも森課長触れましたが、また、さらに大きくは町の公共施設のあり方とい

うものと大きくリンクしてまいります。そういった中で、財政的なことも勘案す

る中、長寿命化の場合と従来の学校施設の補助事業の場合の財政的な差を見ます

と、やはり大きな差といたしましては、地方財政措置が長寿命化によりますと４

０％上乗せされるというメリットがございます。さらには、長寿命化と大規模改

修の性格づけが違うところでございます。大規模改修については学校建物、体育

館のみならずですけれども、損傷箇所であったり、劣化したところの復旧措置と

いうのが大前提の補助事業ということで国は考えております。ただ、長寿命化と

いうスタンス、このコンセプトといいますのは、ただ単に施設が長もちするとい

うことのみならず、長寿命化することによって、今後の時代に求められる機能に

ついては、機能強化といいますか、機能向上も含めて補助の対象となるというこ

とで、原形復旧のみならず、さらに将来を見渡した中での長寿命化ということも

検討できるというような枠組みになってございます。 

そういったことから、教育委員会といたしましては、平成３０年度につきまし

ては、今申し上げましたように修繕対応をしつつ、３１年度においては長寿命化

計画を具体的に策定に取りかかっていき、町の全体の公共施設の管理計画の中で

は、やはり優先順位の上になるように努力をしていきたい。そういった中で、将

来にわって付加価値をつけたような形の中で施設改修をさせていただければとい

うふうに思って、現時点では考えております。 

以上、再質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 古株議員。 

○８番（古株克彦） なかなか納得できるような回答は、１番、３番についてはい

ただけた、何とかやろうというふうな回答のように聞こえましたけど、２番目の
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ドラゴンハットの改修については、お金がかかるっちゅうのは重々目に見えとる

わけです。でも、何かやりようはいっぱいあるんじゃないかと。例えば、あれだ

けの利用率があるわけですから、そういった収益の中からいわゆる修繕費を捻出

してくるとか、何かいろんな方法があると思うんですよね。実際、現に我々もゲ

ートボールの滋賀県大会、いろいろ何回もやってるわけですね。年金受給者の会

も県の大会があそこで全部やられるわけです。一部長浜ドームではやっておられ

ますけども、全天候型ちゅうのは非常に利用価値が高いし、普通大体屋外でやる

場合はゲートボール、２日会場を押さえるんです。雨天順延の場合、こういうふ

うな形で。あそこだと１日で済むわけですね。そういうことで非常に利用効率が

高い会場でもあるわけです。その中で、滋賀県下から来た選手たちが、先ほどか

ら何遍も言いました音響装置については、何か竜王町の名前が、せっかく来ても

らったのに、あそこでトーンダウンしているいうふうなところがあると思うんで

す。何とかやり方の工夫を、ずっと２０年来、２２年になるんですかね。ここ１

０年ぐらいに大規模改修等計画で調査をされたと思うんですけど、手をつけてい

ないんだと、全く一緒なんです。今の回答も全く手をつけませんと。修繕計画に

基づいて、長寿命化計画に基づいてやります。その中でどういう回答が出てくる

のか。そうやなくて、少なくとも今の施設を有効に利用していただくために、ど

ういう意味で修繕していくかというふうな、町としてのいわゆる見える化につい

ての、ことしはこういうふうにやっていくんだと、何かそういうふうな具体的な

もの、また原資についても、国の補助金ばっかり頼るのは、そういうものは限界

があると思うんです。我々地区に対しては、自治会はみずからいろいろ運営して

くださいということを言ってるわけでしょ。そういう意味の中で、やはりドラゴ

ンハットについても、地域振興事業団にそういった考えなり、そういうものも踏

まえて、いろいろ考えていただく必要があるんじゃないかなと。何も建設計画課

だけで頭こねくり回して、何ら対策が出てこないというような状況では困ると思

うんです。そこら辺をどういうふうに思ってはる。これに関しては副町長が長い

こと取り組んでおられるんで、ちょっと考えをお聞きしたいです。 

○議長（小森重剛） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 古株議員の再々質問、特に総合運動公園ドラゴンハットの

利活用なり、今後の維持管理についてお答えをさせていただきたいと思います。 

現実のところ、手をこまねいているというのは事実でございます。私は事業団

の理事長になりまして、現場のほうへ行かせてもうて、いろんなことを職員さん
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とお話しする中に、財源確保の中では、議員おっしゃるように竜王町のアグリパ

ークとか道の駅もありますけど、あそこで一番恩恵をこうむっておられて、町外

の方が利用されるのはあの施設かなと思います。スポーツ少年団の交流大会もあ

りますし、サッカー大会もありますし、当然ゲートボール大会も県内外、近畿大

会もやっておりますので、できたらその人たちにふるさと納税でもしてもらえん

やろかと。そこでふるさと納税してもろたら、その分をドラゴンハットの修繕に

持っていけんかなというようなことを少し内部で検討しながら、また商工観光課

のほうと詰めていきたいと思っておりますので、あそこで一番ＰＲをしやんと、

いわゆるふるさと納税増額も大変厳しいんじゃないかなというふうに思っており

ますので、一部を財源確保一例として考えております。 

それと、実際音響が悪いので、やっぱり自分の事業団の職員さんいろいろ工夫

をしてますが、工夫は足らんかなと思わさせてもらいました。ついてあるもんの

スピーカーを向き変えたりいろいろしてるんですけど、一番ゲートボールでやっ

てはんのが、スピーカーを目の前に持っていったらそこは聞こえるということで

すので、可動式のスピーカーが既にあるんですわ。それももう少し利活用、来て

いただいた方に、可動式のスピーカーで流すとか、そういう意味では、可動式の

スピーカーをふやしてスポットで流す工夫ができんやろかというようなことで、

今、当然我々管理する側の立場ですので、そういった備品等の整備も一部、私は

両方の立場もありますけど、事業団としてはそういったことも含めて町側にも求

めながら、まずは音響の中で、できるだけ聞きやすい形でのスポット対策みたい

なもんについては、４月以降具体的に進めようと思っておりますし、既存の施設、

一部移動式スピーカーを増強しましたので、そういった形でまず実験もしていき

たいかなと思っておりますので、そういう意味でまた御協力もいただきたいと思

います。 

古株議員の質問への御回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） この際、申し上げます。ここで午後２時４５分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後２時３０分 

再開 午後２時４５分 

○議長（小森重剛） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１１番、岡山富男議員の発言を許します。 

１１番、岡山富男議員。 
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○１１番（岡山富男） 平成３０年第１回定例会一般質問。１１番、岡山富男。 

学校現場における業務改善加速事業について質問させていただきます。 

今年度、教育委員会では、文部科学省の委託を受け、教職員の業務を手助けす

る業務改善アシスタントを小学校に週１６時間、中学校に週２０時間配置され、

効果があったと聞いています。滋賀県教育委員会は２０２０年度までに職員の大

幅な残業減に取り組まれます。その中に「スクール・サポート・スタッフ」の配

置や「部活動指導員」の配置などを検討されておられます。ある新聞記事で、県

教育長は、このことを踏まえ「教育は勤務に特殊性があり、児童生徒の課題も複

雑化している。絵に描いた餅に終わらないようにしっかりとやって行きたい」と

言われていますが、今後、竜王町教育委員会としてどのような考えを持っておら

れるのか、お伺いいたします。 

○議長（小森重剛） 森学校教育課長。 

○学校教育課長（森 幸一） 岡山富男議員の「学校現場における業務改善加速事

業について」の御質問にお答えいたします。 

本町では、文部科学省委託研究「学校現場における業務改善加速事業」のモデ

ル地域として、「教職員一人ひとりの働き方改革による子どもたちと向き合う時

間の確保と健康で意欲的に働き続けることのできる職場環境づくり」をテーマに

学校の業務改善に取り組んでおります。 

議員御指摘のように、今年度、業務改善アシスタントを小中学校にそれぞれ配

置したり、学校共同事務室との連携を図ったりして、教職員の事務的な仕事であ

る、授業で使用する教材等の印刷や物品の準備、宿題等の提出物の確認、小テス

ト等の採点、統計情報等のデータ入力や電話対応などの負担の軽減を図ってきま

した。 

また、教職員の残業時間と仕事の持ち帰り時間の把握と分析から、改善目標を

設定することにより、業務の具体的な見直しと教職員の意識改革を進めてまいり

ました。これらにより、教職員として本来担うべき業務に専念できる環境や児童

生徒と向き合う時間を確保することに成果が出ています。 

先ほども回答させていただいたように、業務改善アシスタントの配置により

「効果的に業務ができるようになった」、「児童生徒の指導に充てる時間がふえ

た」、「教材研究や授業準備に時間を使えるようになった」と感じている教員の

割合が高いというアンケート結果を得ております。 

本町における業務改善アシスタントの配置の成果も踏まえて、来年度、国・県
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では補助事業としてスクール・サポート・スタッフを市町の希望に応じて配置す

ることを決定されました。 

本町においては、かかる経費を平成３０年度予算案に計上し、議会の御審議を

お願いしているところです。 

また、中学校における運動・文化部の活動の活動に係る技術的な指導に従事す

る「部活動指導員」を配置することにより、部活動の指導体制の充実を図ること

も計画しております。専門的な知識・技術を有する指導員が指導することにより、

中学校における部活動の指導体制を充実させることができます。 

本事業も、国費と県費で３分の２、町費で３分の１を負担する補助事業であり、

かかる経費を平成３０年度予算案に計上し、議会の御審議をお願いしているとこ

ろです。 

部活動指導員の配置は、中学校の部活動指導を充実させるとともに、教職員の

減少による顧問不足を解消することにもつながります。配置が実現すれば、竜王

中学校ではこれまで地域クラブとしてきた競技を、部活動に正式に加えることも

検討していると聞いております。 

学校は、子どもたちの「たくましく生き抜く力」を育むために教育の質を高め

ていくことが求められます。そのためにも、教職員が誇りや情熱を持ち続け、学

習指導や生徒指導等に集中でき、健康で生き生きと勤務することのできる環境整

備が必要です。竜王町教育委員会では、今後もキラリと光る竜王の質の高い教育

と教職員の働き方改革をバランスよく進めてまいりたいと考えております。 

以上、岡山議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 岡山議員。 

○１１番（岡山富男） 回答をいただきましたが、県は来年度からという話がある

んですけど、特に竜王町の場合は、いち早くこうやって取り組んで、先日新聞等

でも大きく取り上げていただいているというのが現実です。やはりこれが竜王町

としても続いてということで、また県も続いて今度はこれを取り上げて、県下一

斉で県内どこでもやるということなんですけども、これ自体がほんとに続けてい

けるんかどうか、これが一番問題になってくるんかなと思います。１年たったら、

あれは１年ぽっきりのもんですよとか、３年間だけですよとか、それじゃあ先ほ

ど言いましたように、絵に描いた餅になってしまうという感じになりますんで、

これを継続していくというのがほんとの意味が出てくるんじゃないかなと思いま

す。あと、教職員さんの働きの改善として、どんだけ成果が出てくるんかなとい
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うのが、これが今後出てこない限り、ただ単なるそういう補助しただけで終わっ

てますよという感じになってきたら、何の意味もないと違うかなと思います。こ

れを通じて、あとは地域との連携ですね。教職員だけがよかったよかったじゃな

くて、それ自体が竜王町として、ほんとに学校と地域が一体になってるねという

感じまでにならないと意味がないと思うんですよね。そういうとこら辺までしっ

かりとやっていけるのかどうかというところをお聞きしたいなと思います。 

○議長（小森重剛） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） 岡山議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

まず、１点目でございますけれども、この取り組みは継続性が非常に大事だと

いうことをおっしゃっていただいたところでございますが、実はこの事業は、昨

年教育民生常任委員会の場でもお話をさせてもらったことがあったかと思います

が、国の委託事業として業務改善加速事業というのを受けて、より教育の質を高

めると同時に教職員の働き方改革を進めて、結果として子どもたちの健やかな成

長につないでいくと、こういう願いの中でやってきたところでございますが、そ

の中に業務改善アシスタントという取り組みを入れました。これは、いわゆる先

ほど学校教育課長が申しましたように、さまざまな指導以外の事務的な仕事があ

るところをアシスタントの皆さんに助けてもらうことで、より子どもたちへのか

かわりをふやしていくと、こういう取り組みでやってきたところですが、この取

り組みが大変効果があるということで、県から国へその話が広がりまして、新た

な業務改善加速事業の枠組みとは外して、別途スクール・サポート・アシスタン

トという制度を加味していこうということで、国と県に３分の２を持ってもらっ

て、町が３分の１を持つような形で、補助事業として新たに全国的な取り組みに

展開されたと。それに今回手を挙げて、私たちも議会で審議をお願いしていると

ころですけれども、そういう形で広がってきた取り組みですので、ぜひこれは、

これからのより一層複雑多様化する教育をしっかりと進めていくためには、こう

いうスクール・サポート・スタッフというような制度が大事だということが認め

られたわけですから、しっかりと継続してもらえるように、県・国にも私たちも

しっかり働きかけをしていきたいし、町としてもそれを続けていけるような対応

も考えていきたいというふうに思っております。１年限りのような取り組みにな

らないようにもちろんしていきます。 

先ほど、名称が業務改善アシスタントというものが、来年度からはスクール・

サポート・スタッフというような名称になりますが、名称こそ違いますけれども、
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中身的には教職員が補助的に事務を手伝ってもらえることで子どもたちと向き合

ったり、あるいはしっかりと保護者さんと対応できたり、具体的な授業づくりに

時間がかけられるようにしていくことが大事だというふうに考えておるところで

ございます。 

２点目に、この成果がどれだけ出ているかということが大事だということで、

これについては先ほど森島議員のところでも学校教育課長のほうから具体的にこ

ういう成果が上がってるというところを申し上げたところですが、実際にその数

字的なことも含めて、成果を検証していくことが大事やと思っておりますので、

引き続き継続して、この取り組みを続けていくことでどういう効果が出てるのか

を検証していきたいと思っております。 

ただ、スクール・サポート・スタッフだけの問題ではなくて、やっぱりいろん

なことを改善していかなくてはいけませんので、例えば業務を複数チームでやっ

ていくとか、あるいは地域の皆さんに協力をしていただいて、地域で力をかして

いただくとか、そういった形、あるいは事務的なこともパソコンなどコンピュー

ターを有効に活用しながら、校務支援ソフトをそこへ導入して、校務をより軽減

していく。そういうことを総合的にやりながら、より充実した取り組みにしてい

ければと思っております。 

最後に、こういった取り組みが地域と連携してということで、一層そういう取

り組みが広がっていかなくてはならないということでおっしゃっていただいたと

ころですが、これについては先ほどの１つあります、今度新しく省令で認められ

ました部活動指導員制度を導入して、地域でその道に大変力を持たれている方を

顧問としてお願いをすることによって、指導もあわせて、また引率、審判もあわ

せて力をかしていただく中で生徒も充実できるし、教職員にとっても自分のやり

たい部活をまた新たに見つけることもできると、こういうことで部活動指導員制

度を活用したいということと、もう１つは学校応援団事業、竜王町は公民館を中

心に取り組みをしてもらってますが、そこに統括マネジャーを置いて取り組みを

しておるところですが、これもより一層継続をさせていくことと、公民館事業で

学ばれたことを生かして学校への指導、例えば水墨画の指導であるとか、あるい

は竹細工の指導であると、そういったことを子どもたちの指導にも生かしていた

だく。そういう形で、学校応援団的な力で学校と一緒になって取り組み広げてい

ただけたらというふうにも思っております。 

そういったことで、学校とそしてよりそういうことに、部活動を初め、力をお



- 166 - 

持ちの方の御尽力、さらには学校応援団の力もかりて総合的に取り組みを広げて

いく中で、結果として竜王の教育の質が高まっていくと同時に教職員の働き方改

革がしっかりと進めていけるようにしていきたいと、こんなふうに考えておりま

す。 

以上、再質問のお答えといたします。 

○議長（小森重剛） 岡山議員。 

○１１番（岡山富男） ありがとうございます。特に、この部活動とか、学校応援

団とか、そこら辺よくわかったんですけど、やはりそん中で生徒ですね。最後は

生徒なんですよね。生徒がやっぱり学校にいて、楽しく授業ができて、仲間がで

きるよという感じにならなければいけないというのが現実やと思うんです。その

ためのサポートの関係と思うんです。やはりそういうとこら辺から、竜王町でも

学校へ行けてないという子もいると思うんですよね。そういう子をどのように学

校へ行けるようにするか、しむけるか。その中の１つとして、サポートの仕事か

なと思うんですよね。そういうとこら辺ももっともっと考えていただくことによ

って、学校が楽しいよ、イコール今度は竜王町が住みやすいよ、いいよ、竜王町

にずっといたいよという、そういう子どもたちを教育現場から育てていくっちゅ

うのが現実かなと思うんですよね。そういうところ辺までもう一歩踏み込んだ中

で取り組んでいただくということが一番大事なことかなと思うんですよ。一番御

存じかなと思いますので、そこら辺をもう少ししっかりと含めた中で考えておら

れるのか、お伺いします。 

○議長（小森重剛） 甲津教育長。 

○教育委員会教育長（甲津和寿） 岡山議員の再々質問にお答えをしたいと思いま

す。 

私の考えておりますのは、一番大切なのは、今回のこの事業については、やっ

ぱり元気な教職員、先生が元気な子どもたちを育てられると。やっぱり笑顔あふ

れる教職員が笑顔あふれる子どもたちを育てられると。そういうことを大前提に

考えておりまして、その意味では、より質の高い教育の質を落とさないようにし

ながら、その取り組みを進めていくというのは大前提でございます。 

一方で、今回お話をさせていただいておりますのは、教職員のそういうような

事務的なことを少しでも軽減することを取り入れることによって、子どもたちの

悩みに耳を傾けたり、子どもたちと一緒に活動ができたりということで今、この

取り組みをしておるところですが、もう一方、学校に来れてないような子どもた
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ちへの対応というお話もありましたが、その点については特別教育支援員である

とか、あるいは不登校いじめ対応支援員といったような町独自の支援員配置もし

ておりますので、そういったところと連携をしながら、あるいは町の通級指導教

室、ことばの教室というようなところの連携も含めて、発達支援課との連携等も

含めて、学校へ行きにくい子どもたちへの対応についてもあわせて考えていきた

い。そういうことと同時に、そのときには担任がかかわっていくのもとても大事

なことですし、今申し上げた支援員がかかわるのも大事ですが、やっぱり担任が

しっかりと声かけしたり、あるいは来た子どもに丁寧に向き合うことが大事です

ので、そういう意味でも業務改善の加速のような事業も活用しながら、両方がう

まくリンクするような形で取り組みをすることによって、先ほど議員がおっしゃ

っていただいてる、何より子どもたちが学校が楽しい、学校へ行きたいと言って

もらわなくては始まらないわけですから、そういう学校づくりにつながるような

取り組みにこれを生かしていきたいと思っておりますし、あわせて愛郷心を育て

るような教育であるとか、あるいは竜王のよさを学ぶような教育も大事にしなが

ら、やっぱり竜王っていいとこやなと思ってもらって、小学校から中学校へ、中

学校からその先の進路へ向かっていってもらって、やがてまた竜王で自分の取り

組みを広げたい、あるいはここで住んで暮らして頑張りたい、そう思ってもらえ

るような教育にも広げていきたいというふうに思っております。議員おっしゃっ

ていただいたように、学校が楽しい、行きたいと思ってくれる子どもを育てると

同時に、そこにもし来れてないような子があったら、そこにしっかりと光を当て

ていくことも大事に考えていきたいと思います。 

以上、再々質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 次に、３番、若井猛志議員の発言を許します。 

３番、若井猛志議員。 

○３番（若井猛志） 平成３０年第１回定例会一般質問。３番、若井猛志。 

今回の一般質問は、３点についてお伺いいたします。 

まず１点目、国民健康保険税の改正について。 

国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤となる仕組みですが、年齢構成が高く

医療費水準が高い、所得水準が低く負担が重い、財政運営が不安定になるリスク

の高い小規模保険者が多く、赤字の保険者も多く存在するという構造的な課題を

抱えていました。そのため来年度から国保の都道府県単位化という方法がとられ

ました。そこで、次の点について伺います。 
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１、社会保障制度としての国保制度の保険者としての裁量権を明確に持ってい

るのか伺います。 

２点目、竜王町の国民健康保険加入者の所得に対する保険税負担割合は幾らか

伺います。 

３つ目、竜王町の国保加入世帯主の職業構成割合は、制度発足当時と今年度で

はどのような構成になっているのか伺います。 

４点目、竜王町も中学校卒業までの医療費無料化を実施されましたが、子ども

の医療費助成制度に対する国保へのペナルティーについてどのように考えている

のか伺います。 

５点目、国保税の子どもに係る均等割を軽減することができないのか伺います。 

○議長（小森重剛） 森岡住民課長。 

○住民課長（森岡道友） 若井猛志議員の「国民健康保険税の改正について」の１

点目、３点目及び４点目の御質問にお答えいたします。 

まず、１点目の「社会保障制度としての国保制度の保険者として、裁量権を明

確に持っているのか」につきましては、改正国民健康保険法により、平成３０年

度からは都道府県と当該都道府県内の市町村がともに国保の保険者となります。 

それぞれの責務として、市町村は被保険者の資格管理、保険給付、保険税率の

決定、賦課・徴収、保健事業の実施などを担い、都道府県は市町村の国保事業の

効率的な実施、健全な運営について中心的な役割を担うこととなります。本町に

おいては、市町村の責務については裁量権を有します。 

次に、３点目の「国保加入者世帯主の職業構成割合は、制度発足時と今年度と

ではどのような構成となっているのか」につきましては、竜王町では職業構成割

合といった統計がありませんので、明確にお答えすることができないところであ

りますが、参考までに国民健康保険中央会の統計を申し上げますと、昭和３６年

度においては農林水産業が４４．７％、自営業が２４．２％、被用者が１３．

９％、無職者が９．４％、その他が７．８％、平成２５年度においては農林水産

業が２．６％、自営業が１４．３％、被用者が３５．０％、無職者が４３．４％、

その他が４．７％となっています。 

次に、４点目の「子どもの医療費助成制度に対する国保へのペナルティーにつ

いてどのように考えているのか」につきましては、子どもに対する福祉医療費助

成事業は国の施策である子育て支援、人口減少対策に通じるものであり、国が実

施すべきものであると考えますので、本町としても引き続き、ペナルティーであ
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る子どもの医療費助成等に係る公費減額調整措置の全面的な廃止を国に対し要望

してまいります。 

以上、若井議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 寺嶋税務課長。 

○税務課長（寺嶋 要） 若井猛志議員の「国民健康保険税の改正について」の２

点目及び５点目の御質問にお答えいたします。 

まず、２点目の御質問ですが、改正後の国民健康保険税が被保険者の所得に占

める負担割合は約９．６％となり、改正前の平成２９年１２月末現在の負担割合

より約０．８％の増となっております。なお、平成２８年度の全国平均は約１１．

７％となっております。 

次に、５点目の御質問ですが、平成２９年１２月末現在の被保険者数は２，４

８４人で、そのうちゼロ歳から１８歳までの子どもの被保険者数は２１１人で、

全体の約８．５％となっております。 

子どもに係る均等割について軽減することは可能ですが、均等割は全被保険者

に賦課されるものであるため、その軽減分は他の被保険者に御負担いただくこと

となります。このことから、被保険者全体の負担の公平性を保つため、子どもに

かかる均等割の軽減については考えておりません。 

以上、若井議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 若井議員。 

○３番（若井猛志） １番目の裁量権を明確に持っているかということについては、

町としてもきちっと持っているということですので、引き続きそれは維持してい

ただきたいと思うんですけども、平成２７年の５月に参議院の厚生労働委員会と

いうところで、この国保等の一部を改正する法律案に対する附帯決議というのが

出されるんですね。その中で、市町村の保険者機能や加入者の利便性を損ねるこ

とがないように円滑な運営に向けた環境整備を着実に進めるというふうに書いて

おりますので、そういう趣旨にのっとってやっていただきたいなと思うんです。 

この５つの質問をさせていただいたのは、何が言いたいかといいますと、竜王

町でも短期被保険者証というのを何人かの方に発行されていると思うんですけど

も、人数は結構ですけども、なぜ短期被保険者証を交付せんならんような状況に

なっているのかというのをお尋ねします。 

それと、国保税の子どもに係る均等割を軽減することはないかということで、

今、住民課長のほうから回答がありましたけども、軽減については考えておりま
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せんと、こういうふうに言われると何とも言えへんのですけども、全国的には国

保の単位化を前に、子どもさんの多い世帯については、例えば３人目から全額免

除にするとか、３割減額にするとか、そういうことがやっぱり行われているんで

すね。例えば旭川市でも、子どもの均等割の３割減免、１８歳未満の被保険者の

均等割保険料を３割減免ということで、所得制限なしということでやっとられる

んですね。まだほかにもあるんですけども、例えば埼玉県のふじみ野市というと

ころがあるんですけど、ここは３人以上いる世帯の第３子以降の均等割を全額免

除というふうになってるんですね。その隣のところによく似た名前ですけど、富

士見市というところでも第３子から全額免除っていうふうにされてるんですね。

このことは全国の知事会でも国に対して要請されてるんですね。これは２０１５

年１月、国保の都道府県単位化ということが議論された中で、国への緊急要請の

中で、子どもの均等割の軽減を検討することを要求していますというふうになっ

てるんですね。ほかにも事例があると思うんですけども見ていただいて、今の予

算には反映できないでしょうけども、今後検討していただきたいなというふうに

思います。 

それと、健康保険税の条例改正のときにも若干述べたんですけども、国保の制

度ができた当時は、農林水産業とか自営業者が約７割、それで被用者が１３％、

無職者が９．４％だったんですけども、今、回答いただいた中でも、平成２５年

では農林水産業が２．６、自営業者が１４．３と半減しておりますね。農林水産

業なんかですと四十数％下がっております。その中でふえてるのが被用者、つま

りこれは会社に行って健保とか組合保険に入っておられない方やと思うんで、多

分一般的にいう非正規の方とか、あるいは今風の言葉で言うとフリーターという

んですか、そういう方ですね。それが３５％。無職者っていうのは、これは多分

年金生活しておられる方やと思うんですけども、この方が４３％、両方足しただ

けで約８割が高齢者や、あるいは収入の少ない方が国保の加入者やということに

なるんですね。そういう中において今回の条例改正、あるいは国民健康保険税の

改正については大幅に金額が上がるというふうに言われてます。これは第３回目

の県の試算を出したところで新聞社が集計したんですけども、１人当たりの保険

料の算定結果ということで、平均値だと思うんですね。竜王の場合は、今年度の

予算で２億９，０００万ほど納付するわけですけども、それを竜王町の保険者の

２，４８４人で割ったのが前年度と比べて６，５２３円、５．３％アップってい

うふうに書かれてるんですね。そういう中でも、例えば下がってるところがある
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んです。長浜とか、あるいは湖南市、高島市、米原市、あるいは日野町、甲良町、

こういうところは４％、３％、２％、７％、こういうふうな形で前年度比でいう

と下がってるんですけども、竜王町の場合は６，５２３円で、５．３％上昇して

るんですね。この増減率というのは滋賀県の中で一番高いわけでして、なぜこう

いうふうなことが起こってきてんのかっていうことについて説明をお聞きしたい

と思います。 

○議長（小森重剛） 寺嶋税務課長。 

○税務課長（寺嶋 要） 若井猛志議員への再質問の回答の１番目と２番目の回答

をさせていただきます。 

今現在、短期証につきましては、基本３カ月の短期証ということで、平成２９

年度の発行対象世帯数としては約４４世帯ということで、これは竜王町のほうで

基準を設けておりまして、未納期間が何期以上という方については短期証の発行

ということでございます。短期証を発行する際には、事前に納税者のほうに通知

をいたしまして、納付相談等でまず役場に来ていただいて、そこで各個人の納税

状況等に相談を応じる中で保険証等の発行をしているような状態でございます。 

２番目の子どもの軽減につきましては、先の回答では現時点は考えておりませ

んけれども、子育て支援等の考えから、今、若井議員が申されました他市の事例

も踏まえまして、貴重な御意見ということで参考にさせていただきたいと思いま

す。 

以上、１点目と２点目の回答とさせていただきます。 

済みません。短期証をなぜ出さなければならないかというようなところの分析

についてはしておりませんので、今現在は未納の方に対しまして、個々の状況に

応じて短期証等を発行しているというような状況です。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 森岡住民課長。 

○住民課長（森岡道友） 若井議員の再質問の３つ目にお答えをさせていただきた

いと思います。 

新聞報道でなされた内容だと思いますけれども、竜王町が５．３％ということ

でございました。これにつきましては、標準保険料率をもとに、平成２９年度と

３０年度の１人当たりの保険料を比較した増減率でございます。１人当たりの保

険料につきましては、推計した保険料総額を被保険者数で除して算出した理論値

ということでございまして、実際に市町が賦課する保険料、税とは異なっている
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ということでございます。 

なぜ保険料が高くなったのかということでございますけれども、保険料総額に

つきましては、所得水準が反映されております。竜王町の所得比率につきまして

は、県下で３番目に高いということから、１人当たりの保険料が高くなったとい

うことでございます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 若井議員。 

○３番（若井猛志） 短期証につきましては、納税を促しているということですか

ら、納めておられないということだと思うんですね。それは何でかいうと、先ほ

どから申し上げますように、国保の保険、竜王町の場合は保険税ですけども、こ

れがやっぱりこういうふうな世帯では、異常に高額で払えないという問題が出て

きてるんじゃないかと思うんです。先ほど回答いただきました所得に占める負担

割合で９．６、約１０％ぐらいと言われましたけども、全体的に見ましたら、協

会けんぽなんかは事業主さん負担もありますから、それを除いても６．７％、組

合健保の場合ですと５．８％ぐらいしか所得に占める割合がないわけですね。そ

うしますと、これで言いましたら、国保の加入者にとっては協会けんぽですと１．

３倍、組合健保でしたら５．８％ですので１．６倍ぐらい多く払ってると。こう

いうふうなことになってるから、たちまち高くて払えないというふうになってる

と思うんです。そういう中での出来事ですので、今年度は当然予算提出されて、

議会でも議論しておりますので、それを今さらどうこうせいということではない

んですけども、こないだの税制の改正の条例のときにも申し上げましたけど、こ

れから５年先をめどに滋賀県が保険料を一本化していくっていう話ですので、そ

れまでに何遍も税改正が多分竜王町の場合もされると思いますので、そういう

時々で、そういうふうな弱者の方を救えるような方策を考えてほしいなというふ

うに思います。 

それと、もう１点お伺いしたいのは、国保の医療費助成制度に対するペナルテ

ィーでお答えいただきましたのは、森岡住民課長のお答えでは、公費減額調整措

置の全面的な廃止を国に要請してまいりますっていうふうになってますけども、

これもこの間、要請されたことはあるんでしょうか。 

○議長（小森重剛） 森岡住民課長。 

○住民課長（森岡道友） 若井議員の再々質問のにお答えをさせていただきます。 

子どもの医療費助成減額措置の今日までの要望活動ということでございますけ
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れども、乳幼児福祉医療費助成事業につきましては、先ほども申し上げましたと

おり、国の施策の柱である子育て支援、また、人口減少対策に通ずるものいう認

識をしております。今日までも全国の自治体が声を上げまして、全国自治会、ま

た全国市長会、また全国の町村会によりまして廃止を要望してきたところでござ

います。このことから、国においては、全ての市町村が未就学児までは何らかの

助成措置を実施しているということから、自治体の少子化対策の取り組みを支援

するという観点で、平成３０年度より未就学児までを対象とする医療費助成につ

いては国保の減額措置を行わないということを決定されているというところでご

ざいます。引き続きまして全面廃止ということで要望していきたいと考えており

ます。 

以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 寺嶋税務課長。 

○税務課長（寺嶋 要） 若井議員の再々質問の低所得者に対します救済措置につ

きまして、お答えさせていただきたいと思います。 

国民健康保険税につきましては、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課

税しておりますけれども、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合につ

きましては、均等割額及び世帯にかかります平等割額を７割、５割、２割減額す

る制度があります。平成２９年度におきましては７割軽減が２８７世帯、５割軽

減が２０７世帯、２割軽減が１７６世帯、計６７０世帯という中で軽減の措置を

させていただいております。また倒産、それから介護などによって離職された方

への減額制度もあるということで、低所得者層の負担の軽減を図っているところ

でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上、若井議員の再々質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

３番、若井猛志議員。 

○３番（若井猛志） ２問目、竜王の農業の展望について伺います。 

来年度から戸別所得補償制度と生産調整の廃止が決まっています。そんな中で、

自給率向上に向けた取り組みが求められていると思いますが、町としてどのよう

な施策を持っておられるのか伺います。 

○議長（小森重剛） 井口農業振興課長。 

○農業振興課長（井口清幸） 若井猛志議員の「竜王農業の展望について」の御質

問にお答えいたします。 
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平成３０年度の農業を取り巻く情勢につきましては、平成３０年産米から行政

による生産数量目標の配分や米の直接支払交付金が廃止される等、米政策の改革

が進められますとともに、あわせて農業競争力強化プログラムや収入保険制度と

いう新たな仕組みの導入や、これに伴う農業共済制度の見直しなど、農業・農村

を取り巻く環境は大きな変化に直面しております。 

このような情勢の中、担い手へのさらなる農地の集約化による農業経営の効率

化と、これまでの麦・大豆に加えて、そばや野菜等への作付転換及び耕畜連携等、

水田における多様な土地利用の拡大を図ることが自給率の向上にもつながること

から、県をはじめとした関係機関と連携しながら推進していく必要があると考え

ております。 

本町におきましては、持続可能な農業の実現、地域農業の振興とさらなる発展

を期するため、これまで多くの集落営農団体が法人化組織に移行されており、こ

れらを含めた法人や個人の認定農業者をはじめとした担い手への一層農地を集約

することにより、効率的かつ生産性の高い土地利用型農業の実現に向けて進めて

おります。 

少子高齢化と農業離れが加速する今、つくる喜びと食べていただく喜びに加え

て、土地利用型農業における収益性の高い園芸作物等への取り組み等を含めた複

合経営への展開が、持続可能な農業の実現と自給率の向上につながると考えてお

ります。より強固な農業への変化が求められていることから、平成２９年度から

新たな内容により実施しております「竜王町魅力ある農業の創生事業」をはじめ、

さまざまな施策による支援において、小規模農家を含めた竜王農業全体の生産性

の向上に向けて、関係機関が連携する中で竜王農業のさらなる振興を目指してま

いりたいと考えております。 

以上、若井議員への回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 若井議員。 

○３番（若井猛志） 今、回答いただきました中で何点かお聞きしたいんですけど

も、この間、集落営農が法人化組織に移行して、多くの集落で法人化されている

と。また、個人さんの認定農業者さんも、ある程度竜王町でも生まれてきている

と。これについて現状はどういうふうな数になってんのかというのを１点お聞き

します。 

それと、法人化された組織の中で、実際耕作されてるのはどういうふうな年代

の方が担っておられるのか、この点についてもお聞きしたいと思います。 
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もう１点は、こういうふうに多くの認定農業者さんや、一般に言う担い手さん

のところに農地を集めるという、集約化っていうふうに言われてますけども、こ

の点について、竜王町では集積率はどの程度まで進んでいるのか。その３つにつ

いてお聞きします。 

○議長（小森重剛） 井口農業振興課長。 

○農業振興課長（井口清幸） 若井猛志議員の再質問についてお答えさせていただ

きます。 

まず、１点目の集落営農法人、また個人の認定農家さんも含めてということで、

数でございますが、現状ということで個人の認定農家につきましては、現在６１

ということでございます。特定農業法人、集落のほうにつきましては、１９とい

う状況でございます。 

それと、こうした担い手となる方々の年齢層等ということでございますが、こ

れは幅があると思うんですが、この間、専業農家でされている方々と、それから

大規模農家を引き継いでおられる若い方もおられますし、また、さらに企業を退

職されて、退職後に就農されている方もおられますので、ちょっと一概には年齢

層については幅があると思いますが、基本的には高齢化は進んでいると思います

ので、その点では６０以上の方が大半であろうというふうに思います。ただ、竜

王町の場合も新規就農の方もたくさん県等の相談にも行かれてますので、そうい

う分では今後、そうした若い方々の認定農家の方々も親のほうから引き継いでさ

れる農家さんもおられると思いますので、そういうような現状でございます。 

それと、集積率の関係でございますけども、国のほうは、平成２６年から３３

年の１０年間の中で集積率を８０％という数字を設けております。竜王町は現在

約５４％というところでございまして、国が定めます３６年の目標値を８０とい

うところではあるんですが、まちとしては、現状、意識調査等も含めて、３３年

の目標として６０％を計画しとるというような状況でございます。 

以上、若井議員への再質問への回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 若井議員。 

○３番（若井猛志） 集積が５６％と、それと多くの認定農業者さん、法人化され

たところでもやはり高齢化が進んでいると。これでいきますと、あと５年、１０

年しますと、その方が７０超えて、７５、８０というふうになってしまいますん

で、ぜひとも、ここら辺の対策をきちっとやっていただきたいなというふうに思

います。 
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それと、今、１つお聞きしたいのは、竜王町の農業も含めてですけども、回答

の中で最後のほうの３行になっておりますけども、小規模農家を含めた竜王農業

全体の生産性の向上に向けて連携していきたいというふうにされてるんですけど

も、国の農業全体が小規模家族農業で、ずっと日本の地域の経済を支えてきたと

ころだと思うんですね。２０１５年にサミットがありましたけども、そこで可決

っていうんですか。決められていることは、持続可能な開発目標、ＳＤＧｓって

いうんですか、ちょっと読み方はわからないですけども、食糧生産の安定化には、

小規模農家や家族農業への投資が有効だというふうに強調されてるんですね。こ

ういうところも踏まえて、これからの方策を立てていってほしいと思います。 

それと、もう１点は、最近あんまり話題になりませんでしたけども、この間、

チリでＴＰＰ１１っていうので、アメリカ除いた１１カ国でＴＰＰ協定の締結が

されたんですね。日本の場合も６月ぐらいの国会の中で批准していこかっていう

ふうな話になってるんですけども、私も２年ほど前にＴＰＰが盛んに言われてた

時分に、こういうふうなものが締結されたら竜王町の農業でどれぐらいの損失が

あるんですかっていう話したときに、滋賀県ではＪＡさんと県の考え方の捉まえ

の違いもありますけども、大体４０億から８０億と言われたんです。竜王町でも

やっぱり２億前後減少するだろうと言われてたんです。それは副町長がおられた

時分ですので、そういうふうな答弁いただいたんですけども、これが今度、アメ

リカを除きましても、結局、前のＴＰＰの協定よりも強力に中身がなっていると

いうことで、これはかなり日本の農業に痛手が出るんじゃないかというふうに思

います。この間、竜王町でも畜産クラスターとか、あるいは大規模農家の方の農

機具を補助金もらって援助するっていうようなことをやられてて、そういう担い

手って言われるようなところにはたくさんお金が回ってるんですけども、実際は

生産を支えてんのは、今の話でいきましても約半分ぐらいの方が小規模、家族経

営ということになるわけですね。竜王町の場合でも多分、家族、個人でやってお

られる方は日本全体でいいますと２００ヘクタール以下ですけども、竜王町の場

合でしたら多分１．５ヘクタールを切ってると思うんです。そういうような方に

も何か手を差し伸べれるような方策がないのかを最後に伺いたいと思います。 

○議長（小森重剛） 井口農業振興課長。 

○農業振興課長（井口清幸） 若井猛志議員の再々質問にお答えをさせていただき

ます。 

今、御質問いただきましたけども、奥の深い話でもございますし、今の竜王町
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の現状を踏まえた中でということでもございます。 

まず１点の今後の竜王の農業ということでございますけども、１つには、先ほ

ども申し上げましたが、それは全国共通の高齢化、担い手不足ということから、

今、先ほど申し上げた農地の集約、集積化ちゅうのがこれから進んでいくという

ふうに思います。ただ、竜王町の場合は、先ほど申し上げましたように、今現在

約５４％ということで、周辺が山という地理的な関係もあると思いますが、やは

り一番考えられるのは、若井議員さんおっしゃっていただいた１．５ヘク未満の

小規模農家の皆さん方が、自らの農地は自らで守ろうというとこら辺で一生懸命

取り組みを継承していただいてる部分も集積率が低い関係かなというふうに思い

ます。あわせて、今後については担い手の方も含めて、将来の５年後、１０年後

の竜王町としてのプランということで「人・農地プラン」とか、そして、今、竜

王町内で２つの集落で「人・農地プラン」を策定をいただいております。単に計

画だけではなしに、ほんとに地域のほうで話し合いを持っていただいて、ほんと

に今後農地をどう守っていくのかというとこら辺をしっかりと各集落のほうで議

論をしていただく。そのためには、今回、農業委員会のほうで農地利用最適化推

進委員が設置されましたけども、そういう方々がやはり先頭を切っていただいて、

農業団体の方々と農地プランの作成について、今年度各地域のほうに入っていこ

うと、こういうようなとこら辺も現在計画いただいてますので、そこら辺で今後

の１０年後の農業を見据えた計画づくり、単純な計画やなしに、人の話も含めて、

要は経営安定のための方針を地域に応じた形で定めていかなならんなというふう

に思っております。 

そして、ＴＰＰの問題でございますが、一応国のほうが平成２９年１１月２４

日に、総合的なＴＰＰ等の関連施策大綱ということで出されております。あわせ

て２９年１２月には、ＴＰＰ１１における品目ごとの農林水産物への影響という

ことで、その時点でのまとめをされておるということです。ただ、この中では、

具体的には若井議員おっしゃっていただいた、国内で４０億から８０億とか、あ

るいは、竜王町での損失が２億という数字も出てましたけども、この影響の総括

の中では、その時点ではまだ出てないという状況でもございます。ただ、６１品

目のそれぞれの影響について対応方向等を一定示されておりますので、今現在、

それほど実感がないかわかりませんけども、今後、国やら、そうした動きを注意

しながら情報の提供に努めたいと思ってございます。 

あと、小規模農家の方々については、こうしたいろんな制度が変化をしてまい
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ります。最も有利な制度を活用していただくように、その制度改正の中でそうし

た情報を地域の方々、個人のほうに周知をする中で、最も有利な農業所得の安定

に向けられるような情報の提供をする中で、水田の活用等についても、個人さん

も含めて、地域も含めて十分な活用をしていただけるような情報提供に努めてま

いりたいと思います。 

以上、若井議員への再々質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

３番、若井猛志議員。 

○３番（若井猛志） 介護報酬の見直しで介護体制は充実するかということでお尋

ねします。 

介護保険のサービスに応じて支払われる介護報酬の改定は、わずかにプラスと

なりましたが、来年度の予算にどのように反映されているのか伺います。 

地域包括ケアシステムの推進を前面に押し出していますが、これで竜王町の介

護体制の充実が進むのか伺います。 

地域包括ケアシステムは２０２５年をめどに、重度の要介護状態になっても住

みなれた地域で最後まで暮らし続けられる医療、介護、介護予防、生活支援、住

まいが３０分圏内で一体的に提供されるシステムだと思います。重度の要介護者

が施設に入らず地域で暮らすためには、定期巡回型サービスや小規模多機能型居

宅介護、夜間訪問介護などのサービスが十分に整っていなければいけないと思う

んですが、竜王町での現状はどうなのか伺います。 

○議長（小森重剛） 間宮福祉課長心得。 

○福祉課長心得（間宮泰樹） 若井猛志議員の「介護報酬の見直しで介護体制は充

実するのか」の御質問にお答えをいたします。 

１点目の平成３０年４月から適用される介護報酬改定に伴う平成３０年度当初

予算への反映についてですが、平成３０年度から平成３２年度までの介護保険事

業計画を含んだいきいき竜王長寿プランの給付費見込み値をもとに算定していま

す。 

今般の介護報酬改定では、全てのサービス給付に介護報酬改定率０．５４％を

一律に乗じることとなり、そこに本町における介護サービスの伸び率を勘案し、

当初予算を計上しています。 

２点目の地域包括ケアシステムの推進により町内の介護体制の充実が進むのか

についてですが、地域包括ケアシステムの実現のために、まずニーズに応じた介
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護保険サービスを提供できるよう、町指定の認知症対応型グループホーム等の地

域密着型サービス事業所の整備を進めるとともに、町内のかかりつけ医を中心と

した在宅医療サービスの充実や医療、介護分野の連携強化を図っています。 

今後は、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯の増加等、さまざまな支援を必要

とする方がますますふえていくことが想定され、高齢になっても農業や趣味活動、

集いの場への参加など身近な地域における活動が継続できるよう、また、今まで

築いてきた町内の社会資源の強みを生かしながら、制度、民間サービス、地域住

民の支え合い等、さまざまな支援を組み合わせて高齢者を支える仕組みづくり、

地域包括ケアシステムの構築に向けて、より一層取り組んでまいります。 

３点目の重度の要介護者が地域で暮らすために必要な２４時間体制の居宅の介

護サービス提供体制の現状でございますが、議員仰せの定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業については、訪問看護事業所の夜間・早朝加算、緊急時加算にお

いて対応し、夜間対応型訪問介護事業については、訪問介護事業所の夜間・早朝

加算をもって一部対応をいただいております。 

今後も３年ごとに見直しを行う介護保険事業計画にて住民ニーズ調査を踏まえ

て、必要なサービスの整備の検討を行ってまいります。 

以上、若井議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 若井議員。 

○３番（若井猛志） 回答をいただいた中で、町指定の認知症対応型グループホー

ム等のというふうな段落があるんですけども、この事業所の整備を進めるととも

にっていうふうに書かれてるんですけども、これは具体的にどういう時期に、も

ちろん希望される事業者さんがないとできないやろうとは思うんですけども、い

つぐらいにどういうふうに考えておられるのか、１点お聞きしたいと思います。 

もう１つは、訪問看護事業所の夜間とか早朝とか、あるいは緊急時について、

見回り、定期巡回等々のことについて一部対応をいただいておりますっていうふ

うに書いておりますけども、幾つの事業者さんで、例えば２４時間体制っていう

のはちょっと難しいと思いますけども、それに近い形でされてるのか、それを伺

いたいと思います。 

それと、今回の介護報酬の改定では、生活援助で例えばヘルパーさんを頼んだ

場合には、利用回数が多い場合は制限されるっていうふうになってるんですね。

こういうふうになってきますと、利用回数が多回数利用できない生活援助は減ら

して、金額が高いほうの身体介護に集約していこうというふうになるんじゃない
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かと思うんです。この辺のところもお尋ねしたいと思います。 

○議長（小森重剛） 間宮福祉課長心得。 

○福祉課長心得（間宮泰樹） 若井議員再質問の１点目でございます。 

事業所の考えるときというところでございますけれども、今回の第７期の介護

保険事業計画におきましても利用者さんのニーズ調査、また施設事業所さんの整

備計画等、そういう調査をさせていただきながら事業計画を立ててまいりました。

そういった中で、今後どういった施設サービスが要望されるのか、希望されるの

かということも含めまして、また第７期には第８期に向けて整備する施設のサー

ビス等検討してまいりたいというふうに考えております。 

それと、夜間への一部対応でございます。夜間への一部対応の事業所につきま

しては、ただいま実施いただいておりますのは、弓削メディカルクリニックでご

ざいます。 

そして、２４時間対応していただいてるのかということでございますけれども、

２４時間については緊急時で対応いただいているというところでございます。 

それと、済みません。先ほど事業所のほうでございますけれども、この第７期

の事業所につきましては、平成３２年度に認知症対応型の共同生活介護事業所と

いうことでグループホームのことになりますけども、これを平成３２年度に１施

設整備する計画というふうにしております。 

それと３点目、ヘルパー利用回数の制限につきまして、身体介助への回数が移

行されるんじゃなかというところでございますけれども、こちらについては、利

用回数の制限等がなされることになろうと思いますけれども、先ほど申しました

地域共生社会の確立ということで地域支援事業等も勘案しながら、今後検討して

まいりたいというふうに考えております。 

以上、再質問のお答えとさせていただきます。 

介護保険事業第７期の事業計画は平成３０年度から３２年度の計画としており

ますので、認知症対応型の共同施設については第７期の３２年度に整備をいただ

く予定としております。 

再度申し上げさせていただきますけれども、第７期には認知症対応型共同生活

介護の事業所、グループホームのことでございますけども、その施設１施設を整

備目標ということで掲げております。 

以上でございます。 

○議長（小森重剛） 若井議員。 
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○３番（若井猛志） 私の母親もそうなんですけど、在宅で要介護３以上になって

くると、なかなか体はよくなっていかない。悪くなるのが一方なんですね。です

から、特養とかそういうところも申し込みもしますけども、なかなか入れいない

と。できたらグループホームのような小ぢんまりしたところを幾つかつくってい

ただいて、そういうところで対応をしていただかないと、なかなか家の中で面倒

見るというんですか、介護を見ていくっていうのは、私自身も年いってきますん

で、えらい状況は続いてくると。そういう意味では、ぜひとも実現に向けて頑張

っていただきたいなというふうに思いまして、質問は終わります。 

○議長（小森重剛） この際、申し上げます。ここで午後４時１５分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後４時０４分 

再開 午後４時１５分 

○議長（小森重剛） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議事に入ります前に、間宮福祉課長心得から発言の訂正の申し出がありますの

で、これを認めることにいたします。 

間宮福祉課長心得。 

○福祉課長心得（間宮泰樹） 若井議員の再質問のヘルパー利用回数の制限がされ、

身体介助への移行がされるというようなところの御質問の回答につきまして、訂

正をさせていただきます。 

回答につきましては、訪問介護における生活援助の利用回数制限は必ず行われ

るものではなく、ケアプランについて、地域ケア会議で個々に検討するというこ

とに改正をされるものでございます。 

以上、訂正とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 若井議員、今の回答について特に何もありませんか。結構で

すか。 

○３番（若井猛志） 私もちょっと勘違いしてたんですが、生活援助での利用回数

が多い場合は、市町村にケアプランを提出して、地域ケア会議の検証を受けて、

不適切とされれば是正を求められますっていうふうになってるんですね。そうい

うことですので、当然ケアマネさんがケアプランを提出せなあかんということで

すね。わかりました。 

○議長（小森重剛） 次に、２番、小西久次議員の発言を許します。 

２番、小西久次議員。 
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○２番（小西久次） 平成３０年第１回定例会一般質問につきまして、２問の質問

をさせていただきます。 

１つ目、子育て支援のさらなる充実により人口増加対策について。 

平成３０年度竜王町行政執行方針の中で最大の課題は人口減少、地域や町民と

行政が現実を再認識し知恵を結集し連携し行動することで歯どめをかけ、活力の

あるまちを維持できるように努める。具体的施策の中で子どもの数がふえること

が必要で、若い世代が１人でも多くの子どもを安心して産み育てられる環境づく

りと教育環境づくりが重要であると唱えられ、４つの子育て支援を打ち出されま

した。継続事業ではあり、少しずつ進捗が見られますが、まだ不十分であり、新

たな施策を望むところです。竜王町の出生率は、平成２８年度１．４３人と人口

減少の歯どめに変化はないと思います。 

そこでお伺いします。１つ、町内の年間出生数は、毎年６０人程度と聞きます

が、最も多くの子どもがいる世帯の子どもの数は何人か。過去５年の１世帯にお

ける子どもの数の推計はどのようになっているのか。 

２つ目、竜王町は竜王版ネウボラ（妊娠・出産・子育て関連事業）がかなり充

実していると考えますが、さらなる出産のための夫婦の決断、例えば経済的支援

等を促す支援について考えはあるのか。 

以上について、当局の見解と考察を伺います。 

○議長（小森重剛） 中原健康推進課長。 

○健康推進課長（中原江理） 小西久次議員の「子育て支援のさらなる充実による

人口増加対策について」の御質問にお答えいたします。 

人口減少の問題は、本町だけでなく我が国全体が直面している重要な課題と認

識しています。国においては、来年１０月に引き上げる予定の消費税財源を社会

保障制度に充てるとされており、その中の子育て支援策としては、幼児教育の無

償化や待機児童解消に向けた受け皿の整備を行うとされています。こうした国の

動きを注視し、本町においても、より一層、人口減少問題に取り組む必要がある

と考えています。 

まず、１点目の御質問の最も多くの子どもがいる世帯の子どもの数は、平成３

０年２月末現在で７人でございます。過去５年間の１世帯における子どもの数の

推移については、子どもがいる世帯で見てみますと、平成２５年３月３１日では

１，１６２世帯、平成２９年３月３１日では１，０５３世帯と約１１０世帯減少

となっておりますが、１世帯当たりの子どもの数は平成２５年３月３１日の１．
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８１人から約０．１人増加し、平成２９年３月３１日では１．９１人と微増して

おります。 

次に、２点目の御質問の経済的な子育て支援策については、直接的な支援策は

ございませんが、間接的な支援策として、現在中学生までの医療費の無償化、子

育て応援軽自動車購入助成事業及び定住促進住宅新築・リフォーム助成事業等に

取り組み、子育て世帯への経済的支援を図っているところでございます。 

また、不妊症のため不妊治療を行っている夫婦に対して、保険診療適用外治療

費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図っているところでございます。 

今後は、竜王版ネウボラをより一層推進するため、経済的支援策の充実につい

て他市町の施策等も参考に調査研究を行ってまいりたいと考えております。 

以上、小西議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 小西議員。 

○２番（小西久次） 今、２点の回答いただきました。子どもが最大７人いる世帯

があるという回答をいただきました。それと、その中でいろいろ回答いただいた

わけでございますけども、１つお聞きしたいのが、３人以上の子どもがいるのは、

町内で何世帯ぐらいあるのか。それと、全世帯に対して何世帯あるのかお聞きし

たい。それから、小学校、中学校に通う子どもたちで、３人以上の世帯はどれぐ

らいあるのか。おおむねで結構でございますので、わかれば教えていただきたい

ということでございます。 

それから、いろいろ他府県の資料を調べてみますと、県でございますけども、

隣接の福井県では、３人っ子プロジェクトという支援がされているということで

見ました。今後、このような具体的な取り組みを、当然県でございますけども、

まちとして今後検討されたらどうかなと考えますけれども、その辺のについても

お聞きしたい。 

また、過日、テレビを見ていますと、大阪市でしたか、平成３０年度から子ど

もを３人以上おられるおうちについては、一定所得８００万以内ということで保

育料を無料にするというようなことも出ておりますし、そういうようなこともあ

りますので、そういうようなことについてもどう考えておられるかお聞きしたい。 

過日、私はある会合で、子育て世代の若いお父さんから、もうすぐ３人目、４

人目の子どもができるんやけども、何とかしてもらえへんやろかという、会議で

そういう意見をいただきました。同じ立場の友達もそう考えているし、何とかと

いう意見がございましたので、こういうふうな質問をさせていただいたわけでご
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ざいます。 

以上について、ちょっとお答えをいただきたいなというふうに思います。 

○議長（小森重剛） 中原健康推進課長。 

○健康推進課長（中原江理） 小西久次議員の再質問のうち、１つ目と３つ目につ

いてお答えをさせていただきます。 

３人以上のお子さんがおられる世帯が何世帯がということでございますけれど

も、平成２９年３月末現在で２４２世帯ございます。１８歳未満の子どもさんの

おられる世帯が１，０５３世帯ということからいたしますと、全体の２３％にな

るかというふうに思います。総世帯数はちなみに４，２９５世帯ということで、

約４，３００世帯のうち２４２世帯が３人以上のお子さんがおられる世帯という

ことでお答えとさせていただきます。 

３つ目の御質問ですけれども、福井県の新ふくい３人っ子プロジェクトのお話

を伺いましたけれども、福井県では、仕事と子育ての両立支援、また家庭や地域

の子育て支援、経済的支援策ということで独自の支援をされているというふうに

伺っております。第２子以降に早期に出産できるように、保護者さんにふくいの

子宝応援給付金を出されていたり、また、３人目以降の保育料の無償化に取り組

んでおられたりということで、福井県全体で取り組んでおられるというふうなこ

とを伺っています。このように、福井県の風土に合わせた支援策を実施されてい

る部分につきましては、竜王町では規模が小さく、同じようなことはできないか

もしれませんけれども、竜王町に住みたいと子育て世代の方々が思っていただけ

るようなことを、また研究してまいりたいと思います。 

以上、小西議員への御質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 田邊教育次長兼教育総務課長。 

○教育次長兼教育総務課長（田邊正俊） 小西議員の再質問についてお答えいたし

ます。 

私どもの資料といたしましては、少し前になりますけれども、平成２９年の２

月時点での状況でまずお答えさせていただきたいものといたしまして、小中学生

の３人以上の世帯及び人数でございますが、今も申し上げましたように、約１年

前ということをお許しいただきたいと思いますが、１０３世帯で２６９人でござ

います。ちなみに、平成２９年度における２人以上の町内の小学生及び中学生の

世帯数につきましては、小学校が竜王小学校で１８３世帯、中学校におきまして

は３１世帯というふうになってございます。 
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また、保育料の３人目以降の軽減の部分でございますが、現状では、幼稚園に

いたしましては、３人以降の世帯について一定の所得要件等を踏まえてですが、

無料となっておりますし、ひとり親世帯の場合は第２子以降、これも一定の所得

要件を前提で無料となってございます。全ての第３子目からのお子さんの無料化

については、小西議員、今、例を出されました先進自治体の状況なども踏まえま

して検討させていただければと考えております。 

以上、小西議員の再質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 小西議員。 

○２番（小西久次） 今お聞きしますと、結構３人以上の世帯、全部で５％になる

んですね。竜王町の場合を考えますと、結構子どもをたくさん産んでいただいて

るんじゃないかなというふうな感じがしました。そういう意味で、今後町内に住

まわれる方、先ほど私会議お聞きしましたけども、そういう部分での意見がある

ということについて、何とかもう少し、今年度予算については当然審議はいたし

ましたけれども、それから先ほど言いましたように、竜王版ネウボラということ

で、２９年度で６億９，０００万ぐらい投資をしていただいてるというふうにお

聞きしておりますけれども、子育て支援に力を入れていただいているのは理解し

ます。しかしながら人口増減、町長が施策的にやるんやということを明言されて

おりますし、やはり竜王町ならではの施策っていうのは当然必要だと思います。

そういう意味で、新しく公共交通の促進とか、いろいろ新しい施策もしていただ

きましたけれども、それ以上について子育て支援を考えていただけるのかどうか。

今後において、その辺の見解をお聞きしたいと思います。先ほど言いましたよう

に、地元の方が今住んでおられて、会議行ってもそういうことを望まれる。直接

やなしに、間接的にどういうような面で、竜王町ならではの考え方をしていただ

きたいと思うんですけども、その辺の所見についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 小西議員から大変有意義な御提言をいただきまして、ありが

とうございます。 

おっしゃるとおり、２人子どもを産んでいただいて、初めて現状維持というこ

とかと思いますし、３人、４人っていうふうに産み育てていただくことが若い人

口がふえていく、それが各自治会とか集落だとかいうことの元気にもつながって

いく。そういう意味で、総合的に大変必要なことやし、推進すべきことだという

認識はしております。したがって、今おっしゃったように、３人以上お子さんを
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産んで育てていただける家庭がお１人でもふえることが重要だろうと。そういう

意味で、先ほど担当課の課長からも話をさせていただきましたとおり、よく研究

をさせていただけたらなというふうに思います。もちろん、ほんとにいろんなこ

と、課題が山積みになっておりますので、どれを優先するのかっちゅう非常に難

しいところはございます。また、これをやるためにもちろん財源も必要ですし、

また、そういう意味で、ほかの施策との優先順位っていうのはあるかと思います

けれども、やはり人口をどう維持し、若い人たちをどうふやしていくのかってい

うのが、ある意味最優先の課題だという認識はしておりますので、また、このあ

たりは皆さんの御意見も聞きながら、予算化していただくのは皆さんでございま

すから、ぜひ、そういう意味で御協力いただくことを前提に、我々も一生懸命考

えてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうござ

います。 

○議長（小森重剛） 次の質問に移ってください。 

２番、小西久次議員。 

○２番（小西久次） それでは、次の質問に行きます。 

竜王町のまちづくり計画と実施計画について。 

平成３０年度は、滋賀竜王工業団地整備に係る事業がほぼ完了することから、

町本来の特色ある積極的な方針、予算となっております。基本構想及び第五次竜

王町総合計画も平成３２年度までとなっており、新たな総合計画の策定に向け予

算も計上され、取り組まれようとしております。また、懸案でありました「みん

なが安心して暮らせるまちづくり」のための拠点整備として、農村型コンパクト

シティ検討事業等についても提案されています。 

そこで、お伺いいたします。 

１つ、第五次総合計画の検証と次期総合計画策定に向け、総合計画の中核的な

役割を持つ「竜王町まち・ひと・しごと総合戦略」が平成３１年度で終了するが、

総合計画との整合性について伺います。 

２つ目、農村型コンパクトシティ検討事業では、３０年後の竜王町のグランド

デザインを作成するとあるが、町長就任以来、コンパクトシティ化に取り組まれ

てきたが、具体的な取り組みについてどのようにされたか伺います。 

３つ目、竜王インターを核とした周辺地区のアクセス整備をされる予定である

が、都市計画マスタープラン、道路アクションプログラムや関係諸法令との取り

組み計画はどうか。 
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以上について、当局の考え方について伺います。 

○議長（小森重剛） 奥主監心得兼未来創造課長。 

○主監心得兼未来創造課長（奥 浩市） 小西久次議員の「竜王町のまちづくり計

画と実施計画について」の１点目及び２点目の御質問にお答えいたします。 

まず、１点目の御質問にお答えいたします。 

議員御指摘のとおり「竜王町まち・ひと・しごと総合戦略」については、平成

３１年度末で終了いたしますが、次期計画の策定についてはいまだ国から通知等

はございません。 

一方、総合計画については、平成３２年度末に終了いたします。今後、総合戦

略の策定の指示が国からあった場合、総合計画に先立って総合戦略を策定するこ

ととなりますが、この際も次期総合計画の策定を念頭に入れつつ、総合計画と総

合戦略を体系立てて策定してまいりたいと考えております。 

次に２点目の御質問にお答えいたします。 

竜王町人口ビジョンにおいても３つの方向性の１つに「人口減少を見据えたま

ちづくり」を掲げており、集約化を一層進めていく必要があると考えております。 

これまでからの取り組みにより、総合庁舎周辺には公民館、図書館、保健セン

ター、商工会館等の公共施設のほかにも商業施設や医療施設が立地しており、一

定の集約化が進んでいる状況でございます。 

現在は、「教育施設のあり方検討」や「コンパクトシティ化検討」をテーマと

した重点施策プロジェクトを立ち上げ、さらに総合計画や公共施設等総合管理計

画などの各種計画と整合をとり、体系立てた考えの中でそれぞれ検討を進めつつ、

プロジェクト間での連携もとり、中長期的に検討しております。 

いずれのプロジェクトチームでも人口減少がもたらす課題を真に受けとめ、３

０年後の理想的な町の全体像を創造しつつ、持続可能なまちづくりの検討を進め

ることとしております。 

「コンパクトシティ化検討」プロジェクトチームの検討に際しては、竜王町ら

しい農村型のコンパクトシティ化により、中心核となる地域の持つ機能や役割を

明確にするとともに、周辺にある居住区域（集落）に必要な機能や役割を分析し、

それらをつなぐネットワークについての一定の方向性を出すことが重要だと考え

ております。 

また、公共施設の配置はコンパクトシティ化を進める上で重要な要素となりま

すので、公共施設等総合管理計画の方向性を軸にしながら各施設の特性を考慮し
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つつ検討をしてまいりたいと考えております。 

来年度には、いずれのプロジェクトチームにおきましても、必要に応じて専門

家や学術機関等からの御意見をいただきながら、議会を初めとした関係機関や町

民の皆様とも意見交換をさせていただき、３０年後のまちのグランドデザインを

描いてまいりたいと考えております。 

その後は、このグランドデザインの実現に向けた具体的方策やスケジュールを

明確にすることとしますが、次期総合計画の策定時期と関連づける必要もあるこ

とから、その点につきましては、調整してまいります。また、国の補助金や有効

な起債を活用できる事業で急を要するものは、平行して取り組んでいくこととし

ます。 

以上、小西議員への回答といたします。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（小森重剛） 井口産業建設主監。 

○産業建設主監（井口和人） 小西久次議員の「竜王町のまちづくり計画と実施計

画について」の３点目の御質問にお答えいたします。 

竜王インターチェンジ周辺のアクセス整備につきましては、現状把握、課題抽

出を行い、対策を講じていかなければならないと考えております。 

その上では、都市計画マスタープランや道路整備アクションプログラム等、各

種計画に盛り込んでいくこととなります。 

現在の都市計画マスタープランについては、上位計画である総合計画などを踏

まえ、平成２５年３月に策定し、目指すべき将来像に基づき土地利用や都市施設

などの都市計画について、平成３２年度を目標年次としております。 

また、道路整備アクションプログラムについては、将来１０年間の道路整備計

画であり、今月に滋賀県道路整備アクションプログラム２０１８が策定されます。 

いずれにいたしましても、次期総合計画の策定に合わせ、都市計画マスタープ

ランの見直し、また道路整備アクションプログラムは、必要に応じて見直しを図

りつつ、竜王町のグランドデザインが実現できるよう関係諸法令についても課題

整理を行い、進めてまいりたいと考えます。 

以上、小西議員への回答といたします。 

○議長（小森重剛） 小西議員。 

○２番（小西久次） ありがとうございます。何点かお聞きしたいんですけども、

コンパクトシティの中で、３０年度の竜王町行政執行方針の中に、３ページの中

で拠点整備ということで、当然コンパクトシティ化を視野に入れつつ役場周辺を



- 189 - 

集約すると。その中に中心核へのアクセス検討というのをうたっております。具

体的に、当然町道中央通り線、それから町道東西線、県道小口川守線、これは一

番核になってくるアクセスだと考えます。 

しかしながら、それについて、今現在、どのように考えておられるのか、その

部分を１点。そのアクセス検討について、どのように考えているかということを

お聞きしたい。 

それから、２点目に、コンパクトシティ化については町長が就任以来、まちづ

くり計画の基本として唱えられております。予算の中で、農村型コンパクトシテ

ィ検討事業５００万、３０年後の本町のグランドデザイン作成と書いております。

実は、第六次の国土利用計画の土地利用構想図を見てみましても、以前から当然

この庁舎周辺についてはうたわれてます。それから都市計画のマスタープランに

おいても、ある一定うたわれております。これをもとにして町長恐らく発言され

てるかなと思います。 

しかしながら、私が言いたいのは、その計画はそれで３０年後の計画を立てる

のはいいんです。しかしながら、３０年先やなしに、もう少し近々な計画が必要

じゃないのかなという考え方をしてます。といいますのは、もう少し早く発信し

てください、やってくださいという意味なんです。といいますのは、実は２代目

の町長が、西の山に明かりをつけるということを言われました。そのときに、昭

和４０年代です。ところが竜王インターが開通したのは昭和５７年。これ１７年

です。それから、例えばダイハツとかアウトレットと来ました。既に２０年以内

で進んでるんです。やっぱり早くに考えないと、やはり私はずるずる行ったら何

もできないのではないかなという考えがします。そういう意味で質問しておりま

す。 

ただ、取り組んできていただいた質問をしたかったんですけども、その中で例

えば中心核を整備しようと、いわゆるコンパクトシティにしようと思ったら、具

体的な計画がなかったら、恐らく国や県は受け付けないだろうと私は憶測します。

といいますのは、ある一定のところを見つけないとだめだよと、絵に描いた餅だ

とだめだよ。ただ、それには基本計画、土地利用構想、マスタープランが必要に

なってくるというふうに思います。そういう意味で、早く実施するためには、当

然その計画自体が、執行部の足で稼いでいただいた中で当然やるんやと。その中

で町民の皆さんも巻き込んで意見を伺うんやというのが必要だと思います。そう

いう意味で、今までの計画もありますし、それを保護するという意味もあって、



- 190 - 

当然施策的にやっていただきたい思いはしますので、そういう意味で、いわゆる

質問をさせていただいております。この２点についてお答えいただきたいなと思

います。 

○議長（小森重剛） この際、申し上げます。本日の会議時間は、議事日程の都合

により、会議時間を延長することにいたしますので、その旨、あらかじめ御了承

願います。 

山添総務主監。 

○総務主監（山添みゆき） 小西議員の再質問にお答えをいたします。 

まず、１点目の中心核へのアクセス検討についてでございます。 

このコンパクトシティといいますのは、ただいま出ていますとおり、役場周辺

をイメージしておりますが、先ほどの課長からの回答にもありましたとおり、中

心核となる地域の役割、それから、また農村地域でございますので、周辺に居住

集落がございます。そういったもの、東西南北をイメージしていただきまして、

そういったところとの機能のネットワーク化というものをイメージしております。

アクセスといいますと公共交通機関等ももちろんございまして、今、その再構築

も図っているところでございます。 

中心核につなぐ公共交通をどうするのか。また、竜王はＪＲの最寄り駅、近江

八幡、篠原等出向くことが必要になっております。そういったところへのアクセ

スもあわせて考えていくことになります。こういった公共交通なり、また機能の

ネットワーク化等を含めまして、中心核へのアクセス検討という形でまちづくり

の一体化として進めてまいりたいと思っております。 

２点目につきましては、町長にお譲りいたします。 

○議長（小森重剛） 杼木副町長。 

○副町長（杼木栄司） 小西議員の再質問にお答えとさせていただきたいと思いま

す。 

私も長年役場に奉職をさせていただきまして、総合計画とかいろんな計画に対

しての策定をさせてまいりました。仰せのとおり、第五次の総合計画が３２年度

ということで、いろんな計画がふくそうしながら、また新たな計画の中で乗せ込

んでいくというようなことでございますので、先ほどから言葉が出ておりますよ

うに、また、まちとしてはこの時点で絵をもう一度描き直すというか、もう一度

再チェックをかけるという意味では、個々の計画もあるんですが、いわゆる竜王

町のグランドデザインをどうしていくかということでございます。３０年後とい
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うことが長期のような思いもしますが、小西議員おっしゃったように竜王のイン

ターができまして、アウトレット、西の山に火がついたのが５０年以降ぐらいで

ございますので、我々としては３０年以降を目指しながら、今、何をやっていく

のかということも含めて、大まかな絵を描いていきたいと思っております。これ

も町長と同じ考えでございます。 

そういった中では、先ほどからの幾つかの質問、菱田議員の道路の質問、貴多

議員のいろんな質問、おおむねグランドデザインをどう描く、どう固めるかによ

ってアプローチの仕方が変わってくるかと思いますので、３０年度においてはい

ろんな計画なり、デザインの中のグランドデザインをどう持っていくかというこ

とを固めつつ、いろんなチャンスがあった場合にはどんどん積極的に進めていき

たいという考えを持っておりますので、そういう意味では計画を再チェック、延

伸をしたいとか、描き直しというんですか、再策定をしてまいりたいと考えてお

りますので、そういったもんが総合的に計画を進めないと国のほうも採択をいた

だけませんので、そんな考えでございますので、この後は町長に譲りますが、私

の考えとしてお話をさせていただきました。 

再質問に対する御回答とさせていただきます。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） 小西久次議員の再質問に対するお答えをお伝えしたいと思い

ます。 

ほんとにこのコンパクトシティといいますか、この中心核、この地域、これを

どうつくっていくのかっちゅうのは大変重い課題でございまして、私はほんとに

相当重い覚悟でやらないと進まへんなと。もちろん、ある程度１つの絵を示した

ら、皆さんのお考えはばらばらなとこがいっぱいありますので、どう引っぱって

いくのかっていうのは、実はほんとに一番悩みでございます。 

ただ、私が１つ考えてますのは、先ほど総務主監並びに副町長からもお話をさ

せてもらいましたけど、各先人がいろいろ描いていただいたベースのところはあ

ります。ところが、描いた時点から相当期間も過ぎておりますし、少し変えてい

かなきゃいけないこともあります。 

もう１つは、実は公共施設なりの建てかえとか修繕とかいうのが待ったなしで

目の前に来てます。これはほんとに５年、１０年、１５年というところで来てお

りますので、ここでもう一度、この中心核をどうしていくのかっちゅうことを明

確に、ある程度みんなが共有しないと、何か新しいことをやろうと思っても、じ
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ゃあ場所どうすんのって話になったら、全然前に進まない。ここがいい、あそこ

がいい、そういうこともありますので、ここで一度、どんなコンパクトシティを

つくっていくのかっちゅうことを、行政の我々ももちろんでございますけども、

議員の皆さんもそうですし、また、いろんな人の知見もかりながら、ある程度あ

らあらでも、ここにはこうしよう、ここにはこれをつくろう、そうしないと関連

するところが配置できなくなってきます。例えば中学校をどうすんだっていう話

で、もしくは小学校をどうすんだと。小学校のそばには給食センターをつくらな

いかんねということになるかもしれません。また、医療施設をどこに持ってくん

のか。そうすると、そういう大きな絵がないと話が前に進めないということがご

ざいますので、この１年、大変重い課題ですけど、議論しながら絵を描き切って

しまいたいなと。それをもとに次の計画を進めていきたい。その計画はもちろん

起債の一番有利な時期もあるでしょうし、逆に言うと、定められてこれまでにや

らなきゃいけないところもあるでしょう。だから相当財政的にも厳しい計画にな

ると思いますけど、そういうのをにらみながらやっていきたいと思ってます。 

それから、東近江なんかでいろいろアドバイスも聞いたりもしてるんですけど、

やはりコンサルの会社を選んで、そこの知恵を少し使いたい。それには我々の考

え方を伝えなきゃいけない。どういうまちをつくりたいんだと。そこがまた一番

重たいところでもありますので、いろんな課題があって、先ほどから重点プロジ

ェクトもそうですけど、それも踏まえていろんな課題いっぱいなんですけど、で

もやっぱり今やらないけないだろうっていう思いでございますので、そこを御理

解いただいて、何とか町民の皆さんから有益な意見をいただくと同時に、納得し

ていただけるような絵が描けるように御支援いただけたらありがたいなと。１年

で何とかやり切りたいんですけど、皆さんとの約束が守れるように頑張りますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（小森重剛） 小西議員。 

○２番（小西久次） 前向きな御回答をいただきました。ありがとうございます。

私も決して後ずさりやなしに、前向きな意見を言わせていただいているつもりを

しております。ただ、先ほどからほかの議員さんの質問ありましたけども、いわ

ゆる竜王町の公共施設等の総合管理計画が一番ネックになってくるかなというふ

うに考えております。それといわゆる福祉の予算とかいろいろありますので、い

わゆる扶助費とかそういう部分が占めます。そうした中で、当然、今回の予算の

中にも基本計画と今の中心核のコンパクトシティ化の予算を掲げておられます。
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そうした中で、もう１つお聞きしたいのは財政計画、今までは財政計画を無視し

た中での計画が立てられたんじゃないかなという部分は思てます。しかしながら、

当然、財政当局としては、財政の部分をチェックしておられました。しかしなが

ら、その計画と同時にいろんな部分での財政計画というものを立てていただきた

いなという思いがございます。これは竜王町の将来をうたったときに、そういう

部分が当然必要になってくる。先立つものないかというと、当然そうやと思いま

す。それによって計画の順序立てができますので、その辺について考えていただ

きたいということで、そのことについてもお聞きしたいし、基本計画をことしか

ら１年早く計画されますので、その辺も見込みながら近い将来における計画を立

てていただきたいと思いますので、その辺についてのお考えをお聞きしたい。最

後によろしくお願いしたいと思います。 

○議長（小森重剛） 奥主監心得兼未来創造課長。 

○主監心得兼未来創造課長（奥 浩市） ただいま小西議員から再々質問をいただ

きました財政計画の関係でございます。実務的なことの関係で、私の所掌する範

囲の中でお答えをしたいと思います。 

いろいろ重点プロジェクト等、また施設の整備等につきましては、当該年度、

次年度の予算の編成はございますが、それに先立ちまして、私ども建設計画をし

っかり立てようということで、１０年間の期間ということで、１０年間の中でど

ういう事業をしていくか。また、どんだけの事業費が出ていくかということで進

めをしております。この計画には、重点プロジェクトの進捗にもよって、また年

度年度見直し等も実施していくわけでございますが、そうした中で全体的な必要

経費、また、どうした財源を持ってくるかというようなことも計画の中に落とし

込んでいこうと。それをまた具体的には財政計画という格好に反映されるんじゃ

ないかと思ってますので、そこでしっかり議論をしていって、そういう箱物を中

心になりますけども、そういう議論を重ねてまいりたいと考えてますので、実務

的なこととしてお答えしたいと思います。 

○議長（小森重剛） 西田町長。 

○町長（西田秀治） では、再々質問にお答えをしたいと思います。 

もちろん今お話しいただいたとおり、財政の裏づけ、財源の裏づけ、大変重要

なことでございまして、実は昨年秋だと思いますが、実はあらあらでそのあたり

の議論も始めております。それをもっと精度を高める、このコンパクトシティ化

の中でその議論も深めていきたいと思っておりますので、大変適切で重要なアド
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バイスも頂戴しましたので、そこを押さえながら進めていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

○議長（小森重剛） これをもって一般質問を終結いたします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後５時０１分 


